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皆さん、おはようございます。先程、濱野長官様からで

すね、過分なご紹介いただきました、ダイセルの小河と申

します。どうか宜しくお願いします。久しぶりの講演の機

会でございまして、3 年間ぐらい喋ったことはございませ

んので、ちょっとドキドキしておりますけれども、是非 40

分間お付き合いいただきたいと思います。 

今日は私どもの取り組みということで、お話をさせていた

だきます。この取り組みについてはですね、1 つの提案で

ございまして、私どもだけじゃなくて、いろんな企業さん

が持ついろんな課題があると思いますけど、そういった中

でやっぱり新事業開発とか新しいビジネスモデルのスキ

ームを作るために何か突破口がいると思っています。そう

いう中で IP ランドスケープとかも含めて、我々の思考を

変える突破口なるものがあるんじゃないかと思っており

まして、そういう中でいろんなことを考えながら試行錯誤

していることを、少しお話を申し上げたいと思っておりま

す。 

今日の概要ですけれども、会社の概要は簡単にさせてい

ただきまして、バーチャルカンパニー構想というのを我々

もっております。これはどういうことかと言いますと、

我々素材産業はですね、結構日本に乱立しているという風

に言われておりまして、我々自身がですね、本来は企業間

合併をしていくことが必要なことも、重々分かっておりま

すけれども、日本において企業の合併っていうのは非常に

苦しゅうございます。と言いますのはですね、私ども自体

も実は 8 社の合併会社でございまして、実はダイセルとい

うのは、大日本セルロイドということでございまして、当

時政府主導で 8 社の財閥系のセルロイド会社が合併して

できた会社でございます。合併した時にいろんな問題があ

ったんですね。それを乗り超えるためにですね、50 年ぐ

らいの月日が必要になっております。そういう意味で我々

としては、この合併も一つの方策としてあるんですけども、 

 

 

 

 

 

 

 

 

もう少しバーチャルな形ですね、今の DX を駆使した形

で、実際にサプライチェーンでお客様とサプライヤーが繋

がっていることを、それを縦にですね、もっと緩やかな形

で事業連携が進まないかというのを、考えておるというこ

とでございます。そういった形の中で、最後はカーボンニ

ュートラルの道筋も含めましてですね、どういう形でこれ

からいろんな発想転換していくかということを、少しお話

を申し上げたいと思っております。 

これがダイセルの概要でございます。さっき申し上げま

したように、大正 8 年に 8 社の会社が合併して出来た会

社でございます。そういった中でですね、売り上げとか連

結利益はこんなもんでございますけれども、ここにありま

す主要事業の殆どがですね、当初 3社30％ということで、

いわゆる世界のマーケットの中で、上位 3 社に入ってです

ね、総利益率 30%を取ろうということで、やってきたも

のばかりでございます。そういう意味では、サプライチェ

ーンとしては非常に特徴を持ったものでございますけれ

ども、だからといって、今大手の国際競争力があるかとい

うと、そうではないということになりましてですね、もっ

と競争強化をやっていく必要があるということでござい

ます。 

これが昨今の利益でございます。実際には 2019 年の辺

りからコロナの影響がありまして、少し底打ちますけども、

今期は過去最高の売り上げを示すことでございまして、こ

ういう形の回復のような形になってきておりますけれど

も、まだまだ円安の影響も受けておりますし、原料の燃料

高自体が売り上げを押し上げておりますので、そういうの

でこれは全て実力とは考えておりません。そういう意味で

は、まだ抜本的にですね、自分たちの強化を図っていく必

要があるという風に考えております。 

こういった中で、実は我々の企業としてもっております、

製品群のプロセスということでございますけれども、この
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プロセスがやっぱり大事でございまして、歴史の中でです

ね、一つは元々セルロイドの専業メーカーであったものを

ですね、一つはセルロイドが当時燃えやすいということで、

難燃化をやっていくということの中で、有機合成の酢酸を

手に入れまして、酢酸セルロースということで官能基を変

えていくということを組み替えています。もう一つはです

ね、川下側に出ようということで、写真フイルムをやりま

して、それが現在の富士フイルムさんになっているという

ことでございます。そういう中で、実際にいろんな会社が

辿って来られた企業の系譜ということが同じようなこと

があると思いますけども、我々としては、そこにあるよう

な形の問題点がありまして、要は自前主義でいろんな開発

をやってきたことによってですね、中々他社と組んでいこ

うという姿勢が当初は薄かったということでございます。

それから、もう一つはですね。現場熟練者の技能伝承が問

題になっておりまして、つまりどういうことかというと、

世の中でというところの 2007年問題というのがあったん

ですけども、我々は 10 年早く世代交代が進んだというこ

とでございまして、その世代交代の際にその技術だけでは

なくて、その熟練者の技能をどういう風に、表面化しまし

て顕在化しまして、それをどういう風にサイエンスまで昇

華したいということを話したんですけれども、そういう形

でノウハウをいかに顕在化するかということが大事だと

いうことで、これをかなりやりました。これが今ダイセル

方式と言われているものでございます。 

そういった中で私が当初考えましたのは、これは当時、

私が課長時代に考えたレポートから取ったんですけれど

も、要は弊社グループとしては BtoB の会社であるがゆえ

にですね、お客様のそういったニーズに対してきっちり応

えることができていないんじゃないかというようなこと

がありました。そういう意味で自分たちのグループだけの

枠を超えることはもちろんでございますけれども、要する

に工場の枠を取っ払ってですね、お客様とサプライチェー

ンが連結されているような工程だと想定すると、どういう

ことができるのかという風に考えていった訳でございま

す。それから、もう一つはですね、工場を生体に例えると

すると、例えば当時 IT とか言っておりましたけれども、

いわゆるシンプルな構造にする中でシステムを神経構造

とすると、どういう風な今でいう所の DX を駆使した形に

なるかということでございます。そういう風に考えますと

ダイセル単体で考えるんじゃなくて、ダイセルと取り巻く

サプライチェーンの中でですね、情報の統合ができていっ

て、例えばお客さんから見た時に我々の所で何が起きてい

るかということは全てトレーサビリティができるような

会社にしていきたいというようなことをその時に話合っ

ております。逆にそういうことをすると、全部お客様に自

分の所のことは全てばれてしまうじゃないかというのは

あったんですけども、それはむしろオープンにする方がい

いんじゃないかということで、そういうことを相当社内で

抵抗があったんですけども、それに対して当時の課長連中

がみんな集まりましてですね、当時の上層部にそういうこ

とを提言していった訳でございます。その当時あまりにち

ょっと当時としてはとんがっていたように聞こえたもん

ですから、君たちはサラリーマンとして生きていけんよう

にしたると言われたんですけども、そういう中でですね、

実際我々としては、経営陣の方々とですね、毎月討論する

会議を社長に言ってもってもらいまして、1 年間討論する

中で我々の想いを理解していただく中で、ダイセル方式が

スタートしていったということでございます。それから最

終的にはですね、こういった見える化の結果を、革新を連

鎖する仕組みをもっていかないといけないということで

ございまして、そういう中でお客様と情報を結集すること

ですね。お客様との例えば共同開発のあり方、そういった

ものについてやっぱり相当見直す必要があると考えてお

ります。この辺の考え方について、またこの後お話したい

と思います。 

今回の 2021 年度をスタートとしました新しい中期計画

において、我々としましてはやはり従来のプロダクトアウ

ト的な組織構造からですねマーケットインの構造に変え

ていきたいということで、お客様のマーケットのニーズを

もっとダイレクトに感じ取れるような組織にしようとい

うことで考えていく中でですね、1 番、実は新事業の中心

に据えましたのがここにあります形の IP ランドスケープ

でございます。実は私、昔からトリーズ(TRIZ)とかその辺

もやってきておりまして、実際にはいろんな文献とか特許

というのは少しタイムラグがあって過去の情報じゃない

かと言われる方がいらっしゃいますけども、その情報を丹

念に見るとですね、やっぱりここにいらっしゃる方々には

釈迦に説法ではございますけれども、技術のトレンドをし

っかり見ることができるという風に考えておりまして、こ
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ういった過去データをむしろしっかり解析することはで

すね、未来予測につながるという風に考えておりました。

そういう中でこの IP ランドスケープをもっと前面に出し

ていってですね、特に我々BtoB の会社で少し BtoC のお

客さんに比べますとコンシューマさんの声への感度が鈍

いという反省点で思っておりましたので、ぜひお客様の声

を入れていく中でですね、自分たちとして機能の意訳をし

ていきたいという風に考えた訳でございます。この機能の

意訳というのはちょっと抽象的な言葉で分かりづらいか

もしれませんけども、弊社が実は光ディスクなんかも早い

段階で開発をしておりましたし、いろんなものを開発しま

した。ただ、弊社でですね、技術の系譜がないものは、こ

とごとく新事業として失敗しております。つまり、落下傘

であったものがことごとく失敗しているんですね。つまり、

我々の反省材料として技術の系譜が備わっているものか

らやっていかないといけないというのがありました。そう

いう中で実際にこの Research と Development も、実は今

回の中期計画の中で分離しております。この分離の話も後

でさせていただきます。 

 こういったことの中で一つ、さっき機能の意訳という風

に申し上げましたけれども、これ火工品という風に上に記

載がありますけれども、これは火薬工業品でございます。

火薬工業品というのはですね、火薬をデバイスにちゃんと

しまして、無害化しましてそのものずばりをですね、火取

法の存在下でなくても使えるようにしたものが火工品で

ございます。そういった中で弊社がそのエアバッグのイン

フレーター、ガス発生剤を日本の約 6 割位をつくらせてい

ただいておりますけども、こういった中で実際に火工品と

いう言葉をですね、ワンタイムエナジーということに言い

かえまして、つまり火薬というのは製品名でございまして、

むしろ機能をもっと前に出そうということで、ワンタイム

エナジーというのは、火薬というのは一度燃やすとそれで

終わりなんですけれども、それで必ずその時に瞬間におけ

る加速度が発生するということでございまして、実は我々

は昔から火薬のことをですね、パイロモーターという風に

呼んでおりました。つまり、加速器、モーターという形で

ございます。そういう定義をし直しまして、それがもっと

他に使える所があるんじゃないかという風に考えていっ

た訳ですね。ここでありますように、ワンタイムエナジー

というのを真ん中に持ってきまして、これを一つのデバイ

スとして見た時に、どんな新しい機能があるかという風に

考えていきますと、クッション性とか、あるいはデリバリ

ーということで、実際に物を到達させる伝達させるような

ものになったりします。この中で、例えば一つ開発しまし

たのが、コロナワクチン用に開発した針がない注射器でご

ざいます。これは針がなくてですね、ここにエアバッグ用

のインフレーターの着火剤が付いております。この後ろに

薬のカートリッジがありまして、これを点火すると、ガス

が瞬時に発生しまして、この薬剤を押します。押しますと

衝撃波になってここから出てきまして、実際に細胞壁の中

を通過して免疫抗体ができるというからくりでございま

す。実際、これ治験でも使いました。こういうことができ

る中で何が言いたいかといいますと、この火薬の部分は火

薬を扱った会社しかできませんけども、これを実際に世の

中に普及していこうとすると、1 社で独占するんじゃなく

て、むしろいろんな会社さんと組んでやりたいというのが

あったものですから、そういう意味でいくと、この実はこ

この特許は 3 段階に分けて作るように指示しておりまし

て、元の火薬の部分と、ガスを伝達する部分と、それから

アッセンブリの部分になっています。こういったことをや

ることで、特許をもっと開示しやすくしようということを

考えたものでございます。なぜかといいますと、これを 1

社でやるとですね、絶対に普及しないということでありま

して、やはり複数会社でやるためには、特許を少し使いや

すいような形で分割していった方がいいなということで、

こういうことを作っている訳でございます。そういうこと

で、例えば同じものからですね、EV 車の電流遮断装置に

なったものをつくっておりまして、そういう意味で私がこ

こで申し上げたいのは、この機能の意訳ということをやる

中で、これと IP ランドスケープを合わしますと、結構お

もしろい色んな新しい新事業のネタが出てくるというこ

とでございます。 

 そういう中でですね。冒頭、ダイセル方式の話をしまし

たけれども、ダイセル方式もですね、その見える化できる

部分と産業界で見える化しづらい部分と、どちらの方から

まず見える化をやっていくかということでございまして、

ダイセルの製品群もアッセンブリもあればですね、プロセ

ス型もあります。それでプロセス型の方が見えづらいとい

うことで、そこから見える化をやっていくということで、

そういうことをやってきました。 
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 実際にこういう形でですね。我々の見える化の中で標準

化をしてどういう風にシステム化しますかという全ての

業務フローを集合化しました。これをですね、順番に展開

していくという手法を組みまして、これにつきまして、い

ろんな解析をする中でですね、この特許につきましては、

全て競合他社に開示しましてライセンスフィーを最小限

いただく中でですね、このダイセル方式を使っていただく

ということをやりました。それによって分かったことはこ

れでございます。どういうことかというと、どういうノウ

ハウの性質があるかということが少し分かってまいりま

して、これは左に行くほどプロセス型の産業でございます。

真ん中が加工型、右が組立型になります。これで見ますと

ですね。大体比率でいきますとこの赤の線になりまして、

ノウハウの変曲点がちょうど加工型の所に出てきます。ど

ういうことかというと、左側の方が運転ノウハウリッチで

すね。右側の方は設備設計ノウハウリッチになります。ど

ういうことかというと、右側のアッセンブリの方はですね、

パートの方が 1 週間ぐらい訓練すれば組立ができると。し

かし、その設計ノウハウはそのティアワン(Tier1)、ティア

ツー(Tier2)のそういった図面に全て開示され、全てバレ

ちゃうということになりまして、これは非常にノウハウの

その在り処が分かってくるということになるんですね。そ

ういう風にしていきますと我々がここで得たノウハウと

いうのはですね、変曲点が加工の所に出てくると、加工型

というのは、実は素材産業でいいますとフイルム産業のと

ころに出てきます。よって、弊社はフイルムを制するもの

が加工を制するということで、フイルム事業にもっと力を

入れていかないといけないという結論になりまして、こち

らについてのいろいろな企業買収も仕掛けていったとい

うことでございます。そういう中でいろんなノウハウの性

質が分かってきたということでございまして、これもです

ねいろいろなお客さんにダイセル方式を使っていただい

た結果、これをダイセルだけでがめるんじゃなくて、その

ダイセル方式を使っていただいたお客さんともこのノウ

ハウの分類をする中で、そういった教育をしていく中で、

お互いの事業展開の発展に使っていったということでご

ざいます。 

 こういった形でやりますと、このノウハウというのは本

来はたくさんあっていいのかということになる訳でござ

います。実はダイセルの兵庫県にあります姫路の工場でこ

れやりますと、大体 800 万ぐらいの意思決定フロー、ノウ

ハウが出てまいりました。800 万の意思決定フローがある

というのはすごいねという話になるんですけども、何でそ

れだけたくさんあるのということになる訳ですね。その裏

返しの所で、実はもともとの設計技術がまだ弱いとかです

ね、あるいはその原材料の変化点があるということが見え

てまいります。つまり、800 万の意思決定の裏側にですね、

まだまだ人に依存したプロセスになっているということ

が分かりまして、こういったことから、さっき冒頭申し上

げた形のですね、革新が連鎖するような形で、これを使う

ことはもっと逆に設計技術を上げようとかですね、プロセ

ス技術を上げようというような形にそれが向かっていた

という所でございます。それでできましたのがこれでござ

います。これはマイクロデバイスという形でございまして、

これは各社がこぞって今やっておりますカーボンニュー

トラルの一つの手段なんですけれども、これ実は半導体レ

ジストポリマーのプラントがこの中に入っています。これ

だけで、実はワンプラントカートリッジになっています。

こういったものに集約できるということになりまして、

我々が言いたいのはですね、こういったノウハウの解析を

するだけで相当大きな実はブレークスルーになりまして、

こういったものをやれば画期的にですね、素材産業がカー

ボンニュートラルに近づいていくということでございま

す。これは実は大きいのはですね、反応選択率がほぼ 100

になりますので、これによって実際に素材産業で最も熱が

かかっております回収工程が要らなくなります。大体、

我々素材産業におきましては 80%から 90%ぐらいが回収

工程の熱量でございますので、これは要らないということ

になりますと相当大きなカーボンニュートラルが達成し

ていくということになります。 

 こういったことをですね、実際に一つのプロセスだけじ

ゃなくて、いろんなプロセスに渡ってやっていこうとしま

すと、自分の所の工場内でもですね、サプライチェーンが

寸断されていたり、あるいは複数の工場にまたがってサプ

ライチェーンがあるのを整理していくことになっていく

ようになります。こう考えていますとですね、今、ダイセ

ルの工場はですね、製造課という、課という概念を廃止し

まして、社内サプライチェーンの中でですね、川上から川

下工程を統合しまして、それらを一つの製造エリアという

形で呼んでおります。この延長線上に、他社さんのサプラ

12



イヤーさんからお客様のサプライチェーンが連携してい

くということでございます。このサプライチェーン全体で

ですね、また、解を解きますと、もっと省エネが加速しま

すし、もっと品質も向上します。 

 そういうことをやっていく中でですね、ダイセル方式と

しては、今現在、特許の技術使用料としては 10 億程度で

済んでおりますけれども、これはあえてちょっと費用面は

ですね安くしまして、もっとどんどん使っていただくとい

う形にしたものでございます。こういう形で結構事業所と

してはまだまだ広がっております。一番近い例でいきます

と、東京電力さんの JERA さんが我々の方式を得られまし

て、火力発電所について全て情報統合が済んだ所でござい

ます。 

 これはダイセル方式の手法でございまして、この赤の所

は特許のとこでございまして、青がノウハウです。こうい

ったことでもって、特許化している所とノウハウでおいて

いる所を組み合わせしながら、こういうライセンス供与し

ていったということでございます。 

 こういったことをまとめますとですね、カーボンニュー

トラルの道筋がこうなってきまして、真ん中に DX の所で

見える化が入っていて、その前後にですね、エネルギーの

革新とプロセス革新が連動していくという図が出来上が

ります。これをしっかりやっていけばですね、相当、私と

してはエコロジーとエコノミーが両立できるような形で

ですね、実際に SDGs が達成できるという風に考えてお

りまして、こういったことの中で弊社は既にですね、ナフ

サ起因のサプライチェーン原料が 20％に落ちていまして、

メタノールチェーンが半分ぐらいあります。そういう意味

でもっとカーボンニュートラルにしていくことを加速し

ていきたいという風に考えている中でですね抜本的改革

をしていく訳でございますけど、やっぱり大きいのはです

ね、やっぱり新事業開発をどう加速していくかでございま

す。実際に弊社の場合ですね、私が 2019 年に社長に就任

した際にですね、研究テーマを半分にしてくださいという

風に申し上げました。なぜ半分にしてくださいと申し上げ

たかと言いますと、その半分というのはそのさっき言いま

したように、お客様の本当のニーズをつかんでないってい

うのが結構あると思いまして、研究系の諸君が当時すごく

頭に来ましてね、社長そんなことありませんよ、我々はお

客さんのニーズをつかんでいますよということだったん

ですけど、彼らが見直した結果、3 分の 1 にしてくれたの

で、そんなに減らさんでええんやけどなという風に申し上

げたんですけども、2 分の 1 と言ったのが 3 分の 1 になり

ました。3 分の 1 になった余力でもってですね、もっとお

客さんの所に出てってくれということで、お客さんの所に

もっと出ていくような形でその開発メンバーも全員営業

マンになるということで出ていった訳でございます。そう

いった中で現在はアングラテーマを 40%にするというこ

とで、約 1000 名の研究開発員がいますけど、その 40％に

ついてはアングラを認め、60%以上がステージワンの所以

上やってくるということでございまして、そういう風に分

配を決めていたんですけれども、研究系の諸君から、30％

のアングラでいいですねと言ってきているんですけれど

も、もっとアングラ上がっていいんじゃないですかという

話をしています。 

 そういった中で今金沢大学に 30 億円の寄付をしまして、

ここでオープンイノベーションセンターをつくっていま

す。ここがダイセルという名前をつけません。いろんな会

社に入っていただくということでございます。それから、

いろんな企業さんと大学さんとですね。今 5 校ぐらいの大

学さんとですね、包括連携協定を結んで一緒に研究テーマ

をやっています。その時に前回もですね、ある大学の研究

テーマの時に私、学長と一緒に出たんですけども、その時

にですね。ダイセルのプロセスにおける水素とメタンの分

離膜の特許を取るということを言っていたので、そんなの

やめとけと申し上げたんですね。それは 1 企業の事例にし

か過ぎないと。大学さんが取られる特許であるならば、も

っと普遍性のある特許にすべきだということで、いろんな

系の中でですね、様々な系の中で例えば CO2、 CO、そ

れからメタン、水素こういったものを分離する膜という形

にして特許を抱えた方が国立大学として見られた時に国

家に貢献するんじゃないですかというちょっと偉そうな

話を申し上げたんですけれども、大事なことは 1 企業とし

て包括連携をやっているから、企業のための特許を書くじ

ゃなくてですね、大学がされる以上、普遍的な特許にもっ

と昇華した方がいいと思っていまして、そういうようなこ

とを申し上げる中ですね、今いろいろな形でやっておりま

す。ダイセル自体はイノベーション・パークという形で、

いろんな生産技術、研究本部、それからエンジニアセンタ

ーということを全部三位一体でやりまして、もっと早い段
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階で根幹的に     にやっていこうという形にしようとし

ています。ちなみに、うちのセンターの特徴は、全て見晴

らしのいい所にレストランをつくったということでござ

いまして、ぜひお越しいただければおいしい料理を食べな

がらいろいろなフリーディスカッションができると思っ

ていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 さっきから申し上げておりますように、実際にこういう

ことをやりますとですね、バーチャルサプライチェーンを

組んだお客さんとどういう形で特許を共有するかという

ことも大事になります。その時に我々としてご提案申し上

げたのは、最初に我々は実は今この一部について研究開発

でお客様と組んだ例があるんですけれども、その時にはで

すね、我々の特許権は放棄しますということをお話しまし

た。うちの知財部はそこに水方さんもいらっしゃいますけ

ど、びっくりしまして、社長気狂ったんかなということに

なったんですが、実際過去にお客さんと組んだ時に共同開

発する時に配分比率で大変揉めまして、ほとんどの会社さ

んとそこまで成就することはできませんでした。いっその

こと成就しないんだったら、特許権を放棄してやってみた

らいいんじゃないかということで、特許権を放棄する時に

申し上げたら、お客さんの方がそんなことを信じられない

ということで、それだったら配分比率を持ってくださいと

いう話になって、結果的に落ち着く所で、落ち着いたので

すけれども、我々としては何が言いたいかというと、川上

工程としてみると、逆にですね。インテルインサイドみた

いな形で我々のところにありますこういったデバイス化

するものをですね、逆に商標登録しまして、この商標登録

としたものは、我々でブラックボックスとしてもってノウ

ハウの塊にしまして、これを使ってもらうところで、お客

さまで我々のデバイスを使ってもらって、それでお客さん

の所で特許取るのは好きにしてくださいという形にして、

もっと我々の技術を使ってもらうという風に極端にもっ

ていっております。これ自身が非常にエクストリームなこ

とだという風に思われると思いますけども、私としては今

の試みとしてこういうことをやっていく中でですね、むし

ろお客さんにとって、その知的財産がどういうスタンスに

なって、我々サプライ側からしてみるとですね、どういう

ふうな自分たちの主義主張ができるかということを、いろ

んな形のスキームで検討してみたいと思う中で信頼でき

るお客様とこういう形のいろんな検討を始めている所で

ございます。 

 これはそういう形でいくと、IP ランドスケープの中で、

いわゆる今の我々の開発の立ち位置がどこにあるかとい

うことをしっかり、例えばスペクトルデータで     追い

かけている事例だと思います。 

 これはさっき申し上げました、ダイキンさんとですね、

一緒に共同開発する際にですね、元々本来共同開発する際

には、お客さんからこういった商品をくださいと、これに

よって開発しますということになるんですけども、ここも

オープンソリューションでですね、全ての工程を開示した

所ですね、お客さんから見ると、実はこの工程の製品でも

って解決すると思っていたのが、実は違う工程の方がもっ

といいものがあるなということが分かられまして、そっち

の工程から実は商品を引っ張られました。我々は逆にです

ね、お客さんのニーズが話聞いているだけだったら解決で

きる工程というのは決まっていたんですけれども、実際、

その背景にあります、お客さんの所における工程能力指数

を見ますと、実はもっと違う弊社の違う工程で触った方が

いいんじゃないかというのが分かりまして、そういう意味

でいくと双方がですね、やっぱりニーズとしてミスマッチ

であることが分かりました。要するに、もっとオープンに

すれば、それぞれ餅は餅屋さんでして、そういう意味でオ

ープンすることでもっとその加速するなということが分

かりまして、こういったことをやる中でさっき申し上げた

ようなことの取り組みが、逆にオープンすることによって

デメリットを得られることと、オープンにすることによっ

て得られるメリットはどっちの方が大きいかというのを

考えますと、私としてはオープンする方のメリットが遥か

に大きいと思っています。 

 これは実はノウハウのときもいつも申し上げているん

ですけれども、ある競合関係にある 2 社の方々のトップか

らですね、小河ちゃんうちの会社見てくれよと言われまし

て見に行ったんですね。ある A 社さんでは、最先端のこ

とをやっておられますよと言われまして、競合関係にある

B 社さんからもこれ最先端のことをやっていますと情報

を見せていただきました。両方やっておられることは同じ

ことでした。なぜかというと、やっぱり賢い人はどの会社

にもいらっしゃいまして、同じことを考えておられます。

この会社さん両方の決定的な差はですね、実は技術ではな

くて、そのコンタミを起こさない技能の方が非常に重要な
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差になっておりまして、この重要な差というのは、実はそ

の会社で当たり前になっているノウハウでございました。

これをその会社さんに申し上げますと、それはうちにとっ

て当たり前です。そんなんは本当に差別化ができるノウハ

ウなのでしょうかという風に言われるんですね。大体、ど

の企業を見ても当たり前にやっているノウハウこそ他社

で真似できないノウハウになっております。大体見せてす

ぐ真似されるノウハウというのはたかだか知れてますん

で、そんなんはどんどん見せ方がいいと思っていまして、

それで私としては絶対真似できんノウハウは見せても真

似できません。という信念を持っております。そういう中

で見せた方がいいと思う中で、こういうことをやっていく

メリットがもっとあるなということを実感しておる次第

でございます。 

 そういう中で、例えばカーボンネガティブに持っていく

ため、今弊社で開発しておりますが、ナノダイヤモンドの

所ですね。こういった CO2 を CO に還元する触媒機能が

あるということが分かっていますので、これ弊社だけでや

りますとスピードが遅いんでですね、むしろこれでメタノ

ールを作ってくれるお客さんと組んでやろうということ

で、早々にこの技術を開示しております。 

 こういう形でいった時に今一番大事なことはですね、こ

ういったことを例えばバーチャルカンパニーでやってい

く時に、この成果をどういう風にお互いの企業群に持ち帰

ってそれを配分するかというのが大事になっておりまし

て、これは現在の会社法の有識者会議の中でですね、バー

チャルカンパニーをどういう風に会社法の中で解釈して

定義しようかということで、これについては産学連携の中

のですね、法学部や経済学部の先生方にもお願いしまして、

新しい会社の形、スキームはどうなるかということを今研

究していただいております。 

 こういったことの中で、やっぱり最後の命はですね。無

形固定資産がやっぱり大きな企業のバリューを産みます

ので、この無形固定資産の成果のちゃんとした評価が大事

だと思っていまして、そういう中で実際に指導して、形に

なっている無形固定資産についてはもっとどんどん外部

に使っていただくようにしないといけませんし、そういう

意味でこの無形固定資産というのは、どれほどの価値があ

るかということが大事だと思っています。そういう意味で

さっき申し上げた機能の意訳ということも含める中でで

すね、さっきダイキンさんとやった中の例えば、ブレイン

ストーミングやった一つの事例としましてですね、エアコ

ンにおける将来のあるべき機能ということをやったんで

すね。その時にダイキンさんにも申し上げたんですけども、

エアコンとしてしまったことがもしかしたら発想を止め

たかもしれませんと、エアコンという中の機能を分解して、

例えば温度調節や湿度調節だけじゃなくて、個人の快適空

間創造というように、こういう風に分けてみて、それぞれ

に対して IP ランドスケープをやればもっと広がったんじ

ゃないでしょうかという話をしましてですね。そういうこ

とは、過去の先入観をなくして新しい新事業を生んでいく、

そういったものの起爆剤になるんじゃないかと思ってい

ます。私としてはですね、新しい新事業は決してホームラ

ンバッターだけじゃなくて、日頃やっている地道なことを、

機能の意訳をし続けることの中で、継続性のある新事業開

発ができるものだと思っていまして、そういう意味で IP

ランドスケープはもっとこれから大事になってくると思

っていますので、知財の水方部長とはですね、今まで守り

の知財だったかもしれませんけど、ぜひ攻めの知財にしよ

うじゃないかということを言っていまして、そういう意味

でちょっと上から水方さんまたよろしくお願いしますね。

ちょっとプレッシャーをかけながら、この私の講演はちょ

っとこれで終わらせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 
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只今御紹介にあずかりました、一橋大学商学部の加賀谷

でございます。本日はお話しさせていただく機会をいただ

き、ありがとうございます。 

早速ですが、お話を始めさせていただきたいと思います。 

まず、先ほど長官からも御紹介いただいたとおり、私は

一橋大学を卒業後、大学教員になってからこれまでさまざ

まな政府の研究会に関与をさせていただきました。 

その中で、特に今日のお話と関係するのは、「知財投資・

活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討会」で

す。 

研究会設置された契機となったのは、2021 年に公表さ

れたコーポレートガバナンス・コードの改訂になります。

この中で、知財経営の監督を取締役会の方でしっかりやら

なきゃならない、あるいは開示をしっかりしなければなら

ない、という点が組み込まれております。 

しかしながら、そうした知財経営に対する監督や開示を

どのようにやればいいのかというところについては、なか

なか現実的な解が存在していなかったのが現実でした。こ

のため、上記の検討会でガイドラインを公表することにい

たったわけです。 

コーポレートガバナンス・コードの主たるターゲットは

投資家あるいは金融機関からの期待にありますので、同検

討会では、投資家の皆様、知財関係の皆様、そして経営者

の皆様と議論をさせていただきました。その結果として、

昨年「知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに

関するガイドライン」を公表しました。「知財・無形資産

ガバナンスガイドライン」と言われるものでございます。 

コーポレートガバナンスの中で知財・無形資産を議論し

た背景として、知財・無形資産投資に対する日本企業の必

ずしも十分な投資がなされない現実を、コーポレートガバ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナンスという枠組みを通じて解消していく必要があるの

ではないか、という問題意識があったためです。その中で、

なぜコーポレートガバナンスでそれを解決する必要があ

るのか、あるいはそうしたところを促すためのドライバー

として、何がそもそも過少投資の原因になっているのか、

というところに仮説を立てて、研究報告書としてまとめさ

せていただいたということでございます。 

本日は、「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」の

中身を説明するというよりは、その背後で起こっているこ

とや、その中で特に大きな動きになっている社会的課題に

対して、知財を通じて解決するというのはどういうことな

のか、というところを我々の研究会は、どのように考えて

いるのか、また、知財・無形資産投資を促すということと、

サステナビリティ経営、あるいは社会課題を解決するとい

う問題をどう結びつけていく必要があるのか、ということ

について皆様の議論の参考になればと思っております。 

本日は、社会課題の解決がなぜ求められるのか、という

基本的な問題意識もお話をさせていただいた上で、特に知

財・無形資産ガバナンスガイドラインとの関係についてお

話をさせていただきます。その上で、なぜ日本企業の無形

資産投資が十分ではないのかというところについてと、ソ

リューションとしてサステナビリティ経営をどのように

関係させていけばよいのか、というところについてお話を

させていただきたいと思っております。 

 

世界の人口が増え、都市化が進み、世界経済の規模が大

きくなる中で、エネルギー需要、温室効果ガス、食料需要、

そして水事情といった問題もまた大きくなる、というとこ

ろがございます。そうした中で今までの問題解決の手法で

ある、国、NGO、NPO を中心として、社会的課題を解決

基調講演 

社会課題解決による企業価値向上への知財役割について 

加賀谷 哲之 氏   一橋大学 商学部 教授 
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する、ということではもう立ち行かなくなっております。

この中で特に注目を浴びているコンセプトの 1 つが、プラ

ネタリーバウンダリーというコンセプトであります。 

プラネタリーバウンダリーというのは、人類の活動領域

の中で、不可逆的な変化を起こす可能性のある活動領域が

どれほど進捗しているのか、どれほど限界に近づいている

のかを、地球規模で測定をしていこうという概念でござい

ます。この概念で言われておりますのは、既に地球 1.7 個

分がないと現時点で経済は回って行かない、ということが

言われています。例えばグローバル社会で、アメリカの人

たちと世界の人たちが同じ生活をするとなると、地球は 5

個必要になります。そんなことを考えますと、もう限界値

はとっくに超えているという現実があります。スウェーデ

ンのストックホルム・レジリエンス・センターによれば、

クライメント チェンジ、循環経済、そして生物多様性に

ついては、完全に限界値を超えていると言われております。

その意味で、問題解決が既に求められているということで

あります。 

その中で今動き始めているのが国連だと思います。国連

の考え方は一層高い生活水準、完全雇用ならびに、経済的、

社会的及び進歩的発展の条件を促進することですが、その

中で社会経済が持続可能でないと、そもそも基盤が整備で

きないというところがあります。そこで国連中心に皆さん

御存じの SDGs が動き始めたということであります。

SDGs の動きの中で、特に我々が関心を持っておりますの

は、投資コミュニティーの動きでございます。アナン事務

局 長 が 2006 年 に Principles for Responsible 

Investment(PRI)という、投資コミュニティーの皆様の署

名活動をスタートさせました。この署名活動は、自分たち

の資金運用プロセスの中に、ESG の要素、環境社会ガバ

ナンスの要素をしっかり組み込まなければもはや立ち行

かないということで、その署名をする投資機関、金融機関

を集めていったということになります。 

直近で 4902 社の運用会社が参加しており、121.3 兆ド

ルの投資規模がここで動いています。そういう意味では、

資本市場の多くのお金が、ESG を通さないと動かない現

実が起こり始めているということになります。 

このような動きにいち早く取り組んでおりますのがEU

でございます。EU は、今の投資コミュニティーでお金を

集めたいとしたときに、実際に共通言語があるのか、そこ

に向けてお金を投げるとした時のインフラがちゃんと整

備されているのかというところに問題意識を持ち、2015

年ぐらいから活動を一気に加速をさせてまいりました。 

例えば、EU Taxonomy というのが 2019 年に公表され

ております。これは気候変動の問題を中心に、この取り組

みは環境によいかどうか、グリーン、ブラウンをはっきり

と識別するような活動をスタートさせて、それを言語化し、

標準化していっているという動きです。その意味では、言

語化が進展していくと、やがてはファイナンスも現実に伴

って上手く識別ができてくるだろうと考えております。こ

のような動きが、グローバルに見て加速をしているという

ことでございます。 

このように資金調達の条件として ESG に対する要件を

満たすことが必須となると、多くの金融機関は ESG やグ

リーンという名称を冠した金融商品を組成することにな

ります。しかしながら、そうした金融商品の多くが必ずし

も環境・社会課題を解決するのに役立っていないのではな

いかという問題意識が提示されるようになってまいりま

した。どのような金融商品であれば ESG やグリーンを冠

すのにふさわしいのか、あるいはそもそも金融機関として

そのような要件を満たすことができているのか。 

こうした点に対するソリューションとして、欧州では

「サステナブルファイナンス開示規則」（SFDR）が公表さ

れています。SFDR では機関投資家や金融機関が事業体レ

ベルで、あるいは事業体が組成する金融商品レベルで、

ESG を冠すのにふさわしいかどうか自ら説明責任を果た

すための開示を行うことを求めています。例えばサステナ

ビリティに対して悪影響を与える、Principal Advarse 

Impacts というものを測定させ、公表させるということを

やられています。事業体あるいは金融商品レベルで、社会

や環境課題の解決に結び付いているのかどうかを確認す

るため、たとえば温暖化ガス排出量やカーボンフットプリ

ント、あるいは多国籍行動指針違反の数など運用先全体あ

るいは金融商品ごとでのインパクトをきちんと報告する

ことが求められます。金融機関が作る金融商品の中には、

皆様の会社の株式あるいは社債が含まれてきます。そうす

ると、その社債や 1 つ 1 つの銘柄がどうインパクトを与

えているのかというのを測定しなければ、結局金融商品と

して測定できないということが起こってくるわけです。 

そうすると、EU で株式や債券などの金融商品を発行す
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る場合、この情報の開示が金融機関から求められることに

なります。直接的には EU の規制といいながらも、資本市

場はグローバル化していますので、日本の投資家も、EU

の動きに倣って、こうしたことをやっていかなきゃいけま

せん。彼らはグローバルで資金運用をしており、そうした

観点で金融商品を買ってもらっていますので、このルール

に彼らも従わなければならなくなってくるわけですね。そ

うすると、共通言語が必要になってくるというところがあ

って、企業の皆様にも関連する情報の開示を求め始めてい

るということがあるのだと思います。 

また、法規制の枠組みの中でも、この社会課題、あるい

は環境問題というところがクローズアップされていると

いうことがございます。よく言葉で「域外適応」という言

葉が言われることがございます。 

例えば、B が EU 域内の国とし、A が日本だとしましょ

う。EU 域内にある国の企業の子会社や支社が、日本で事

業活動をするとしたときに、日本で事業活動をする子会社

や支社に対しても、EU の規制を適用しようというのが、

域外適用になります。サプライチェーンでも同じようなこ

とになっています。例えば日本で展開するとしたときに、

この取引先についても同じ要件を求めましょうというこ

とになってくるわけですね。さらに EU そのものが経済制

限をする、ということになってくると、日本の企業も巻き

込まれてくることになってくるわけです。 

こうした域外適用の話と並列して、グローバルな国を越

えた法訴訟も起こってきている問題です。例えば EU 企業

がオランダでナイジェリアの問題が訴えられる。環境や社

会課題の多くが国を超えて移転する環境リーケージなど

が起こることが、こうした域外適用を正当化する論拠とな

っています。こんなことが起こってくると、これは経営者

としてサステナビリティに対する課題についてしっかり

と対応していかなければならないということになるのだ

ろうと思います。 

サステナビリティにかかわる問題がよりグローバルな

レベルで議論しなければならない環境となりつつあるこ

とを前提とすれば、グローバルに比較可能な共通言語が求

められてくるということをより真摯に対応しなければな

らない課題であることが見えてくるかと存じます。こうし

た動きが、2000 年ぐらいからずっと続いてきたというこ

とになります。細かいので、1 つ 1 つ説明することはでき

ませんが、EU、UK、US、JAPAN、それぞれが、非財務

情報、サステナビリティ情報を拡充する動きを加速させて

きています。 

大きな流れで説明をしますと、今注目を浴びているのは

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）というものにな

ります。これは今まで財務の情報の国際的な統合化・収斂

化をやっていた方々が、非財務にフォーカスを当てて、比

較可能性、一貫性を担保しましょうということをやり始め

ています。財務情報が国際的に共通言語になっていったよ

うに、非財務情報も共通言語化していこうという動きが加

速しているわけです。 

ISSB はその出自が財務情報の国際的統合化・収れん化

をけん引してきたというところからも推測できますとお

り、主な情報利用者として対投資家を想定しています。そ

ういう意味で、投資家向けの動きが進んできているという

ことがあるわけですけれども、EU は実はちょっと流れが

違っております。EU は、投資家ももちろんありますが、

それ以外のステークホルダーも非常に強い影響力を持っ

ております。その意味では、それ以外のステークホルダー

に対する説明責任もちゃんと果たしなさいという問題意

識のもと制度を整備してきています。 

日本や UK は、どちらかというとコーポレートガバナン

ス改革と、サステナビリティ開示を連動させながら動いて

きているという経緯があります。それぞれ実はタイプが違

うのですが、この非財務情報を開示させることで、企業に

サステナビリティに関する説明責任を持たせていこうと

いう動きだけは一貫しているということになります。特に

今、国際的な統合化・収斂化の軸になりそうなのが、先ほ

どご紹介を差し上げた ISSB（International Sustainability 

Standards Boards）で、今は基本的には全般的なガイドラ

インと気候変動についての問題にクローズアップをして、

基準をつくっております。 

一方でヨーロッパは既に気候変動だけではなく、汚染、

水海洋資源、生物多様性、資源循環という社会の問題にも

さまざまな形で基準をつくってきています。EU のルール

ですので、EU に関係しない企業であれば関係ないだろう

という風に思われるかもしれませんが、例えば先程御紹介

を差し上げたように、規制そのものが域外適用になる、あ

るいは取引先に適用するということが行われ始めており

ますので、そうすると EU に子会社を持っている企業や、
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取引先がある企業も巻き込まれる可能性があるわけです。

特に一定規模の子会社を持っている企業は、このルールに

従わなければならないという現実があります。そんなこと

を考えますと、かなり大きな潮流として、この 2 つの動き

が国際的な統合化の中で進んでくるということになって

まいります。実はフレームワークは共通していて、ガバナ

ンス、戦略、リスク管理、指標目標という 4 つの基本的な

枠組みの中で開示をしてくださいということは、統一をし

ております。 

ただし、具体的に細かい仕様をどうするか、情報開示を

どのような形で規定していきますかというのは、先程申し

上げた ISSB や、CSRD がセクター別というところの中で

対応し始めているという経緯があります。 

セクター別にそうしたものを求めていく、ということが

今後起こってくるということは頭の中に入れておいてい

ただきたいと思います。その動きそのものが、そんなに遠

い未来じゃないというのは、2023 年、2024 年にその適用

をスタートしようということが始まっているからです。 

EU の動きは、特に EU に子会社を持っているような会

社、日本企業で一定規模の EU の子会社を持っている企業

ではそんなに速い動きではなく、2028 年に対応しなけれ

ばならないというレベル感なので、それほど大きな影響で

はないかもしれませんけれども、一方でこの動きそのもの

は、かなり ISSB にも影響を与える側面もあり、その意味

では 2 つの動きが連動して日本企業に対する開示のプレ

ッシャーが、より大きくなってくる可能性が高いというこ

とは、ぜひおさえておいていただければと思います。 

ここから少し知財の関係性について整理をしていきた

いと思っております。サステナビリティ経営で求められる

のは何かというと、今まではどちらかというとそのフィナ

ンシャルパフォーマンスの目標を決めて、その説明責任を

求めるという世界でとどまっていたものに対して、インパ

クトパフォーマンスという社会に対するパフォーマンス、

影響、あるいは環境に対する影響をしっかりと測定して、

それを公表しようという動きになってくる訳です。こう考

えますと、フィナンシャルパフォーマンスとインパクトパ

フォーマンスに基づいて自社をポジショニングし、A 社が

30 年後、5 年後、10 年後にどうなっていきたいのかとい

う目標を立てる必要が出てまいります。 

1 番目のフィナンシャルパフォーマンスをどのように

上げるかというのは、今までの経営活動の延長線上でこれ

をやれるわけです。一方で 2 番のインパクトパフォーマン

ス、例えば気候変動の問題なんかに対応していくとなった

時には、実は長い時間軸で、かつこれまでと違う動きをし

ていかなければならないということがあります。そうする

と、単に 1 番を示すためのビジネスモデル、経営計画のみ

ならず、このインパクトを達成するためのプロセスそのも

のを公表していく必要があるということになってくるわ

けです。 

そうすると、ビジネスモデルや経営計画のみならず、そ

れをＫＰＩなどの経営指標で示し、どのように上げていく

のかということを目標に掲げていかなければならないと

いうことになります。このビジネスモデル、あるいは指標

を示していこうというところにつきましては、実は先程御

紹介を差し上げた欧州委員会の動きの中で、その社会的な

課題を単に示すだけではなく、ビジネスモデルと無形資産

との関係の中で説明してくださいというようなことも中

に組み込まれています。そう考えますと、社会的なインパ

クトをもたらす活動と、自社の知財・無形資産をいかに蓄

積し、投資・活用させていくかといった無形資産の動き、

知財の動きをどう関係させて説明をさせていくかという

ところがすごく重要になってくるわけです。 

自社のインパクトパフォーマンスを決定するとした場

合、たとえば ESG 評価機関が提示する総合スコアに注目

するアプローチもあります。しかしながら ESG 評価機関

が 600 ぐらいあります。どの評価機関のスコアが自社に

適合するかということを判断するのは容易ではありませ

ん。例えばある会社の ESG スコアを見たときに、違う会

社の ESG スコアを見てみると、全く違うスコアというこ

とが結構あるためです。我々はこれをダイバージェントの

問題と言っています。要は ESG 評価といってもどのよう

な形で評価すればよいのかは、実はまだグローバル標準に

なっていません。そうすると評価機関は、自分たちの目的

に照らした評価スコアを公表するということになります

ので、さまざまな評価スコアが存在する現状です。これは

あくまでコミュニケーションベースとして、例えば投資家

に対する説明責任や、ステークホルダーに対する説明責任

を使うわけです。そう考えたときに、定義がわからないよ

うなスコアを目標に使えるかというと、使えないわけです。 

また共通言語が存在しない問題は、金融機関にも重要な
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問題を提起しています。先程申し上げたように、ESG ア

ジェンダは国連も含めたプッシュ活動があるので、かなり

お金が集まっています。金融機関は、その集まっているお

金を取りに行きたいので、見せかけの ESG 金融商品をた

くさん作ってしまっています。見せかけの ESG 金融商品

がたくさんあることに監督機関も黙っておらず、名称ルー

ルをしっかりさせなさいと言っています。たとえば先ほど

説明した SFDR に照らして整理すると、ESG の名称をつ

けてよいと言われるほど、きちんとした取り組みを実践で

きている金融商品はライトグリーンと呼ばれ、投資資産の

70%が ESG とのインテグレーションの対象になっていな

いとそれに認められないと言われています。 

より深いダークグリーンにも対応しているものはイン

パクトに直接影響を与えるようなものになっています。

SFDR の動きと SEC の動きは連動しており、すごく分か

りやすく申し上げると、金融機関として ESG ポリシーを

持っているだけではダメであり、ESG やサステナブルラ

ベルはつけられないということになっています。米国や英

国でも現在、同様の規則が整備されており、たとえば英国

ではよりインテグレーションが進んでいるものについて

は、Sustainable Focus、さらにインパクトを本当に与える

ものは、Sustainable Impact と呼んでよいということなり

ます。 

英国では Sustainable Improvers と言われる、興味深い

カテゴリーも提案されています。たとえば今は CO2 の問

題で非常にまずい影響を与えているが、改善しているもの、

改善度がいいものについては、むしろ評価をしていく方向

にしようという動きです。こうした観点でも、ESG やサ

ステナビリティに関わる取り組みを共通言語で語る環境

整備が不可欠であり、資本市場を中心にその動きが加速し

ています。 

こうしたサステナビリティに関する取り組みの評価軸

が必ずしも統合化しているわけではありませんが、企業価

値にいかに結び付くかという問題意識のもと整理を進め

ていく取り組みは今も進展しております。そこで特に重要

となりますのは、サステナビリティをめぐる事象が自社の

事業機会やリスクに与える影響を見定め、それをビジネス

モデルや戦略、リスク管理、ガバナンスにきちんと組み込

むことができているかどうかです。事業機会やリスクに与

える影響は、企業が現在、差別化源泉を持ち、それを将来

どのように変革していこうとしているかというシナリオ

と深くかかわります。すなわちサステナビリティに関わる

課題をいかにビジネスモデルに組み込み、最終的にどのよ

うな武器、差別化の源泉を使って、社会インパクトを上げ

ていこうとしているのかという点が重要となってまいり

ます。実際に気候変動の問題に照らして申し上げると、か

なり差別化源泉としての知財・無形資産が貢献する部分が

あり、実際にそこに資金を積極的に集中させることも器と

して、ロードマップを経産省でつくっています。技術ロー

ドマップを作る中で、環境課題や社会課題に貢献する技術

やノウハウなどの知財・無形資産を、評価するようなメカ

ニズムをつくろうとしているアセットオーナー、アセット

マネージャーも徐々に増えているわけです。 

投資家サイドでのお話もありますので、その意味ではサ

ステナビリティの問題、インパクトと知財の問題をここに

結びつけて考えていく必要が、今後出てくるというところ

は、ぜひおさえておいていただきたいポイントです。 

ちなみに気候変動の問題に対して、定量的なスコアをは

じいているものの 1 つは、MQ スコア（マネジメントクオ

リティスコア）というものです。これはフィッチという評

価機関が使っているもので、企業の気候変動の取り組みの

積極性みたいなものを評価するメカニズムです。また、

CVaR というのはどちらかというと、定量的利益コストで

シナリオごとに定量化していくということになるわけで

す。ただ、シナリオを見るに当たってもどのような技術が

影響を与えるのか、というところを GPIF さんは分析しよ

うとしていて、投資でお金が集まる世界も、より知財との

結びつきが必要になってくることがあるということにな

ります。 

 

そうした中で、知財・無形資産投資の日本企業の現状は

どうなっているのかというところを少し整理させていた

だきたいと考えています。アメリカのデータを使って知

財・無形資産投資と有形資産投資を見ると、90 年代半ば

で逆転が起こっています。価値創造の源泉としても、知財・

無形資産の中で無形資産のプロポーションが大きくなる

のも大体 90 年代です。こう考えると、90 年代半ばという

ところで米国企業は無形資産に舵を切ったということは

よく説明されるものであります。 

ある講演会をしていた時に「先生、分かりました。確か
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に企業価値創造の中で、無形資産が非常に重要な役割を果

たしている。しかし、なぜ無形資産が重要になっているの

ですか？」と問われたことがあります。有形資産は、例え

ば工場あるいは土地であれば売却することができます。そ

の意味は、担保になるということがある訳ですが、無形資

産はその特殊性があるが故に、他者に売れないことが時に

起こりやすいです。よってそこに対する投資は、埋没コス

トになりやすいという問題があります。また、非常に管理

が難しいです。知識情報の漏洩が起きやすいというところ

があり、慎重に管理をしないと、なかなかキャッシュフロ

ーに結びついていかないということがあるわけです。そう

考えると、比較的リスクに結びつきやすい資産だというこ

とが理解できると思います。一方で、無形であるが故に、

無形資産は多重的利用ができるわけです。そう考えますと、

スケーラビリティが高いという問題があり、他社との連携

がこういう形でできる、というようなシナリオが描きやす

いという点もあると思います。その意味で、事業機会を見

つけやすいこともあると思います。 

申し上げたいことは何かというと、無形資産そのものは、

リスク・機会のそれぞれを増幅させるものであるというこ

とです。その意味では、不確実性が高くなり、投資して成

功すればよいが、失敗する可能性もあるという問題があり

ます。その中で、特にお金の問題という観点でいうと、グ

ローバル資本主義が進み、かなり資金調達機関が多元化し

ていることがあり、「有形固定資産を買えば儲かる」とい

う世界で言えば、その価値を創出する機会が難しくなって

いるというのが 1 つあります。またサプライチェーンを日

本で作らなくても海外で作ることができるとすると、日本

で有形固定資産を持つ意義は少なくなるわけです。そう考

えると、地の利が起こりにくいという意味でも、利益喪失

の不確実性が低い有形資産というところについては、なか

なか利益を生み出す機会が減少しているのではないかと

いうことが私の理解です。 

それでは逆に、無形資産に投資すればいいのかというと、

不確実性が高いという問題があります。特に投資コミュニ

ティーの方々とお話をしていると、そこをなかなか認めて

くれません。そんなところにもお金を投資するのかという

お話になってきます。そのため、その正当性をしっかり担

保する必要が出てまいります。その正当性を担保するやり

方で、1 番わかりやすいのは、自分たちが過去こんな投資

をして成功したという実績があることだと思います。 

ただ、実績がない場合には、かなり丁寧に事業機会をし

っかりと投資を通じて成果に結びつけることができると

いうロジックを固めなければなりませんし、そのロジック

を実現するためのマネジメントやガバナンスシステムが

本当に構築されているのかを説明しないと、なかなか理解

してくれないだろうと思います。 

こうした中で日本企業の実態を幾つか見ていただきた

いと考えています。貸借対照表の中でオンバランス化して

いるものの中で、無形資産の割合がどの程度あるのかとい

うのがアプローチ A です。また、貸借対照表には載って

いないが、株式市場は評価している、いわゆる Unseen 

Wealth（見えざる資産）と言われるような、ストックとし

ての価値があるものはどれぐらいあるのかというのがア

プローチ B です。 

このデータは、貸借対照表の総資産が 100%とした場合

に何%ぐらい、資金提供者からお預かりしているお金に対

して、無形資産が何パーセントぐらいあるかという数値を

上げさせていただいております。その数値を日本の上場企

業全部で測った上で、何%の企業が 50%を超えています

かというのを、ここで示しているということです。 

91 年時点では、日本企業の場合、殆どが無形資産に対

する割合が 5%以下だということです。アメリカ企業の場

合は、25%以上のところが 10%ぐらいあるわけです。それ

が 2020 年になると 4 割ぐらいに広がっていますが、日本

企業で見てみると、ほぼ 2〜3%です。つまり、貸借対照表

に載っている無形資産がほとんどない、増えていないとい

うのが現状です。 

では貸借対照表に載っていないが、マーケットが評価し

ている無形資産はどれぐらいあるのか、というのも 25%

の水準で見ていこうとしますと、アメリカは直近で大体 7

割ぐらいの企業が投下資本の 25%以上の無形資産を持っ

ているということになります。日本企業は、大体今 3 割 4

割ぐらいとなり、そう考えると、アメリカ企業は日本の倍

程度、マーケットが評価している無形資産があるというこ

とになります。 

こんなことを考えると、やはり無形資産に対する投資は

十分ではないのかもしれないという仮説が浮かぶわけで

す。また、損益計算書の中でも無形資産が表れる部分があ

り、それは販売及び一般管理費のところです。ここには研

33



究開発、ブランドに対する投資や人的資本に対する投資が

含まれるわけです。ただ、先程申し上げたとおり、損益計

算書の投資の中で、資産と費用のどちらに計上するかは、

将来の不確実性が高いかどうかで決まる訳です。不確実性

が高いものについては、むしろ毎期の費用計上してもらわ

なきゃ困るというのが会計基準のベーシックな考え方で、

そうするとそれは販売費及び一般管理費に入っているわ

けです。 

では研究開発費の投資がどれぐらいかというところを

見てみると、アメリカ企業の場合、10%以上の研究開発投

資の企業は、直近で 6 割ぐらいあります。日本の場合、

10%ぐらいしかありません。こう考えると、損益計算書に

出ている投資規模という観点でも、必ずしも十分ではない

かもしれないということになります。 

無形資産に対する投資は、実際に成果が出るのかどうか

というところを見るために何をやっているのかというと、

例えば日本企業の販管費が高いところから低いところま

でずっと並べて、10%高い企業の投下資本に対する販管費

がどれぐらいあるかを調べます。日本企業の場合、大体

75%ぐらいあります。アメリカ企業の場合 180%、EU の

場合 100%ぐらいあります。それが研究開発費になると、

日本の企業の場合 7%。アメリカの場合 70%。ヨーロッパ

の場合 28%です。実は資本的指数、投資の世界でいうと

あまり変わらないのですが、無形資産に対する投資では、

かなり差が出ているというところが見えてまいります。 

その後の粗利や時価総額がどうなったかというところ

を見てみると、アメリカ企業はかなりそこを成長させるこ

とに成功しています。日本企業はその成長が低いというと

ころが見てとれると思います。その意味では、こうした将

来成果というものに結びつく無形資産に対する投資が、十

分にできていない日本企業の現状があるというところは

理解いただけるかなと思います。 

なぜこのような現状なのかを考えてみた時に面白いな

と思いましたのは、これはアメリカのニューヨーク大学の

バルクレブ教授がご提案されているデータを私なりに日

本企業や欧州企業にも適用して私なりに作ってみたもの

ですが、何を示しているのかというと、各企業の中でいわ

ゆる利益がマイナスの企業、赤字の企業は何%ぐらいある

のかというデータを示しています。80 年代から無形資産

投資が増えている 90 年代にかけて、アメリカ企業に何が

起こっているかというと、赤字企業が膨らんでいます。 

特にサイエンス業界で 6 割ぐらいが赤字企業です。彼ら

は赤字でも無形資産に対して投資しています。何故なら将

来キャッシュフローを生み出すというための説明をしっ

かりやっているからです。日本企業はそうしたデータが

80 年代とほぼ変わっていない現状があります。 

日本企業の場合、銀行との関係で赤字企業がなかなか認

められないというようなこともあり、無形資産に対する投

資が行われないのですが、それをやるためのシナリオがな

いのかを少し考えたいということで、さらに分析をさせて

いただいているということであります。 

投資家に認めてもらうための 1 つのやり方は収益性を

上げるということです。いま１つは成長性に対する納得感

を高めることです。そこでここでは横軸に ROIC（投下資

本利益率、資本生産性）を挙げさせていただいていて、縦

軸はマーケットがどれぐらい企業の成長性を期待してい

るかというところを挙げさせていただいています。 

収益性も成長期待も高いところは、サステナブルに成長

できるでしょうと投資家の方は見ると思います。利益率は

高いけれど成長期待が低いところは、配当には期待してい

るけれども、それ以外にはあまり期待していない可能性が

高く、配当に期待している銘柄（バリュー銘柄）と呼ばれ

たりもします。成長性は高いけれど利益率が低いところは、

配当は期待せず、むしろ成長を期待し、投資してください

という世界です。同じく赤字かつ株式時価総額が売上高の

一倍以上あるようなところをさらに成長できるというこ

とで、アグレッシブグロースとして我々は定義をしており、

3 番（グロース）4 番（アグレッシブグロース）の割合の

部分は収益性が低くても投資させてくれるのではないか

と考えております。利益率も収益成長性も低いところは、

アクティビストに狙われる銘柄と位置付けることができ

るかもしれません。 

このような形で整理をさせていただいて、上場企業の

何%ぐらいがどのポジションにあるかというところを同

じように測ってみました。測ってみたところ分かりました

のが、EU にしてもアメリカにしても、先程のグロース銘

柄を見ますと、大体 50%ぐらいあります。日本の場合、大

体 20%ぐらいです。そうすると、日本企業は成長に対す

る期待が低いというところがあって、どうも投資してもら

えてないという現実があるのではないかなと思います。 
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ただ、それだけではわかりにくい側面もあったと思うの

で、更に細かい分析をしています。何をやったのかという

と、2000 年から 2021 年までの動きを見ました。例えば、

5（アクティビスト）から 1（サステナブルグロース）に動

いている銘柄はどれぐらいの割合あるのかというような

ことです。例えば、サステナブルグロースにフォーカスを

当てていきます。キープというのは、最初の年も最後の年

も 1 のまま維持できている銘柄です。これが企業の中で何

パーセントぐらいあるのかというと、アメリカ企業の場合

は 10%ぐらいであり、ヨーロッパ企業の場合は 7%ぐらい

です。１に居続けるということは、ずっと収益性も高くて

成長性も高い企業が 10%ぐらいあるということですが、

日本の場合、その数値は 0.8%です。もっと注目すべきと

ころとしては、他のグルー＾プからそこに入ってきている

ところが 15%〜20%ぐらい US や EU はあることです。

そのため、総計で大体 20%ぐらいが 1 のところに含まれ

ているというのが、企業の 1 つの見方です。 

もう 1 つ見ていただきたいのは、日本はどう動いている

のかというと、最初の年も最後の年の 5 年間も、5 にずっ

と居続けている銘柄が 6 割ぐらいあります。そうなると、

ここを抜け出す努力をしない限りは、基本的にはそもそも

投資をさせてもらう世界にならないということになると

思っております。 

この 5 の部分について、さらに詳しく分析するためにそ

の間の 2005〜2016 年も考慮して、1 に最後の期間に上が

ることができているところがどこから上がっているのか

というところを確認しました。そうすると、アメリカ企業

の場合もヨーロッパ企業の場合も、まず利益率を上げると

ころからスタートし、自分たちで稼いだところを投資に充

てて、やがて成長を期待させてもらうというロジックにな

っていること理解できます。 

一方で、5 から抜ける場合はどうかといった時に、アメ

リカ企業が抜けるところが多いのは、まず 5 から 2（バリ

ュー）に抜けます。いきなり 1 に行って成長期待をさせて

くださいと言っても、成長投資させてもらえない訳です。

そうすると、まず自分達で努力することが中心になると理

解できます。日本企業の場合は先ほど申し上げたとおり、

ずっと 5 にいる企業が多いというところと、なかなか 2 の

ところに流出できている企業、相対的には上がってきては

いるのですが、それほど多くないというところもあるとい

うことでございます。 

こうした流れも踏まえて、サステナビリティ経営に知

財・無形資産をどう絡めていくとよいのかについて考えて

いきたいと思います。先ほど申し上げたとおり、社会課題

というのは、かなり先のあるべき姿を描いた上で、現状の

姿のギャップをミッション／ビジョン、事業ポートフォリ

オ、差別化要素で埋めていくという世界が必要になるわけ

です。その意味で「As is」と「To be」を埋めていく世界

をまずやるわけです。多くの場合、現状から考えていく世

界が多くなってくるわけですが、将来変化が大きいという

こと、あるいは大きく変化することを期待する場合には、

むしろ将来あるべき姿というところから現状を描き出す

必要があると思うのです。これをどう埋めていくかという

シナリオを描いていく必要があるわけですけれども、一番

求められるのは先ほど申し上げた通り、まず実績を上げる

ということです。資金提供者から資本コストを上回る資本

生産を上げることができているかというところがないと、

なかなか将来に対する投資はさせてもらえない。だけれど

も、これまで実績が上がっていない企業が、将来に向けて

本当にその投資をしていきたいのだとしたら、ミッション

／ビジョン、事業ポートフォリオ、差別化要素を相当丁寧

に説明しないとなかなか説得力が上がってこないし、投資

が上がってこないだろうというのが、知財・無形資産ガバ

ナンスガイドライン 1.0 等で言わせていただいたことと

思っています。 

価格決定力や市場のゲームチェンジャーになるような

成長機会を本当に持っているのか等、そうしたところを証

明していくことが不可欠になると思っております。 

実際に投資家のロジックツリーで見た時に、先程申し上

げた通り、利益率と成長性を上げていくとした時に、社会

課題は成長性を上げていく世界の中だと思います。成長性

を上げていくというのはどういうことかというと、社会課

題があって、社会環境が大きく変化する中で、その変化を

自社なりにどう引き寄せることができるのかというとこ

ろが問われるのだと思います。今の利益率を高く維持する

ということ、そして将来の成長機会を持続的に掴むという

意味で、成長機会・リスクを整理し、知財・無形資産がど

う貢献しているのかというところを説明できなければな

りませんし、そこに人的資本がどう貢献するかも説明しな

ければならないと理解ができます。 
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そうした中で価値協創ガイダンスは、まさにそうしたサ

ステナビリティ経営を実現するためのツールになると思

っています。今申し上げた社会・環境・経済のメガトレン

ドを価値観に照らして、あるいはパーパスに照らして整理

して、リスクと機会を捉え、それを長期計画、中期計画に

落とし込んで定量化シナリオを描いていくということだ

と思います。知財・無形資産ガバナンスガイドライン 1.0

を出させていただいた時に、多くの企業に努力をいただい

て、ガバナンスにこう反映させています、開示にこう反映

させていますということをさまざまな形で開示いただき

ました。そこが我々としては大変ありがたかったことでは

あるのですが、一方で投資家の皆様からは、もっと説得力

ある形にならないかと問われました。 

投資家にとっての説得力は何だろう、ということを考え

てきております。その中で思いますのは、やはり因果関係

ですね。因果経路をどれぐらいしっかり語ることができる

のかということが問われると思っています。 

要はサステナビリティをめぐる取り組みは、かなり先の

話になってくる、例えば、食品会社の中、あるいは医薬品

の会社の中には、健康寿命を延ばすという目標、ここに社

会で貢献するという目標を立てることがあるわけです。そ

れをやるために、どんな戦略製品を持っていて、その比率

をどうするのかということを説明しなければなりません

し、そうした戦略製品を持っているというところは、どの

ような技術に支えられているのか。その比率を高めていく

ためには、どういう技術を高めていく必要があるのかとい

うインプットプロセスにどんどん落とし込んでいく必要

があると思います。 

単にその戦略商品を持つためには、技術を持っているだ

けではダメで、生産スキルを持たなければいけないかもし

れませんし、一方でマーケティング提案力も持たなければ

ならないと思います。 

IP ランドスケープを見ても、差別化源泉をどう示すか

を考えるところは非常にすばらしいものだなと我々は見

ていますが、現状の IP ランドスケープだけで、本当に投

資家に説得力のあるものが示せるかというと、そうじゃな

いのかもしれないと私自身は思い始めています。具体的に

は、先ほど申し上げたような日本企業、RIC が効く成長性

が低い中で必ずしも十分な成果が上がっていない。それで

も将来に向けて、サステナビリティに向けて本気で競争を

していくということだとすれば、その社会変化をしっかり

と捉えることがどれぐらいできるのか。それを価格決定力、

ゲームチェンジに促すことができるのか、競争に勝てるの

か、こんなところをもっともっと磨き高めていく必要があ

るだろうなと思っています。 

投資家はここをより気にします。IP ランドスケープと

いう視点の中に、投資家視点をどういう形で織り込んでい

くかが不可欠になっていくと。もっと言葉を加えると、矢

印の部分にどういう思いを込めるかということだと思っ

ています。矢印を強める要素は何かというと、もちろん強

い知財を持っているということは重要かもしれませんが、

この矢印を強めるためには、よりシステマティックにそれ

をやる必要があるかもしれませんし、経営者の長い将来先

のことをいうのだとしたら、経営者の本気のやる気を示さ

ないとこの矢印の強さは示せないと思います。その意味で

矢印の強さを作るためのコミットメント／ストーリー／

ロジックツリー、そしてそれをマネジメントシステムに本

当に落とし込むことができているかが恐らく問われるの

かなと思っていまして、そんなところをどういう形で示し

ていくのかが今後問われることだろうなと思っています。 

私自身が一番感銘を受けていますのは、オムロンさんが

そうしたところのチャレンジをスタートされ始めている

なと思っていまして、単に全社としてやるべきことだけで

はなくて、事業ユニットとしてやることを ESG インテグ

レーションという形で事業毎に強みを示し、そしてインプ

ット、アウトプット、アウトカムに照らして思考を示すと

いうこともやられています。 

こうしたところを長い歴史の中でやられた結果、成長

性・収益性それぞれが右肩上がりになっていまして、この

ような企業さんが増えることを祈念しております。私の講

演はこれにて終了させていただきたいと思います。御清聴

いただき、ありがとうございました。 
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武井：こんにちは。特許庁の武井でございます。このパネ

ルディスカッションでは社会課題解決に向けた知財の役

割について、特許庁が実施する I-OPEN プロジェクトと

いう取り組みを踏まえて議論をさせていただけたらと思

います。早速ではございますけれども、まず私の方から特

許庁の I-OPEN プロジェクトの紹介、これに加えて、こ

のセッションにはスケジュールの都合で登壇が叶わなか

ったのですけれども、弁理士でおられる株式会社 IT ディ

レクションの土生哲也先生による I-OPEN プロジェクト

に対する考察をいただいていますので、それも紹介させて

いただきたいと思います。その後、山内様、川崎様から I-

OPEN プロジェクトに関わった経験などの簡単なプレゼ

ンテーションに加え、社会課題解決に向けた知財の役割に

関連した意見を伺っていきたいと思います。それではプレ

ゼンテーションの方をさせていただきたいと思います。 

I-OPEN プロジェクトでございますけども、環境問題と

かジェンダー平等、貧困問題等の社会課題を解決し、豊か

な社会の実現に向けて取り組む、ソーシャルイノベーター、

特に知財にはまだ馴染みのないようなスタートアップ、

NPO 法人、個人等に、知財の専門家やビジネスの専門家

から成るチームによる伴走支援を受けていただきまして、

知財を活用しながら社会課題の解決を目指していただく、

といったプロジェクトでございます。このプロジェクトで

は、豊かな社会を願い、想いと想像力から生まれる知財を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかに活用して未来を切り開くか、そう言った情熱を有す

る人達を、私たちは I-OPENER と呼んでこのプロジェク

トを進めております。 

このプロジェクトは昨年度から始めたばかりのもので

すけれども、プロジェクトを通じて知財を活用し、自身の

取り組みを広げていき、社会課題解決を目指す仲間の輪を

広げていく、そういったような事例が生まれてございます。

そして、このプロジェクトを推進しながら知財を活用した

社会的価値の創出事例というものを生み出しながら、社会

課題解決×知財という文脈において、新たな知的財産の価

値を見出していきたい。そういうふうに考えております。

あわせてこのプロジェクトでは、将来の I-OPENER を生

み出すようなコミュニティーの構築というものも考えて

おります。また、こういったコンセプトの普及や、定着を

目指した情報発信なども進めさせていただいております。

先に申し上げた新たな知財の価値について、でございます

けれども、このプロジェクトでは社会課題×知財という文

脈において、知財は社会価値を共創していくツールであっ

て、個性や想い、アイデアは信用を持った価値として具現

化し、他者と共有できるようなものであって、共感者を呼

びコミュニティーを繋げていく、そういったものであると

仮説を立ててプロジェクトを進めているところでござい

ます。 

こういった I-OPEN プロジェクトにつきまして先ほど

パネルディスカッション 

社会課題解決に向けた知財の役割  

-I-OPEN プロジェクトでの事例を加えて- 
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お話ししました通り、土生哲也先生からコメントをいただ

いております。こちらは土生先生の了承いただきまして、

土生先生の note の情報発信の中から幾つか抜粋させてい

ただいたものでございます。こちらにあります通り、I-

OPEN プロジェクトは企業をどう伸ばすかではなく、社

会課題をどうやって解決するか、そういった視点で取り組

んでいるという点でものすごく画期的であるというよう

なコメントをいただきました。その理由としましては、「企

業が競争することで、社会が前進していく」という前提に

あった社会から、今は社会を良くする＝社会課題を解決す

る、そういったものが中心となる社会、経済という仕組み

が再構築されようとしています。そういった中で知財の世

界でも表面化した初めてのプロジェクトだということで

画期的だとコメントをいただいているところでございま

す。 

土生先生のコメントの中にあった、社会の仕組みの考え

方の変化ですけれども、ここに書いてある通り、競争の時

代から共に創る共創の時代に変わってきています。その中

で自分起点、内向きの視点といったものから社会起点、外

向きの視点へと変化していく。そして、その変化の中で、

社会が抱える課題を解決するということが企業活動の基

盤になっているという考えでございます。その中で当然、

知財の考え方、本質も変わってきているのではないかとい

うことでございまして、知財を使ってプロテクトすること

から、知財を使ってインテグレートしていくという、そう

いう知財になってきているということです。 

具体的には他社との競い合う競争を前提とした、知財に

よるプロテクトから、要は企業の優位性を確保というとこ

ろから、社会課題解決を目的した知財の統合、共有による

知の相乗効果というように知財の役割が変わってきてい

るということでございます。このような世の中の動きに合

わせて変化している知財の役割について、I-OPEN プロジ

ェクトでは、I-OPENER を支援することを通じて検討す

るということでございます。こういった点について、この

プロジェクトは画期的だと土生先生からコメントをいた

だいているものと理解しておるところでございます。 

I-OPEN プロジェクトのご紹介は以上とさせていただ

きたいと思います。この後は、ソニーデザインコンサルテ

ィング株式会社の山内様から自己紹介、I-OPEN プロジェ

クトの経験、土生先生の考察を踏まえて、社会の仕組みや

考え方の変化、あとは社会課題解決における知財活用の価

値について御意見をいただければと思います。よろしくお

願いします。 

 

山内：武井さん、ご紹介ありがとうございます。皆様、本

日はこのようなお時間をいただきまして、誠にありがとう

ございます。ソニーデザインコンサルティング（株）の山

内と申します。昨年度より I-OPEN のプロジェクトの事

務局を受託させていただきまして、これまで取り組んでま

いりました。その中で気づきましたことを本日会場の皆様

に共有させていただければと思っております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

武井さんのプレゼンテーションの中にもございました

が、黄色バックのこちらに記載されている言葉ですね。こ

れが非常に大きなファインディングだったかなと思って

います。I-OPENER にとっての知財活用は独占ではない

ということです。社会課題は一人で解決できませんので、

共創する。そのために、知財を使って共感を生んでいく。

そういったアプローチが新たな知的財産の活用法となっ

ているというころです。I-OPEN のコミュニティガイドの

ページの中でも、既にこのメッセージを皆様に発信してお

りますが、「社会を動かすコミュニティーの輪へつながっ

ていく」そういったことに知的財産が活用できるというこ

とをお伝えしたいと思いますので、この場でご紹介をさせ

ていただきました。さて、I-OPEN のメンタリングについ

て、具体的にどのように行っているかというのをお示しし

ましたのが、こちらのスライドでございます。こちらのス

ライドも I-OPEN のコミュニティガイドの中から引用を

しております。かいつまんでご説明をさせていただきます。 

まず、特徴的なところは「想いの整理」ですね。I-

OPENER の方々は社会課題を解決したいという強い想い

を持っていらっしゃいまして、そこのところの紐解きです

ね。ここが非常に重要であるということです。想いはある

のですけれども、何をどのように進めていくのか。そうい

ったところを弁理士の先生ですとか、社会課題解決の専門

家の方と、サポーターの方とすり合わせをしながら議論を

重ねていって言語化をしたり、見える化をしていったりと

いうことが行われるわけですが、この STEP 0 が非常に重

要なプロセスです。 

それに続きまして、持っているアイデアをさらに具体化
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して、どのように解決していくのかということを話し合っ

ていきます。その中で出てきたものを実践していく、ある

いは知的財産をどのように使うのかを話し合いをしなが

ら進めていき、最終的なゴールとしては、そういったこと

を実践していって社会価値を共創していく、このようなプ

ロセスを前提に I-OPEN のメンタリングを進めておりま

す。皆さんにぜひ今日ポイントとしてお持ち帰りいただき

たいのは、この STEP 0 が非常に重要であるということで

す。こちらは先ほどから「想い」というふうに申し上げて

いるのですけれども、それって一体どういうことをお示し

したのが、こちらのスライドです。こちらもコミュニティ

ガイドに掲載しているのですが、昨年度の 10 名の方。お

顔の横に、例えば「男女問わず最後まで自分らしく生きき

れる社会を実現したいと」、いうような、「何々したい」、

「何を実現する」とある想いですね。ここが全ての起点に

なっているということでご紹介をいたしました。昨年度は、

10 者の方がいらっしゃいまして、もちろん企業の方いら

っしゃるので、NPO 法人、個人の方、さまざまな背景を

お持ちの方がご参加くださいました。その中で知的財産の

活用の方向性について、大まかに 4 つございましたので、

皆様に共有をさせていただきたいと思います。 

最初に、ユニークなアイデアを使って共創するケースと

いうことで、共創することはアイデアを開示していくこと

になるのですが、やはり開示前にしっかりと出願しておく

ことですね。こちらが共創のための情報開示にとっては非

常に大切ということです。自分のアイデアがどこまでなの

かをしっかりと出願しておくことで独自性ですとか、コア

となるアセットですね。そういったものをしっかりとパッ

ケージ化をしておく。そういった観点です。 

2 つ目が社会課題解決に向けたプログラムに対して、キ

ャッチーで親しみやすいようなネーミングを活用する。そ

れを商標として出願することで信用度を得まして、求心力

となり、協賛者や共同者といった方々が集まってくる。そ

ういったような商標出願の活用法というのが 2 つ目でご

ざいます。 

3 つ目は暖簾分け、フランチャイズ化を通して全国展開

等しながら事業を広げて想いを遂げていく。そういったケ

ースでの商標出願です。展開する事業に固有のネーミング

をつけて商標出願をすると。そのこととセットで事業のノ

ウハウというのを整理して、第三者に使用展開の許諾がで

きるような契約を含めて整えていくような、そういった活

用法が 3 つ目でございます。 

4 つ目は、社会課題解決に向けた取り組みが事業につな

がりづらい、あるいは事業との関連性を示しづらい。そう

いったケースにおいて、特許や商標を出願していくといっ

たものです。こういった出願をしていくことによって、信

用が蓄積されて、それによってその社会貢献、社会課題解

決活動を裏付けることとなり、共感者を得ることができる。

こちらが 4 点目の活用の切り口でございます。 

最後のスライドになります。今日、最も私が皆様に共有

させていただきたいメッセージです。社会課題解決におけ

る知財活用というのは、まさに社会課題解決をしたいと思

っておられる方の想いを可視化する。そこに知的財産の新

たな活用法があるといったところでございます。コアとな

ってくる思いを可視化することで、共感を生んで、さらに

大きな社会課題を解決していく、仲間をつくっていく。「想

いの可視化」がそういったことの起点になるということだ

と考えております。そのアイデアとか想いというのは個人

だとか組織の中にまず生まれるものですが、知的財産とい

う切り口で活用していきますと、それが社会の財産になっ

て、それが社会を支えていく力になっていく。社会課題解

決における知的財産の活用にはそんなポテンシャルがあ

るのではないかと考えております。私のご説明は以上とな

ります。どうもありがとうございました。 

 

武井：はい、どうもありがとうございます。山内さんにこ

こで 1 つ御意見をいただきたいと思います。先ほど私の方

から土生先生の社会の変化、その中で知財が変わってきて

いるというところで紹介させていただきましたけども、ど

ういった形で知財が変わってきていて、それをどういうふ

うに皆さんに知っていただく必要があるのかなというと

ころをご意見いただけたらと思います。 

 

山内：はい。ありがとうございます。やはり独占というイ

メージが強いのか、I-OPENER の皆さんの中でも、自分

達は仲間と共創して社会課題を解決していきたいという

思いをお持ちの中で、どんなふうに知的財産が活用できる

のかというところが I-OPEN のメンタリングの最初 Day

ゼロの段階ではあまり明確にイメージできないのが現状

です。メンタリングを進めていくうちに、知的財産を使っ
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て、見える化をしていくことによって自分たちの価値がは

っきりできたりだとか、第三者に伝える共通言語になった

りだとかというところで、そういった活用ができるという

ことに気づかれていくというように進んでいきます。時代

の流れの中で、独占から「ともに創る共創」に移っていく

中での原動力の 1 つがやはり共感ですので、そこに知的財

産の大きなポテンシャルがあるなと感じております。 

 

武井：どうもありがとうございました。そうしましたらこ

の後は川崎様からプレゼンをいただきたいと思います。川

崎様については令和 3 年の I-OPEN プロジェクトに実際

に参加いただいております。I-OPEN プロジェクトの経験

も踏まえて、実際にご自身が取り組まれている内容につい

てプレゼンと、御意見をいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

川崎：よろしくお願いいたします。今、資料を共有させて

いただいておりまして、それを用いてお話しさせていただ

ければと思っております。先ほどから御紹介いただいてお

ります、Synflux 株式会社代表の川崎和也と申します。我々

Synflux は Fashion Design for the Planet というミッショ

ンを掲げて活動している大学発のスタートアップです。昨

今、環境の持続可能性の問題がファッション産業の中で非

常に取り沙汰されておりまして、非常にたくさんの CO2、

二酸化炭素を排出してしまっている産業として今注目を

集めてしまっています。それに対して我々はデジタルテク

ノロジーを活用しまして、何らかのソリューションを提供

して、ファッションのメーカーであったりとか、アパレル

のブランドであったりとか、そういった皆様と持続可能な

ファッションというものを作り上げていきたいというこ

とを目的として活動している会社であります。 

I-OPEN にも参加させていただいたのですけれども、経

済産業省が今「これからのファッションを考える研究会」

というものを開催しておりまして、そこでスタートアップ

という視点からファッションのこれからについてコメン

トさせていただくなどの活動もしておりました。ファッシ

ョン産業、アパレル産業、非常に面白い産業ではあるので

すが、こういったテクノロジーを活用して持続可能な産業

を目指していこうという会社はまだまだ少ないです。それ

に関わるような制度もまだまだ不十分だと感じておりま

して、そういった問題意識からこういったところにも顔を

出させていただいて適宜コメントをさせていただいてい

るというような形です。 

弊社は、I-OPEN でも主要な知財の議論の対象として取

り上げていただいたのですが、一番のコア技術として開発

しているものとして ALGORITHMIC COUTURE という

ものがあります。こちらは洋服の設計図を自動生成するた

めのデザインシステムです。洋服の設計図、型紙と言われ

るもので、洋服の形の元となるものです。こちらは我々の

身体にフィットされるように作られているのですけれど

も、デザインの過程で、非常に大量な布を廃棄することに

なってしまっているという問題があります。 

主に我々が着ている洋服の材料となっているテキスタ

イルは、四角形で作られるのですが、僕らの身体はもちろ

ん四角形ではなく、非常に大量なカーブ、曲線によって構

成されています。直線の四角に対してカーブが生まれてし

まうと、布と設計図の間に隙間が大量に生まれてしまうた

め、それが廃棄の原因になってしまっています。統計によ

れば、我々が生産するテキスタイルの約 30%が、捨てら

れてしまっているという問題があります。これはもちろん

洋服の機能的なところが 1 要因ではあるのですけども、デ

ジタル化の遅れや、200 年くらい型紙設計の方法論が変化

していないので、そこをアップデートすることによって廃

棄をできるだけ減らしていくというような研究開発を弊

社はやっております。 

大学発ですので、それぐらいの時期から開発をコツコツ

やっており、このシステムを使いますと、洋服の設計の際

に排出されてしまう廃棄の量が約 3 分の 1 にできるとい

うところと、使う布の量も大体 15%ほど削減することが

できます。いわゆるデジタルトランスフォーメーションに

よって洋服の設計というものを最適化していくという技

術を自社開発しています。 

先日、THE NORTH FACE というアウトドアブランド

の製造販売を行っているGOLDWINという会社とのコラ

ボレーションで、弊社の ALGORITHMIC COUTURE を

活用した製品というものを販売しました。こちらは初の量

産製品の展開だったのですが、GOLDWIN とのコラボレ

ーションの直前に I-OPEN に参加させていただく機会を

いただいて、非常に知見をいただいたというところであり

ます。 
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こちらは弊社のシステムを用いまして、ジャケット類や、

フリースのセットアップなどを作ったものですが、使うテ

キスタイルのゴミ廃棄というものが 3 分の 1 へ減少して

いる、というようなものです。こういった事業を我々は展

開しているのですが、我々が I-OPEN のプログラムに参

加する意義を考えてみました。 

1 つは、もちろん事業として成功していく、成長してい

くということは目指しているのですが、あくまでも社会課

題の解決というものを一番の主題として掲げています。な

ので、そういった目的に従って知財をどのように戦略とし

て組んでいけばよいのかという議論をさせていただく機

会をいただけて、非常に嬉しかったなというふうに思いま

す。 

2 つ目は、I-OPEN のプログラムでは知財の知識はもち

ろんのこと、クリエイティブ産業で活躍されている先輩方、

あるいは弁理士の皆様と、改めて会社のミッション、ビジ

ョン、バリューというものを確認する、それを言語化する

という作業を一緒にさせていただくということがありま

した。うちの場合ですと、これは何のために持続可能なフ

ァッションを成し遂げたいのか、それを一言で表すとどの

ようにいったらいいの？というようなところを議論しま

して、先ほど説明させていただいた惑星のためのファッシ

ョン、あるいは最終的には持続可能な製品が顧客のもとに

渡ったときに、環境と自分の関係性というものを見直し、

そういう意味で創造性を発露できることが重要なのでは

ないかと。そういうような議論をさせていただきました。

こういった会社の根幹に当たるところを 1 度議論して、そ

れと知財戦略を結びつけるといったような機会をなかな

か持てるようなことではないなと思っております。今も例

えばセールス、あるいは他社と知財をもとにアライアンス

を組むときに非常に役立っているところではあります。 

3 つ目は、弊社のコア技術ですね。こちらの特許出願を

するためまでの伴走を I-OPEN の皆さんに知っていただ

くというところがありました。例えば弁理士の皆さんが、

我々のようなデザインとベンチャー企業の経営みたいな

ことを両方やるような組織に対して、どのような戦略が必

要かというところをインプットしていただくということ

がありました。何より、前のお 2 方からのプレゼンにもあ

りましたが、共に創る共創が重要なのであります。 

我々であれば、コア技術を介してアライアンスを組んで

プラットホーム的に環境問題を解決していくために、独占

という観点だけではなくて、どこまでを公開するのか、連

携をするのか等、共創を前提としてどのように知財を戦略

づけていくのかというところを一緒に議論させていただ

きました。 

アライアンスのための IP 戦略。しかもデザインベンチ

ャー、デザインスタートアップのための、というところで

非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。今回こ

のような I-OPEN の意義ですね。僕の視点にはなってし

まうのですが、1 度報告させていただく機会をいただけて

大変ありがたく思っております。以上になります。ありが

とうございます。 

 

武井：川崎さん、どうもありがとうございました。I-OPEN

に参加されて知財を活用してアライアンスを組む、そもそ

もその想いを具現化するときに知財をうまく活用してい

く、そういったところで知財の活用を学び、事業に反映す

ることができた点で、非常に効果があったと理解しており

ます。そういった中でお 2 方に質問をさせていただきま

す。今お話があったとおり、知財を使って事業を広げる、

共感を得て仲間をつくっていくというようなツールとし

て知財を活用もしていただいているのですが、実際にこう

いったツールとしての知財をどんどんいろんなところで

活用していくに当たっては、どういった取り組みが今後必

要となるのか。また、どういうことをやっていかなきゃい

けないのかということをコメント、意見いただけたらなと

思います。まず、山内様からお願いします。 

 

山内：はい。ありがとうございます。繰り返しで恐縮です

けれども、想いのところをどう紐解くか、ここが非常に重

要だと思っておりまして、何のために何をどのようにやる

のか。そこで合意形成ができ、専門家の方と想いを成し遂

げたいと思っている方の間で共感して進めていく。どうい

う方向性が最適なのか、そこをしっかりと合意形成して進

めていけるところが大切だと思っています。I-OPEN の中

では、口頭でのブレストを行って整理していたのかという

とそうではなく、何者かの皆様の中には経営デザインシー

トの中に記入をし、言語化をしていくことで、考えや想い

が整理されて、その後の知財活用をどうやっていくか。そ

こが明確になっていったということがありました。この言
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語化とか可視化が非常に重要ではないかなと考えており

ます。 

 

武井：ありがとうございます。川崎さん、ご意見いただけ

ますでしょうか。 

 

川崎：はい、武井さんの今後の必要なことというお題に対

して 2 つの観点からご意見させていただければと思いま

す。 

1 つは弊社としてですが、1 度本当の初期段階で知的財

産のことについて弊社の現状を踏まえて問い直すという

作業をさせていただいたので、今後は組織として、あるい

は経営戦略としてどのように落とし込んでいくかという

ことが必要だろうなと思います。例えば CXO、経営陣の

みならず、開発チーム、セールス、弁護士さん、税理士さ

んとの関係性を担当するようなもの等、そういった組織と

して I-OPEN で学んだようなことを浸透させていくこと

が必要だろうなと思っています。 

もう 1 つの観点。我々のような悩み、あるいは社会課題

の解決というところを共有する。特にスタートアップにと

って必要なことでいうと、I-OPEN のようなプログラムは、

特にアーリーステージのスタートアップに非常に有効だ

ろうなと感じています。アーリーステージのスタートアッ

プでいいますと、立ち上げから本当に間もないので、チー

ムであったりとか、社内の体制だったりとかも不十分な部

分が多いです。とはいえ、事業や開発は進んでいるはずな

ので、そういう時に、I-OPENの皆さんがある種乗り込ん

で、これはどうなっているのか、今後こういうリスクがあ

る、あるいはこういうポジティブなことがあるよといった

ようなところの議論を引き出していただくだけでも、非常

に初期段階のベンチャーにとっては助かるなと思ってい

ます。プラス、こういったような議論の機会をいただくこ

とは非常に重要だとは思うのですが、やっぱり特許出願や

商標出願にはそれなりの費用がかかりますので、金銭的な

サポートといったところにも合わせて期待させていただ

きたいなと思います。以上です。 

 

武井：はい、どうもありがとうございました。今回、I-

OPEN プロジェクトの中では、先ほど山内さんからあり

ましたとおり、知財を使って想いを具現化していく。そし

てそれを広げていく。こういったコンセプトから始まって

いくわけですけれども、こういった I-OPEN プロジェク

トをどんどんいろんな方に広げて参加いただくことが重

要かなと思います。 

そういった中で私が思いますのは、ここに関わってくる

サポーターとしての弁理士先生などの知財の専門家や、社

会課題解決の専門家の方もこういったコンセプトを共有

いただいて、どんどんサポートに関わっていただいてコミ

ュニティーのようなものができていくというのが大事な

のかなと思いました。どうもありがとうございます。 

 

武井：それでは、時間も残り少ないところでもございます

ので、QA セッションの方に進めさせていただければと思

います。よろしければオンラインの方で質問をいただいて

おりますので、読み上げさせていただいて回答をお願いし

たいと思います。いま来ていますものは、「個性、想い、

アイデアを知財化するというポイントですが、アイデアは

特許意匠でカバーできると思いますが、個性、想いはビジ

ネスモデルに近いように思います。その意味から特許、意

匠、商標という従来の 3 つの範疇ではカバーしきれないよ

うに思います。何か新しいカテゴリーが必要なのではない

でしょうか。アイデアを文章化したものを公正証書として

登録しておくとか」というようなコメントをいただいてお

ります。もしよろしければ、山内様から何かコメントござ

いますか？ 

 

山内：そうですね、ありがとうございます。知財の専門家

ではないので非常にお答えが難しいところと思いますが、

商標の中で何か新たな発展みたいなことがありえるので

しょうか。 

 

武井：そうですね。ビジネスモデルといったものについて

も、それはどういったことを目的として何をしていきたい

のかっていうところを明確にして、商標でうまくそのビジ

ネスモデルを具現化してブランドとして広げていき、それ

に共感する人に一緒にやってもらうっていうような、そう

いった取り組みがあるのかなと思います。例えば、令和 3

年度の I-OPEN プロジェクトの中でも、まさにビジネス

モデルをつくる中で、それを商標という形でブランディン

グしています。例えば魔法の駄菓子屋チロル堂という駄菓
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子屋さんのビジネスモデルがあります。それは寄附金を多

く集めて子供たちをサポートするというビジネスモデル

を駄菓子屋と絡めてうまく作ったというものがございま

すけども、そういったものの中で、商標を活用して、ビジ

ネスモデルをブランディング化し、みんなに広めていくと

いうことに使っています。そういった考え方もあるのかな

と思っております。 

 

山内：ちょっと話が広がってしまうのですけれども、やは

りデザインの力をうまく使うことも有効です。商標権など

登録されていっている想いの部分を伝えたい方に良いデ

ザインを通してしっかりと伝えていくという観点も、ご質

問のポイントからはずれますが、非常に重要なのではない

かなと思っております。 

 

武井：よろしければ時間もそろそろでございますので、こ

ちらで今回のセッションも終わりにしたいと思います。今

回 I-OPEN プロジェクトを背景として社会課題解決×知

財についてお話をさせていただきました。I-OPEN プロジ

ェクトについては、特許庁のホームページでもいろいろと

情報発信をさせていただいておりますので、関心をお持ち

いただいた皆様にあっては是非ホームページを訪れてい

ただければと思います。どうもありがとうございました。 
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野崎：ただいま御紹介いただきました。株式会社イーパテ

ント、野崎と申します。これより、成功する IPL と失敗す

る IPL ということで、80 分という短い時間ではございま

すけれども、パネルディスカッションの方を進めさせてい

ただきたいと思います。それでは、まず私の方からイント

ロダクションという形で本セッションの背景等を含めて

説明の方をさせていただきたいと思います。まず私自身の

ご紹介ということで、株式会社イーパテントという、知財

の情報分析及びコンサルティングの方をやっている会社

でございます。また、KIT 虎ノ門大学院及び大阪工業大学

院というところで、特許の調査分析等に係る授業等を担当

させていただいております。本パネルディスカッションの

進め方になるんですけども、まず初めに自己紹介を簡単に

させていただきました。この後、パネルディスカッション

の背景について御紹介の方をさせていただいた上で、その

後にパネリストの皆様方から、大体お 1 人 5 分程ぐらい

で自己紹介及び各社の概要のご紹介、取り組み等のご紹介

ということを考えております。また、トピックはこちらに

挙げている 3 つを考えておりますけども、適宜この 3 つ

順番にというよりも、1、2、3 というところを適宜交えな

がらディスカッションの方を進めさせていただいて最後

に質疑応答ということで、会場の皆様方及びオンラインで

ご参加いただいた方々から質問の方を受け付けて、最後 5

分程度で総括という形にさしていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは背景として、IP ランドスケープ、キーワードとし

たらご存知の方が多いんじゃないかなと思います。IP ラ

ンドスケープと言うと、本日のパネリストの旭化成の中村

栄様も非常に有名な方ですけども、この旭化成さんのいわ

ゆる自社特許のポートフォリオを示したようなマップと

いうのが非常に有名なんじゃないかなと思います。もちろ

ん、こういったアウトプットを可視化だけではなくて、い

ろんな面でビジネスと事業等に活かすという意味で特許

情報、知財情報を活用できるかと思うんですけども、ちょ

っと歴史を紐解きますと IP ランドスケープというキーワ

ードが日本に登場したのは、2017 年 4 月の知財人材スキ

ル標準バージョン 2.0 という知財人材が持つべき戦略レ

ベルのスキルという形で定義をされたというところも皆

様ご承知のところかと思います。2021 年、もう 2 年前に

なりますけれども、特許庁の方で、経営戦略に資する知財

情報分析活用に関する調査研究という報告書を作成され

まして、そこにおいて特許庁の定義を定められております。

簡単に読み上げますと、経営戦略又は事業戦略の立案に際

し、①経営事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施し、

そして②その結果を経営者事業責任者と共有、双方向のや

りとりをすることと定義をされております。こちらの報告

書の中で実際のところも IP ランドスケープというところ

がどれだけ日本の企業において実施されてかというのを

各業界業種別にヒアリング、アンケートをとられておりま

パネルディスカッション 

「成功する IPL と失敗する IPL」 

野崎 篤志    株式会社イーパテント  

代表取締役社長／知財情報コンサルタント 

KIT 虎ノ門大学院 客員教授 

大阪工業大学院 客員教授 

 

モデレーター 

野崎 篤志 荒木 充 

パネリスト 

荒木 充    株式会社ブリヂストン 

知的財産部門 部門長 

中村 栄    旭化成株式会社 

知財インテリジェンス室  

シニアフェロー 

伏見 雅英    株式会社ミューラボ 代表取締役社長 

中村 栄 伏見 雅英 
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す。n 数が 1400 弱になっておりますけども、色々業界業

種ごとに差はありますが、全体平均とって 10%というこ

とで、これは 2 年前のもちろんアンケートでございますの

で、直近でいうともっと上がっているという可能性はある

んですけども、まだまだ知財情報、特許情報をはじめとし

たビジネス戦略策定の活用というところは、先が長いとこ

ろがあるんじゃないかなというふうに思います。 

 また、一方で、こちらも知財業界の方であれば非常に

注目されているトレンドかと思いますけれども、2021 年

6 月に CGC コーポレートガバナンス・コードが改訂をさ

れました。IP ランドスケープというところは当然戦略立

案というところにも役立つところがあると思うんですけ

ども、実は企業の方の取締役の管理・監督の対象としての

知的財産の投資及び投資家の方への知財投資の情報開示

が CGC に盛り込まれたというところで、IP ランドスケー

プというのはまた、一層に注目を浴びているところじゃな

いかなというふうに思います。この今ちょっと繰り返しに

なりますけども、知的財産の投資という文言が盛り込まれ

ましたのは、補充原則の 3-1③及び 4-2②というところに

ありまして、これは投資家向けへの情報開示・発信、及び

取締役の方の管理・監督の対象としての知的財産というと

ころになっておりまして、皆様の会社におかれましても経

営層の方、役員の方が非常に知的財産というところに注目

集まっているんじゃないかなというふうに考えておりま

す。 

本パネルディスカッションでございますけども、テーマ

としてはこの一応、3 つを考えております。タイトルに「成

功する IPL と失敗する IPL」とございますけれども、そも

そも成功とは何ぞやと、失敗とは何ぞや、というところ、

もちろんですね中村様、荒木様はじめ大企業だけじゃなく

て中小企業ベンチャーという形で、ミューラボの伏見様に

もご出演いただいておりますので、そこの定義の辺りとか

ですね。あとは成功するために今どのような取り組みをし

ているのか、失敗しない為にはどういうところに注意をし

たらいいのか、というところを色々と伺っていければとい

うふうに思います。また昨今、先ほど御紹介した CGC の

開示というところの流れで、計測、見える化するというと

ころの動きも注目されるかと思いますので、失敗成功を計

測する、言い換えると KPI について、各社の取り組み等

をトライアル的なところも含めて色々と伺っていければ

と思います。パネルディスカッションする上で、IPL と言

ってもですね、これは旭化成さんの中村様の資料もよく出

てきていまして、一昨年に特許庁の広報誌「とっきょ」の

方で掲載されているものになりますけども、旭化成さんに

おける IPL の 3 つの目的というものがございます。これ

は 1、事業を優位に導くため。これは既存事業というふう

に置きかえていいかなと思います。②新事業創出のため。

これは新規事業を考えるために知財情報、特許情報を活用

するという局面です。最後は事業判断のため。これはM&A

であるとかですね。そういったところになろうかと思いま

す。この 3 つをそれぞれごちゃごちゃに話すよりもです

ね、それぞれにおいて成功失敗というところまでさまざま

な定義、取り組みのし方があるのかなと思いますので、パ

ネルディスカッションにおいてはこの 3 つのところをあ

る程度念頭に置きながらディスカッションの方を進めて

いければというふうに思います。 

私の方があまり長くしゃべってもしょうがありません

ので、パネリストの方々からの自己紹介及び各社の取り組

みということで伏見様、中村様、荒木様の順番で自己紹介

および各社の取り組みの方をご紹介いただければと思い

ます。それでは、伏見様よろしくお願いします。 

 

伏見：はい、ありがとうございます。それでは、当社ミュ

ーラボの方での取り組み内容についてご説明していきた

いと思います。弊社まず最初の 2 ページで弊社の紹介。残

りの 3 ページで特許の取り組みについてご説明したいと

思います。弊社、まずは福島大学のベンチャー企業になり

ます。福島大学の高橋隆行教授が発明しました 2 つの機構

を商品化している企業になります。この 2 つの機構が生ま

れてきたキッカケなんですけれども、世界最軽量のロボッ

トハンドを目指す、それも 2006 年からの取り組みで、そ

れもさらに遠隔医療用のロボット、触診用ロボットに活用

しようと、ガタのある機構だとうまくその情報がとれない

ということで、まず立体カム機が生まれて左の写真のよう

なハンドを作りました。しかしながら、やはりまだまだ小

さくて精密に動く減速機が少なかったというところもあ

って、目標が達成できませんでした。そのようなこともあ

ってもう 1 つ、減速機も自分達で開発しました。当初この

2 つの機構をいろんな共同研究等で社会実装を目指した

んですが、なかなかうまくいきませんでした。そういうこ
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ともありまして、文科省のプロジェクトでベンチャーを作

ろうといった取り組みを経て会社設立に繋がりました。年

表で示しますと、2005 年から 2015 年、会社できるまでが

福島大学。その後、弊社で活動してきておりまして、何と

か 2019 年に商品を出すことができました。2021 年には

自社製品ができました。更に福島大学、もともと文系の大

学でして、ベンチャー支援する規定と何もなくですね。弊

社と一緒に作り上げてきていただいたこともありまして、

第 1 号のベンチャー企業と認定をいただいております。従

業員の方なんですけども、役員 6 名、従業員 6 名、12 名

の体制でやっております。目指す方向性は今後やっぱりロ

ボット 1 人 1 台の時代が来るだろうと、しかし小さくて

正確に動いてさらに力がしっかり出せる機構が少ない、そ

ういったところを我々が開発している機構で実装してい

くという目標を持っております。 

次のページからが私自身も含めて特許についてどうい

うことをやってきたかといったところを少しご説明して

おります。私自身ももともと企業で技術者としてスタート

しております。その頃は半導体製造装置の製造会社で製造

装置の担当をしておりましたが、その時はその限られた範

囲の中で特許を取ろうというような活動は定期的にやっ

ておりました。特許を出すことが 1 つの目標となっていま

した。その後、福島大学研究員として高橋教授といろいろ

一緒に事業化等を目指していく中で特許が生まれ、さらに

その後ですね、会社ができたといった繋がりになったんで

すけど、まず大学が出した特許このままで商品を販売して

も大丈夫か、他社の動向はどうなっているか、後ですね、

昨年度はさらにそれをもっとうまく活用していくために

はどうしたらいいかっていうことを活動してきておりま

す。まず商品は販売しても大丈夫か、他社の動向は？とい

ったところなんですけども、大体製品ができて、よし出そ

うといった中で、本当に他の企業さんの特許に引っかかる

ことはないだろうか、ただそういう調査もやはりお金がな

いベンチャーですので、なるべくそういった支援はないの

か調査をしたところ、INPIT さんの特許情報分析支援事

業を知りました。その中で分析していただいたところ、数

社我々と同じような特許が出ているということと、どの年

にどういう特許を出されているかという調査をしていた

だきました。この中では被るような特許がなくて製品を出

す上で問題ないという確認が取れました。さらに、自分た

ちでもうちょっと周辺特許を固めておこうと、2 件の特許

出願につながっております。昨年はさらに特許戦略の構築

に向けてということで、復興庁様のハンズオン支援を受け

ました。その中でパートナー企業の探索ですね、減速機事

業、どのような会社さんが参加されて、どういうような特

許があるのだろうか。あとは自分たちの商品を売っていく

上で、バリューチェーンの整理をしまして、どこは自分達

でやっていくべきか、さらには特許の引用事例の調べ等と

教えていただきまして、この辺を今まだまだ勉強の過程で

すけど、進めているといった企業になります。以上です。

ありがとうございます。 

 

野崎：はい、どうもありがとうございました。それでは続

きまして、旭化成の中村様よろしくお願いします。 

 

中村：どうも、皆さんこんにちは。旭化成の中村でござい

ます。簡単に自己紹介を含めて、私どもの IP ランドスケ

ープの取り組みをお話ししたいと思います。私自身はこの

知的財産の領域の中で、バックグラウンドは調査と解析で

ございます。自分の中で知財情報の戦略的活用というのを

命題として、いわばライフワークとしてずっと検討をして

まいりまして、まさにこの IP ランドスケープというのが

今そこに行き着いた一つの最適な形なのかなということ

で、いろいろ紆余曲折はありましたけれども、今一番やり

たいことにチャレンジできているのかなという風に思っ

ております。ご承知のように当社はいわゆる 3 領域経営を

やっておりまして、いわゆる素材を中心としたマテリアル

領域、それから住宅建材、あとヘルスケア領域でございま

す。この 3 つの領域は、全くビジネスモデルも違います。

こういった多岐に亘事業に貢献するために IP ランドスケ

ープをやっているんですね。ですから、非常に守備範囲が

広く、IP ランドスケープについても対応がまちまちです

ので、その辺が結構苦労しているところかなという風に思

っております。 

このスライドが、私どもにおける IP ランドスケープの

歴史を示しております。今の段階というのがこのスライド

でフェーズ 3 なんですね。もともとこのフェーズ 1 って

いう時代から我々はこういった情報の活用というのをや

っておりまして、これが大体 2000 年頃なんですよ。だか

ら 20 年以上前なんですね。先ほど申し上げたように、当
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社は事業領域がすごく広いものですから、各事業に即した

ローカルなデータベース、ストラテジックデータベースと

称しておりましたが、このデータベースを事業ごとに構築

する活動を行っておりました。具体的には、この事業ごと

の知財情報に技術分類や重要度といったタグ付けをして、

目的に応じてこのスライドにあるように、マップ化をした

りしておりました。この時は今の IP ランドスケープと違

って、いわゆる研究開発の方向性を決めるという目的で、

こういった知財情報の解析をやっていました。ただし、こ

れはちょっと残念ながら当時不発に終わってあんまり社

内で相手にしてもらえなくてですね。それからまさに時が

流れてですね。リーマンが終わって企業がちょっと元気が

出てきたと言った時に新事業創出とか、そういう言葉がち

らほら出てきた頃ですか、その頃にまさに事業に貢献する

ことを目的として、改めて今まで培ってきた解析技術を生

かそうということで、ここで上層部に打って出たわけです。 

この時にまず最初に手がけたのが冒頭に野崎さんに説

明頂いた 3 つの目的の中の現業貢献なんですね。我々はも

う圧倒的に現業を強くすると。だから、フェーズ 2 のマー

ケティング戦略の貢献ということで、既存の領域のところ

のお客さんをさらに A 社から B 社に増やしてく、C 社に

増やしていくといったようなところに、この知財情報解析

を使っていくというところで、これで社内に一気に広がっ

たんですね。足元の顧客を増やすっていうことで効果が見

えやすいと考えまして、結果社内に大きく IPL が広まり

ました。こういった活動を、私どもは元々知的財産部の中

でやっておりましたが、当社では知的財産部は研究開発本

部の傘下にございます。ただ今までのお話で、事業貢献と

か経営層に対しての経営戦略に貢献する、といった話にな

ってくると、研究開発本部の傘下ではどうなんだろうかと

いうことになりまして、2022 年の 4 月に経営企画担当役

員傘下、ここには経営企画部、事業企画を司っている組織

などとパラの形で知財インテリジェンス室という新たな

組織を発足しまして、まさにフレッシュな経営情報を入れ

ながら、新たな特にこれからの旭化成を牽引していくよう

な新事業を創出していくといったようなところに IP ラン

ドスケープを活用し、さらにその戦略そのものも我々の目

線から提案しながら経営層にぶつけていくというような

ステージ、これが今現在ですね。経営事業戦略への貢献と

いうことで、まさに今フェーズ 3 にあるというところでご

ざいます。皆様もご承知のように、我々製造業は、いろい

ろな課題が前に待ち受けております。特に SDGs、いわゆ

るカーボンニュートラルの問題とか、そういうものに貢献

するような新しい事業を起こしていかなければいけない。

ですから、冒頭の野崎さんの説明でいうと、2 つ目の目的、

新事業創出っていったようなところにさらに負荷をかけ

つつそこに IP ランドスケープを使っていくというように

ですね。我々の IP ランドスケープ活動も日々変わってき

ているということでございます。以上です。 

 

野崎：はい、ありがとうございました。それでは続きまし

て、ブリヂストンの荒木様、お願いします。 

 

荒木：はい。ブリヂストンの荒木でございます。私の方か

らは、今日のまさにタイトルにぴったりだと思うんですけ

ど、今まで失敗した IPL で今痛い目に遭ってきて、なんと

かこれまでサバイバルしてきてはいるんですけれども、そ

こら辺が一体どんなんだったのってご紹介しようかと思

います。 

私自身は生まれてからタイヤが大好きで、それでこの会

社入っているんですけれども、ブリヂストンという会社は

コテコテのタイヤ作り、タイヤ売りの会社でございまして、

そこはそこで今でもすごく大事にしています。図の右上の

ところですかね、ＡＢＣって積み木が乗っかっているよう

な絵を描かせていただいております。これスパイラルアッ

プの形になっておりまして、土台にあるＡのところが我々

のタイヤを作ってきたモノづくりのこれがベースになっ

て、そこからＢ、Ｃのモノからコトへ、ということになる

んです。まずＢのところはタイヤ中心に価値を作ってご提

供したい。Ｃになると、今度はタイヤだけじゃないモビリ

ティーという視野で、システム価値を作って社会に貢献で

きたらなっていうことです。即ち、あくまでもモノ作りを

ベースに置いて、それを活かしてＢ、Ｃのコトのソリュー

ション事業を展開していきたいというふうに考えている

わけです。そうした中で知財をやっていて、どんな課題が

出てくるのかをここで書いているんですけれども、モノづ

くりのところがやっぱりベースになるんです。私たちは

「秘伝のタレ」なんて言っていますけれども、私たちのコ

アになっている真の強みってのは何なのかっていうこと

です。これがやっぱり全ての根幹になっているなという思
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いがございます。次に、コトになってくると、今度はその

バリューチェーン全部が問題になってまいりますので、そ

ういうスコープを広げたところ、「深さと幅」が出てくる

と思うんですけど、そこでやはり知財をどういうふうにマ

インドセットして捉えるか。それから、今日どこの会社の

皆さんもそうだと思うんですけれども、オープンイノベー

ション、共に創るコラボレーションというところでの知財

の機能っていうのがすごく大きくなってくるなと思いま

す。これは大原則だと思うんですけども、競合も含めて「相

手先の知財を尊重しなければ、こちらも尊重されないよ」

というのは、よく身にしみて日常の仕事で感じております。

これまでの反省、気づきなんですけど、秘伝のタレになっ

ているものという、そういう知財が何なのかというのを意

識しないと薄っぺらな仕事になっちゃうんだなっていう

のが私の反省としてあります。マインドセットのところで

の相互尊重。これがあってのコラボレーションがまさにこ

れから日本産業界でも非常に重要になってくると思うん

ですけども、そういうところにこそ今日のお題の IPL で

使えるんだろうなと思っております。「深さと幅」でまず

捉えたいということと、捉えただけじゃなくて何がそれを

使って価値に変わっているの？というメカニズム、これが

分かれば、逆に設計できるはずです。こういうふうに知財

を組み合わせてやっていけば価値になるというのが見え

るようになってきたら、知財経営ということになるのかな

と考えています。そのためには、知財部門だけが旗を振っ

ていてもしょうがないんで、全体にどれだけ浸透するかと

いうことは非常に重要かなと思います。コラボレーション、

これからのオープンイノベーションでは知財安全圏とい

うふうに思うんですけど、これは実際に業務担当していて

本当に痛感します。やっぱり、相手をちゃんと尊重して、

我々のも尊重してもらうんですけど、そういう関係づくり

がやっぱりベースにないと思ったこと言えなくて、それぞ

れの強みが出てこない。安心して知財を出し合える安全圏

ができたら、お互いの強みを繋げられる。そういうのが知

財部門のこれからの新しいミッションになってくるよう

な気がいたしております。 

今日の本題の失敗する IPL、成功する IPL。IPL の背後

にリスクみたいのがあって、こんなに私たち失敗してきま

したみたいな話を致します。最初は、見えなかったものが

可視化できるんで嬉しいというか、楽しくなっちゃうんで

すよね。ところが、やっぱり落とし穴はあったなという風

に思い返します。1 番目。そんなつもりがなくても、無責

任な言いっぱなしになっちゃう恐れがあったということ

が反省点としてございます。なんでそんなことが起きるの

かというと、特に私の個人的な反省ですけれども、思い込

みバイアスがやっぱりあるんですね。きっとこうだよ、っ

ていう変な熱い思いみたいのが邪魔をすると言うか、それ

では別に IPL やる意味はほとんどなくて、ちゃんとやっ

ぱ客観的なデータと仮説を立ててやっていくっていうべ

きです。それと現場がちゃんと分かってないとやっぱポイ

ントを外しちゃうっていうのはあると思います。調べるべ

き対象の本質を外しているって、2 番目に書いてあるんで

すけど、よく最初の頃にやっちゃったのは手段を対象にし

ちゃうんですね。そうじゃなくて、価値を出す真の狙いっ

ていうのがあるわけで、そっちの方でやっぱりやらないと

検索式とか母集団とか間違えちゃうと思うんですよ。1 つ

の例でいうと、スタッドレスタイヤに関するようなものを

調べようと思うと、それは 1 つの手段に過ぎないんで、や

っぱ冬期路面の安全確保というそういう視点でやっぱ調

べて考えるってことがいるのかなというふうに思います。

それから、ここの 3 つ目が難しいんですけど、特許以外の

要因をどう考えるかということです。IPL だからやっぱり

特許情報を見るのが基本になるのはもちろんそうなんで

すけど、特許だけで価値が生まれているわけがないので、

その特許の周りにあるナレッジやノウハウも読んで仮説

を立てるっていうことがとても大事です。この辺はテクニ

カル面に続く課題かなと思います。 

こうした反省点から学べたことをご紹介すると、まず最

初はやっぱりよく見るっていうことだと思うんですね。真

の強みは何？ってこれをうちでは内向き IPL って言って

いるんですけど、本当にまずスコープを「深さと幅」の両

方を見なくちゃいけないだろうなと思うんです。特に何が

強みなのかっていうのをよく見る。次に潮流を見るっての

は外向き IPL になると思います。その業界での流れはど

うなっていて、自分達はどこにいるんだっけ、ということ

です。これは色んな見方があると思います。その辺が見え

てくるとはじめて仮説が立てられると思います。ここでは

3 つの問いを意識しておりまして、まずチャンス領域はど

こなの？が１つ目。すごく大事なのは 2 番目で、チャンス

領域でブルーオーシャンっぽいよ、というのは見えても、
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そこで自社の強みが本当に生きるのかどうか、自社の強み

活きなきゃ何の意味もないと思います。さらに三つ目はビ

ジネスの視点で考えなきゃいけない。どうやって稼ぎ出せ

るんだっけ？というのはあると思います。そして検証をや

っぱりちゃんと入れなくちゃいけない。無責任なことを言

っていたら信用を失っちゃいます。仮説を立てるっていう

以上は前提条件が幾つかあって、その前提をはっきりさせ

れば、その前提がもし変わってきてるんだったらそこを変

えて考え直せればいいわけです。また、本当に私の反省か

ら思いますけども絶対にあります。それから経営トップや

事業部の皆さんとのコミュニケーション、やっぱり突っ込

んでもらう必要があると思うんですね。だから本当に知財

経営になってくるときっと大変になるんだろうなと思う

んですけど、「そんなこと言ったってできねーだろ」とか

「嘘つけ！」とか言われて、「いやそうじゃないんですよ、

こういうことで言っているんですよ」ってちゃんとそれ切

り返せる力がやっぱ知財部門にはいるのかなということ

で、今も苦労して四苦八苦しながら IPL で戦っていると

いうことでございます。以上です。 

 

野崎：はい、どうもありがとうございました。それでは、

この後は成功と失敗というこのキーワード、タイトルにご

ざいますけども、そちらの方を切り口に色々とディスカッ

ションの方をしていきたいと思います。まず初めにやはり

中村さんに質問をさせていただかないといけないかなと

思っておるんですけども、20 年以上前からこう知財の情

報活用、特に特許の情報活用ってことでやっていると思う

んですけど、それが 2017 年の IP ランドスケープという

のが出て、2018 年 4 月に知財戦略室という、まあ知財イ

ンテリジェンス室の前身なる組織ができたと思います。そ

の 1998 年から 2017 年ぐらいまでの間、色んな取り組み

をしてきたかと思うんです。もちろん、その中には成功し

たものもあると思うんです。結構色々失敗と言いましょう

か、うまくいかなかったことあると思うんですけれども、

今振り返って、あの時ああすれば良かったなとか、こうい

うとこは成功したなとかっていうところを御開示できる

範囲で色々とうかがいたいんですけども、いかがでしょう

か。 

 

中村：今回事業戦略っていう話になっていますけども、当

時 2000 年頃はこれがいわゆる研究開発、R&D 戦略みた

いに見てもらったらいいと思うんですけれども。今回、解

析をして戦略を提案するといった流れを整理してみまし

た。ここで何がダメだったのかなっていうところをね、少

し紐解いてみたいなと思います。まず最初に失敗している

ところはこの最初の部分です。その戦略を司っているセク

ションがある訳ですよね、例えば、研究開発だったら研究

開発 R&D 部門だし、IP ランドスケープだったら事業部門

とかですよね。その戦略がですね、明確にビジョンが定ま

ってない。マップを見たらそこから戦略が見えてくると思

っている人が多くいるんですよ。戦略がないんですよね。

そこを私達も突っ込めない。それでそうすると、ここが定

まらないと IP ランドスケープで何を見たいかっていうの

が決められないんですよ。先程荒木さんも言われましたよ

ね。そこが総崩れすると大体失敗してしまいますよね。結

構そういう失敗例が初期の頃にはありました。何かマップ

作ってみてよと、そこからここが空いている部分のところ、

自分達がやるところをそれで決めるからって言われるん

ですよね。それはね NG なんです。基本的にはやはり戦略

があって、そこを検証する為に情報を使う、そこをブラッ

シュアップする為にやるという最初のポリシーが明確じ

ゃないと全てが上手く行かないっていうのが私の中で経

験的に感じ取っているところですね。後はこの次に解析に

入りますね。次は我々マターなのですが、そこでのよくあ

る失敗というのはとにかく調査に走っちゃうんです。先程

荒木さん言われたマップを作っていい気持ちになっちゃ

う。それで最初にマップを作るんですよ、一生懸命マップ

を作る。そこにね、仮説がないんですね。だからストーリ

ーが繋がらないです。私の中ではこういった IP ランドス

ケープを含めた解析っていうのはストーリーがあってマ

ップは後付けだと思っています。そこが 2 つ目です。最後、

荒木さんの先ほどのコメントに重なるんですけれども、出

てきた結果を見せて、事業部側が「そんなの知ってる」っ

て言うんですよ。そこでもう思考が止まっちゃう。知って

いるのは分かっているんですよ。それをいわゆる客観的に

見せて、それに対して我々は何か言ってほしいんです。い

や、そんなの違うよとか、判っているならそれを踏まえて

どう考えているのかとかね。だからそこの会話がその後の

会話に繋がらないと。大体その失敗のところの分かれ道は

今の 3 つになるかと思っています。 
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野崎：そうすると、1 番重要なのって上流の部分ですか。 

 

中村：戦略がはっきりしないってことですね。 

 

野崎：逆に言うと、今は戦略がはっきりしているので、あ

とは下流の方の知財のインテリジェンス室であるとか、知

財の分析のスタッフの方々の方の力量なりとかスキルが

問われていると、そういう理解でよろしいですか？ 

 

中村：そうですね。現在では、冒頭に申し上げたように現

業を強くするっていうよりは、我々の IP ランドスケープ

の目的が新事業創出の方にシフトしてきています。新事業

創出を推進しているところが R&D 発となっていますが、

そこがシーズ指向が強すぎるようにも感じています。ビジ

ネスにおける勝ち筋の検討に対して、ギャップがありすぎ

るのではということを感じています。 

 

野崎：なるほど。それは先程の IPL の 3 つの目的の中の

現業じゃなくて、真ん中の新事業創出のところならではの

悩みというか、課題が出てきた、という。 

 

中村：その通りですね。自分たちのシーズのところの強さ

に拘りすぎて周りが見えていないように感じております。

本当にこれでいいの？っていう気持ちになってない。 

 

野崎：なるほど。それで今のちょっとシーズドリブンとい

うキーワードで言うとちょっと流れ的に言うと、伏見さん

のとこはやっぱりシーズドリブンでベンチャーという形

で 2021 年に商品もローンチしたというとこなんですけど

も、そこのあたりの特許の情報をさきほど INPIT さんの、

現在は IP ランドスケープ支援事業と名称が変わっている

んですが、特許情報分析支援事業と当時はおっしゃったと

思うんです。何か逆にその特許情報とかってのは、恐らく

起業の時、今特許出願という観点で関与されていたと。た

だそのミューラボになられてから INPIT さんとか、いわ

ゆる公的機関の支援とか受けてやっているんですけども、

そのシーズ発でベンチャーを作られた時に特許情報って

実はもうちょっとこういうふうに早めに使っていればよ

かったとか、こういう風な使い方で良かったなとかってい

うその成功失敗みたいな観点で何かコメントとかありま

すでしょうか。 

 

伏見：そうですね。まず大学の特許がちゃんと問題なく製

品化できるかどうか。そこのポイントが一番大事で支援を

受けました。我々最初の頃はやはり特許取ろうという方が

強すぎて、実は出願はしたんですけど、取れなかった案件

もあります。やっぱりそれは先程の経営戦略の方も絡むん

ですけれども、どういうふうなところで取っておけばいい

のか、ポイントをやっぱりしっかり決めて打たないといけ

ないなっていうのはすごく支援事業も含めて経験した中

での勉強になったところですね。 

 

野崎：なるほど。ちなみに確認なんですけれども、従業員

の方が 12 名ということだったんですが、ミューラボさん

では知財担当の専任のスタッフはいらっしゃらなくて、社

長である伏見さんが全部こう経営戦略、技術戦略、知財の

方の面倒を見ているという、そういう理解でいいですか？ 

 

伏見：そうですね。ただ、1 人だとやっぱり突っ走っちゃ

うところもあるので、もう 1 人取締役に技術的に議論し合

える方がおりまして、この 2 人でほぼ決めて出していこう

というような動きをしております。 

 

野崎：また 2021 年の方でどちらかというとクリアランス

みたいな観点から、今度はバリューチェーン等も踏まえた

いわゆる事業戦略、ビジネス商品の展開みたいな形なので、

マーケティング戦略の方に特許情報の活用が変わってき

ているというそんな認識でよろしいですかね。 

 

伏見：そうですね。シーズから来たので、これで物はでき

たと。今度はやはりどういうふうにそれを社会に出してい

くか、いろいろ見方を変えてみないとうまく商品が当ては

まらない、出したけど売れない、そういったところが見え

てきまして、そこをちゃんと自分たちで整理できる手法を

勉強して、そういったところを意識して物を作っていこう

と考えております。 

 

野崎：なるほどありがとうございます。そしたら、ちょっ

とまた少し話戻ってしまうんですが、先程荒木さんのスラ
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イドの中で、中村さんもおっしゃっていたんですけれども、

仮説というキーワード。荒木さんの方のスライドの中にあ

りました偏った思い込みと仮説というのは結構不可分一

体といいましょうか、一枚岩で非常に難しいところかなと

思うんですけども、荒木さんの部門長としてのお立場での

仮説と思い込みのこう何か切り分けであるとか、その部下

の方、実際に分析する方に対して注意するアドバイスとか

というところの中、ご経験とかがあれば教えていただきた

いんですけども。 

 

荒木：鋭いところを突かれちゃって、さすがだなって感じ

ですけど。失敗の事例っぽいんですけど、ツールを使うと

今本当にすごいツールが良くなってきていて、ほんと助か

るなと思うんですけれども。いろんなツールがあって、可

視化できるんですけど、基本的にはその存在の分布は分か

る。こういうところにこういうものがあるんだ。数が多い

とか、どういう領域にあるってすごく重要な情報なんです

けど。それの価値は、見る人、業界によって違ってきちゃ

うところがまだ IPL でできてない、永遠のテーマなのか

もしれないですけども。その分布は分かるけど価値はまた

違うよね、っていうそこに仮説がいるっていうことだと思

うんですね。だから数がいっぱいあればレッドオーシャン

的にみんなこういうテーマでやっているんだな、その解決

手段はこうなんだなみたいに見えるわけですけど。ぽつん

と何かあってあんまり注目されないようなところかもし

れないけど、それはでも何かとんでもないポテンシャルが

ありそうだとか、ここは気をつけなきゃいけないみたいな

仮説をどれだけやっぱり立てられるか。それがその知財の

役割の大きいと思うんですけど、全体やっぱり知財の部門

は見られているので。その観点でやっぱりそれをちゃんと

提案をしていくのはいると思うんですけど、そこに思い込

みが入っちゃうっていう反省があってですね。それで、先

程の中村さんの話も通じることで、やっぱり事業部とのコ

ミュニケーションがそこにないとその思い込みとか偏り

がやっぱり修正できない。なので、そこでそのちゃんと事

業部の皆さんも IPL ってものを理解していただいて、そ

れで「いや、それ違うんじゃない？」っていう。特に経営

トップにそれを言ってもらうのはすごく大事なことだと

思うんですけど、そこら辺のやっぱり検証がちゃんと入る

べきなんじゃないのかなっていう反省があってですね。全

体を見られるというメリットはもちろんあるので、そこは

もちろん生かさなければいけないと思う一方で、やっぱり

ちゃんと事業部や経営トップの目で見る、そういう検証を

入れていただく、そういうコミュニケーションがやっぱり

すごくいる。となると、事業部や経営トップが IPL とはな

んぞやという、コミュニケーションできる土壌がないと難

しいんじゃないかなと思っています。 

 

野崎：ありがとうございます。ちょうど今、いわゆる個人

個人の方々の分析、いわゆる仮説を立てるところの大切さ

から、最後におっしゃっている組織みたいなところの観点

の話にちょっと移していこうと思うんですけれども、その

点でいうと恐らくやはり旭化成さんの 2018 年 4 月の知財

戦略室、もう完全に IPL専任組織として設立をしている、

そこにも専任部隊を張り付けたわけですよね。かつそれが

昨年の 4 月には知財インテリジェンス室ということで、

R&D の下ではなく、経営企画担当役員の方の下にそうい

うファンクションを持ってきたというのは、いわゆる他部

門とのコミュニケーション、事業部門とのコミュニケーシ

ョン、ないし経営層とのコミュニケーションというとこで、

結構悩めている視聴者の方とかもいらっしゃる方々が多

いんじゃないかと思うんですが、どのような形で他の部門

の方を巻き込んでいってうまく成功されているのか、って

いうところをちょっと秘訣であるとか、逆に苦労話とかあ

れば、ぜひ教えていただければと思うんですけど。 

 

中村：何か話をひっくり返しちゃうようで恐縮なんですけ

れども。私、この IP ランドスケープっていうのはね、理

想を言うとそもそも事業に携わる側の人間がやるのがベ

ストだと思っています。なぜならば、IPL はやっぱり戦略

と一体不可分にあるので。やっぱり戦略っていうのが明確

になっているっていうのがやっぱり必要な訳ですよね。た

だし、例えば IP 情報の解析とか、先程の仮説を立てて、

そこをどういう見せ方をして、その仮説を検証していくの

か、みたいなところは、知財の情報の見える化をわかって

いる専門部隊の方が早くできますよね。それから伏見さん

が言われたように、戦略を立てたら必ずその後知財の手当

てみたいなものが必要じゃないですか。やっぱり出願を補

強するとか。だからそういった意味では知財フィールドで

やるっていうのも 1 つの考え方なんですけれども、そうす
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るとやっぱり事業部の距離の遠さというようなところが

出てくるわけですよ。だからもうそれは一長一短で何とも

言えないんですけれどね。 

ということで、我々は今知財フィールドの方で本活動を

やっているわけです。ただそうなってきた時に当社の場合

は知財戦略室というのは、まさに知財側のところの部分を

加速するために、その専任組織を作ったっていうことなん

ですね。ただし、やっぱり事業部との連携は当時苦労しま

したよ。やはりセクショナリズムってあるし、お互いの立

場でやっぱりうまく会話ができないというようなことは

あって、相当苦労したと思います。今度は新たにできた知

財インテリジェンス室は、今度は情報の質を上げるために

組織されました。ですからより戦略的な情報が直でタイム

リーに入ってくるとか、例えば 1 例をあげると投資案件の

精査みたいのありますよね。そういうのが従来の知財部で

あれば、いわゆるデューデリジェンスの段階でしか情報が

落ちてこないんですね。やはり遅いんですよ。今ではもっ

と初期段階でこういう会社を買おうと思っているとかい

ったような情報が、普通に入ってきます。ですから、そこ

のところをできるだけ早目にロングリストの段階から情

報が出せるようにっていうのは今の組織でうまくいった

ということで、まあどこがいいかいうのはその時その時の

会社様の事情というのもありますしね。ただ、現在の旭化

成では、知財インテリジェンス室を作って、経営情報がで

きるだけ入ってくるというような環境にして、そこに知財

戦略室のメンバーの解析が長けている人間っていうのを

入れてやっていくのが最適だと判断したわけです。ただし、

将来的には例えばそういう事業を強化するっていう最初

の目的の部分っていうのは、ローテーションをしながら事

業本部の方に移していくとか、っていうようなことってい

うのをやっていく必要があるんじゃないかなというふう

に思っています。 

 

野崎：要はベストというよりも、その都度、その中でベス

トなところの位置づけであるとか、組織形態みたいなのを

模索していくということですね。その中村さんがおっしゃ

るには、やはり戦略というところに貢献するためには戦略

の情報に近いところに位置した方が現段階でよかろうと

いうようなご判断の知財インテリジェンスという位置付

けですか。 

 

中村：だと思っていますね。 

 

野崎：なるほど。私前から思うんですけど、IP というのは

知的財産なわけですが、どうしても特許中心の話かなと思

っていまして。その点で先ほど伏見さんの自己紹介のとこ

ろ、ギアとかそういうとこを作っていらっしゃって。そう

すると、当然会社でいうと会社名であるとかブランドであ

るとか、意匠とか商標とか、それは特許での調査分析とこ

ろを INPIT さんの支援事業とか含まれてやっているんで

すけれども、特許以外のところの知的財産というところで

の管理とか情報の活用とか、そういうことってどのような

形で意識されているのか、ちょっと少し IP のスコープを

広げて聞きたいとこあるんですけど、いかがでしょうか。 

 

伏見：そうですね。やはりブランドイメージをやっぱしっ

かり作りたいと思っています。ただやはり自分たちの技術

だけだと表現しにくいところをやはり意匠のところとか

ですね。そういった商標の形で自分たちが目指している精

密で力が強いような、そういうようなロゴとかをしっかり

とって商品展開につなげようと、そういうのはもうやはり

会社をつくる時点から取り組んできております。 

 

野崎：なるほど。そこのお話を伺った上で、ちょっと実は

中村さんの話とあわせて荒木さんに伺いたいんですけれ

ども。いわゆる知的財産といっても、CGC、内閣府の方で

も知財無形資産に関するガイドラインの検討会で委員を

されていると思います。その時において知的財産部門とい

うのは、基本的には特許、意匠、商標等が中心であると言

いつつも、やはり知的財産、特許とかですね、生み出すは

人であると。さっきのブランドという話もあったかと思う

んですが、そこら辺のところを含めて IP ランドスケープ

のような形で可視化していくというところで、もしも何か

こうトライアルしているようなところ、ないしはトライア

ルしたけどちょっと今のところこんな感じとか、うまくい

ってないとか、そういうのがあればぜひ教えていただけれ

ばと思うんです。 

 

荒木：ありがとうございます。そうですね、内向き IPL っ

てうちで言っているものなんですけど。やっぱり外を見る
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前に自分たちが一体どうなの？ということを可視化した

いということです。そうすると当然,特許だけじゃなくな

ってきます。私も開発とか品質保証とかやってきて、どう

いうところで価値が生まれているのかというのをそれな

りに見てきました。特許ってもちろん非常に重要だし権利

も強いわけです。実際に明細書を書けば大体皆さんもおわ

かりになると思うんですけど、全部は書かんですよね。そ

の大事なところっていうのが実は背景にあるわけです。だ

からその内向き IPL で気をつけているのは、その特許で

出しているところの背景が一体どうなってて、特にその秘

伝のタレってうちで言っている、代々大事にしてきたとこ

ろにやっぱりつながっている。そこから新しく価値が生ま

れてくるようにタレの使い方を変えてきているのもある

と思うんですね。なので、そこら辺の構造を実際に絵にし

ちゃってみているところはあります。特許で出しているの

はこれなんだけど、その周辺にどんなナレッジやノウハウ

があって、その最もベースになっている部分はこれだよね

っていう感じです。当社でいうとタイヤの接地している路

面との設置状況がどうなっているのってのはすごくファ

ンダメンタルなんですけど、これが非常に大きかったりし

ます。その路面が雪だったり氷だったり、時速 300 キロ出

してる時はどうなっているんだっけというのが分かって

て、そこら辺のメカニズムが分かっているということが、

結局は巡り巡って、それを使ってソリューション事業につ

なげている。だからタイヤの交換時期はいつにしたらいい

んだっけとか、こういうお客さんの使い方だったら、ここ

のところできっと問題が起きるからここで切り替えない

といけないよね、みたいのがその秘伝のタレになっている

ベースの技術のところに繋がってできています。そんな絵

にしていって話して、事業部さんとなるほどねと。技術面

でいうとそうなんですよね。あと幅もあって、幅の方がや

っぱりどこの会社さんも結構すごく強いものを持ってい

るんだけど、あんまり言ってないと思うんです。どういう

風に材料を仕入れて、それをどううまくモノ作りをしてい

て、どういう流通経路でやっていけば一番いいんだっけみ

たいのって大変なノウハウやナレッジが蓄積されていま

す。だけど、あんまり皆さん言わないんで、もっと日本の

モノづくり企業はそこら辺、実はちゃんとこういうシステ

ムがあるのよっていうのを威張ってもいいのかなみたい

な気もしています。 

 

野崎：いわゆる暗黙知的なところですね。 

 

荒木：そうですね。 

 

野崎：ちなみにちょっとすみません。私の方のスライドを

映していただければと思うんですけれども、今、先程荒木

さんの方から向き IPL と外向き IPL というキーワードが

出てきているかと思うんですが、こちら首相官邸の知的財

産戦略本部の中の検討会で、荒木さんが発表された資料で

す。左側が先ほどからおっしゃっている内向き IPL とい

うことで、社内のバリューチェーン全域に分布する知財を

可視化してる、ということで。 

 

荒木：ちょっと左側のやつですけど、このマトリックスに

なってますが、幅方向がバリューチェーンですね。まずも

ちろんどんなビジネスにしようかという企画があるわけ

ですけれども、それで材料があって設計をしてモノを作っ

ていうんで、最終的にお客様にサービス、価値を提供する

というこのバリューチェーンのそれぞれにエンジニアリ

ングチェーンがぶら下がっています。例えば開発のとこを

見ていただければベースになる、さっき申し上げたような、

接地がどうなっているだっけ、みたいなナレッジ、ノウハ

ウがあって、それから基礎設計を量産設計して評価もして

っていうようなすべてのところにこういうエンジニアリ

ングチェーンを上って、バリューチェーンの次のドメイン

に繋がっていきます。だからこういうマトリックスがあっ

て、これの全域に結構大事な知財があるっていう、それを

ちゃんと自分達でまず整理しようよ、どこが機能している

だっけっていうのが内向き IPL ってことですね。 

 

野崎：なるほど。ありがとうございます。なんかそこで中

村さんは先程とストラテジックデータベース（SDB）、あ

ともうローカルデータベース（LDB）、社内特許という観

点では整理されていると思うんですけど、いわゆる中で整

理されたからこそ IPL というのが来た時にいわゆるブー

ストをかけられたみたいなとこあると思うんですが、社内

での情報整理ないし社内の見えざる資産の可視化みたい

なところでの知的財産部門の役割みたいになったらどう

考えられていますでしょうか。 
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中村：そうですね。今、我々のところでやっているのは、

やはり無形資産。知財だけではなくて、人材ですね。我々

荒木さんのところもそうだと思うんですけれども、やっぱ

り技術を志向しているので、我々でいうとコア技術と言っ

ているところですね。3 領域ということで、当社はやっぱ

り非常にたくさんのコア技術、冒頭に野崎さんが星空マッ

プみたいなものを見せてもらって、あの 1 個 1 個の〇で

囲われた部分が当社のコア技術なんですね。その領域にま

さに専門家がいるわけです。それが人ですよね。それから

忘れちゃいけないのが、生産技術なんですよ。特許を出願

するような技術ではなくて、やっぱりそこをいかに形にし

ていくかっていう生産技術ってものすごく効いてくる。た

だ、そこをちょっと見える化するのってすごく難しいんで

すよね。なので今、とりあえず我々がやっているところは、

そのコア技術というところを、他社に対して勝ち得るもの

なのかというところの評価。実は当社のこのコア技術とい

うところ、その領域はこの 20 年間変わらないんですよ。

それってすごくないですか（笑）。20 年間その中で大きく

なってきたわけです。だけど、これからは本当にそれでい

いの？っていうところをですね、その 2030 年、2040 年に

向けてどういったコア技術を獲得すべきだというところ

を今、我々がインテリ室の方で検討しています。また、そ

こにどういう人が関わるかっていうところは別途その知

財情報を利用して人材リコメンドシステムっていうのを

作ったんですよ。それを例えばこういう技術っていうのを

何か新事業で何か打ち込むと、それに詳しい社内の人、専

門職、基本的には特許を出している人なんですよね。発明

者情報を活用しまして、その人が出した出願の特許の分類

の近しさを AI で判断し、お勧めの人がリストアップされ

ます。だからそのシステムも活用しながら、人材のところ

っていうのもコア技術に紐づけて、その資産として把握し

ていくっていう方に持っていきたいなという風に思って

います。 

 

野崎：なるほど。やっぱり特にお二人の話ですね、荒木さ

んという中村さんのお話をお聞きしていると、エジソンだ

ったと思うんですけど、有名な言葉で、たくさん失敗して

ますねと聞かれたら、いや、私はうまくいかない方法を発

見しただけだ、と。要はいろいろ取り組まれて、トライア

ンドエラーとか、知財インテリジェンス室でもっと新しい

取り組みをされていると。当然それは失敗というよりもい

ろんな取り組みをした、これはうまくいかなそうだな、な

のでこういう軌道修正しようっていういわゆる学習ルー

プが非常にグルグル回されているのかなっていうのは、お

話を伺っていて思った次第ですね。 

 

中村：ただほんと気をつけなきゃいけないのは、自分達が

最終的にどこに行くんだというところは絶対にブレちゃ

いけないと思います。そのために色々試してやってみよう

の失敗はオッケーだと思うんですね。 

 

野崎：ちなみにその失敗と成功っていう、ちょっと余りに

も一義的に決めることはできないというのは重々承知の

上なんですが、やはりそれを評価するというのが当然重要

で、失敗じゃあこれ次に、次の取り組みに移ろうという風

に移っていくと思うんですね。例えば、伏見さんのように

社長を兼ねられていて、いろいろ技術とか経営とか見られ

ているという方であれば、その知財と不可分一体な存在で

あるということで、いわゆる部下の方々といろいろディス

カッションできると思うんですが、当然中村さんとか荒木

さんのお立場であると、誰かが客観的に評価をしていく、

要はこの取り組みが良かったか悪かったかとかって、指標

的な話にもちょっと近づいていくかもしれないけれど、

KPI とか。その点で何か荒木さんの方で今現在取り組まれ

ていたりとか、ちょっとこういうふうにやったけど、ちょ

っとうまくいかなかったとかいう事例があれば教えてい

ただければと思うんですけども。 

 

荒木：そうですね。これは失敗だなっていうかしたくない

なって思っているのは、ＰＤＣＡが回らなかったのは一番

いけないだろうなと思っています。失敗なら失敗でちゃん

とＰＤＣＡを回せば失敗じゃなくなるはずですよね。さっ

きエジソンの話ですけどね。なんで響かなかったかなとか、

使えなかったなっていう、なんでかをやっぱりよく掘るん

だと思うんですよね。なので、ＫＰＩの話なのかもしれな

いけど、我々にとってのＫＰＩって事業部門、開発部門と

のコミュニケーションの数ですね。 

 

野崎：その知財部門としての KPI みたいな？ 
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荒木：そうですね。 

 

野崎：なるほど。 

 

荒木：それがだから最初の初期の頃の調査主体のステージ

だったら、次もお客さん来てくれるかどうかだと思うんで

すよ。この間の良かったよ、また頼むよって来てくれる。

それでこう信頼関係がだんだん深まっていくと思うんで

すけど、それを要因型ＫＰＩとはしていました。 

 

野崎：例えば、その後ろ側には先ほど中村さんが主張され

ているように、基本的には事業部の方の戦略実現のために

知財の情報とか特許の情報を使うってところがあるので、

事業部の方が成功した要因の前提としてのコミュニケー

ションというところがその貢献に役立つということで使

われているということなんですかね。 

 

荒木：そうですね。事業部の方々が何かあんまり効いてな

いよねって思ったらあんまり来なくなっちゃうしコミュ

ニケーションも途絶えちゃうのかもしれないですけど、そ

うじゃなくてその原因をちゃんと我々もよく見るべきだ

と思うんですけど、それがつながっていて信頼関係が深ま

っていくんだったら、それはそれで 1 つ成功なんじゃない

のかなと。 

 

野崎：今度中村さんに聞きたいんですが、先ほどの IPL の

目的 3 つ、現業、新規事業後、あと事業判断ってそれぞれ

社内のお客様が違うと思うんですよね。いわゆる現業の事

業部門の方と新規事業だったら新規事業開発部門の方と

か事業企画の方、経営判断、事業判断ですと経営層の方っ

てあるんですけど、そこに関しての KPI と言いませんけ

ど、うまくいくところでどう計測しているか、どう評価を

定めているかみたいなのがあれば教えていただきたいん

ですけども。 

 

中村：正直申し上げて、今この KPI についてはすごく悩

んでいます。まず最初に申し上げておきますが、IPL 何回

やったっていうのを設定するのは絶対に止めましょう。あ

くまでもこの IP ランドスケープというのを活用して、そ

れで立場が 2 つあると思います、評価の。1 つは、先ほど

荒木さんが言われた、その情報を受け取る方の側の事業部

門とか経営層の評価。それから私どもの方の自己評価とい

うのも必要だと思うんですよ。レベルを上げていくために

ね。だから、そこの双方から評価をしてもらって、なんか

点数をつけるとか、っていうようなことを検討していく必

要があるんですが、これがまたね、アンケートとかだと何

か適当にちゃちゃっと書いてね、っていうそういうレベル

のものではないかと思うんですよ。なので、その 1 つ 1 つ

がやった後に、その結果っていうのを例えばインタビュー

するとか、そういうようなちょっと丁寧なそういう評価っ

ていうので、いたずらに点数みたいなものではなかなか計

りにくいかなと思ってますね。ただ、そういうものはいる

と思う。 

 

野崎：あともう 1 つ、ちょっと恐らくですけれども、M&A

のような形で結構ある程度、買う買わない、投資する投資

しないとか出資する出資しないを含めての判断というの

は、ある程度結果がすごく分かりやすいと。一方で新規事

業の提案等は IPL 通じてやる時にそれが本当に成功する

かって結構長いスパン掛かると思うんですね。なのでやっ

ぱり評価のタイミングをどこで設定するか、振り返るかっ

ていうのは結構大きな問題かなと思うんですけれども、先

ほどおっしゃったのはどちらかというと、現業に近いとこ

ろのお話になるんですかね。。 

 

中村：いえいえ。例えば新事業でもすぐに事業は立ち上が

らないんですよ。だから開発におけるステージゲートみた

いなところの場で、次の投資、成功っていうのはそれがう

まくいくだけじゃないですよ。無駄な投資を防ぐという場

合があるから、それも成功なんです。だから、そういった

ところできちっと細やかに評価をしていくべきだと思っ

ています。 

 

野崎：なるほどなるほど。ちなみに伏見さんの方は、先程

おっしゃっていただいた通り、特許だけじゃなくて、当然

社長という立場でいろんな戦略、会社全体の戦略をご覧に

なっていると思うんですけれども、その中においてその指

標とか、Go、No Go する時に特許情報を活用されている

みたいな事例とかあったりされるんでしょうかね。特許の
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情報を見てから判断しようとかしないとか、こういうとこ

ろは気にしようとか、そういうのってあったりされるんで

すかね。経営的な判断、事業的な判断をする時なんですけ

ども。 

 

伏見：そうですね。まだ特許の情報を見て判断まではでき

てないかなと思いますけれども、やはり他社が取っている

ような特許を見て、我々もそういうような似たようなこと

を考えたり、そういったことをやっていこうという考え方

は持っております。 

 

野崎：なるほど。時間がそろそろ残り 20 分ぐらいになっ

てきたので、ちょっと私はですね、実はこれは荒木さん中

村さんにぜひ質問したいということがあったんですね。そ

れ何かというと、ブリヂストンさんしかり旭化成さんしか

り日本を代表する大企業ということで、IPL にも先進に取

り組んでいると。ミューラボさんはベンチャーということ

で、設立してようやく一昨年に商品ローンチというところ

で、もしもこの場に立っていらっしゃる IPL 先進的な取

り組みをされているお 2 方が、ベンチャー・スタートアッ

プなり中小企業に知財担当としてお 1 人で行くことにな

ったという時に、いわゆる今の企業のヒト、モノ、カネと

いうリソースがやはり足りないと思うんですね。その時に

どのような形で知財情報活用、IPL みたいな活動を始めら

れるかというところをちょっと伺っていこうと思うんで

すけど、まず荒木さんどうでしょうか。 

 

荒木：すごく難しい質問ですね。まず思うのは、私がその

スタートアップだとすると、自分たちの一番価値のあるも

のは何だろうというのを見つめることだと思うんです。そ

こは多分特許じゃないと思うんですよ。スタートアップさ

んの多くはあんまり特許も出てないって言うか、だから

IPL の特許分析ということになると、限界が当然出てくる

わけだけど、そんなＩＰＬやる以前にまず自分たちが本当

に差別化できているというか、その存在意義は何？ってい

うのはやっぱり見つめるでしょうね。だからもしかすると

それはアイデアじゃないのかもしれないなと思っていて、

アイデアというか、イノベーションじゃなくて、身も蓋も

ない話になっちゃうと、ガッツだったりするのかもしれな

い。俺達はこれをやろうという意気込みっていうか、気迫

じゃ誰にも負けないよ、みたいのがそれはそれで強みなん

だと思うので、そうなると IPL じゃなくなるかもしれな

いんだけど、ただその自信が出てくる背景がきっとあるは

ずで、そこら辺を何か知財的に掘っていくのかなと思いま

すね。 

 

野崎：すいません、ちょっと難しい質問で。中村さん、ど

うでしょうか。 

 

中村：難しいこと聞きますね（笑）。IP ランドスケープっ

て何ですかね？そもそもっていうところの話をしたいで

す。例えば伏見さんがね、今このビジネスを立ち上げて、

ある戦略をお持ちじゃないですか。その時にこのビジネス

がうまくいくかどうかっていう時に情報を取りたいと思

うじゃないですか。その情報の信頼性をきちっと信じるこ

とが私は一番だと思うんですよ。それって今世の中はちょ

っと IP ランドスケープに踊らされていますよ。私ね、こ

の本質って昔から変わらないと思うんです。自分の戦略を

確認するために情報を活用したい。その精度を確認したい

っていう気持ち。それは今も昔も変わらないんです。それ

をですね、よりその判断に資するために情報を見やすくし

たりとか、それから大量な情報を整理して、そのもっと広

げて自分たちの位置づけを明確にするために便利なツー

ルも出てきているし、というようなことで、ああいった IP

ランドスケープっていう話になってきているわけですね。

でも、それがなんか先になっちゃってないのかなという気

がしていて。 

 

野崎：手段と目的が。 

 

中村：そうそう。だから私はね、自分達の戦略をブラッシ

ュアップするために情報を信じたい、と。すごくクリアな

目で情報を活用したいという気持ちをお持ちになって、そ

こからじゃあそこを調査するっていうのは何でもいい訳

ですよ。別に特許だけを IPL っていうわけではなくて、ネ

ットで調べたって色々出てくるじゃないですか。だからそ

れをまずやる。もう少しある程度まとまったデータとか、

まさに特許情報でどういう見せ方をできるか。そこで外を

使ったらいいと思うんですよ。調査会社さんとか、それこ

そ今 INPIT さん、今回の主催である INPIT さんはこうい
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った支援事業をやられているわけですよね。その時に問題

になるのは、その支援事業の支援の仕方だと思います。ど

ういう見せ方をすると、この出した方の側がその自分達の

その気持ちっていうものの裏付けになるのかっていう、ま

さに支援する方の側の支援の仕方というのが次、問題にな

ってくのかなと。だから最初にまずやるべきことっていう

のはその調べたい気持ち。それからその情報を信じること

っていうのが私は 1 番だと思っています。 

 

野崎：なるほど。そういう点で言うとあれですね。今日は

ちょっとタイトルがね「成功する IPL と失敗する IPL」で

すけど、手段化すると失敗するのは間違いないということ

ですね。それは企業の組織の規模問わず、まず IPL って言

葉自体で手段化してしまうのはよくないということです

ね。 

 

中村：だからね、最後にこれだけ申し上げたいんですけど、

こういった IP ランドスケープ、先ほど 10%しかできてな

いって言っていたでしょう。皆さん 1 人とか 2 人でやっ

ている方が多いんですよ。そうなってきた時に、その人た

ちをどう支援していくのかっていうところを依頼する方

の立場、それから依頼されて支援する方の立場っていうの

で、どういうことが必要なのかっていうのを私はプロトタ

イプみたいなの作ったらどうかなと思うんですよ。それで

支援する方の側はこういう見せ方をすると、支援を頼んで

きた人に添えるよね、と。寄り添えるよね、っていったよ

うなものね。この辺はぜひ INPIT さんなんかにも相談を

したいなと思うんですけど、それをやるとぐっと裾野が広

がってくると思いますね。 

 

野崎：いわゆる定食メニューみたいな形で、まずはここか

らみたいな。そんな感じですかね。 

 

中村：そうですね。 

 

野崎：もちろん個別のニーズにはそれぞれ対応しなければ

いけないもののって事ですよね。 

 

中村：やっぱり、会話がなかなかかみ合わないと思うんで

すよ。 

 

野崎：なるほど。ちょっと質疑応答の方にも移っていこう

と思うんですが、会場にいらっしゃる方からもしもご質問

あれば受け付けたいと思います。多分挙手いただければマ

イク持ったスタッフの方が近くに行っていただけると思

います。もしもすぐに上がらなければ、オンラインの方の

ご質問をちょっと伺おうと思いますが、いかがでしょうか。 

 

会場質問 A：戦略マップを作ってらっしゃるとのお話です

が、そういったマップは各知財担当が 1 人 1 人作ってい

るんですか？それともなんかそういったソフトを使って

いるんですかね。 

 

中村：昔のやつですよね。フェーズ 1 の話ですよね。あの

マップはですね、元々そのローカルなその各事業領域、各

事業領域も非常に狭いんですよ単位がね。そういうような

知財情報を過去 20 年、要するに遡及調査と言われるその

20 年のデータと、その後は SDI でデータを付け足してい

るんですね。それを各領域のところが技術がわかる人たち

が技術の分類を色んな観点でつけて、それでそれ軸にして

マップをして、例えば課題と解決手段とかね、そういう

様々な、当時は 2 次元のマップだったんですけれども、そ

ういうものを作ってそういうのを例えば他社と比較しな

がら、この辺の領域がチャンスだよね、みたいなことに使

っていたんです。ただそのマップのところは私どももさっ

き言ったような仮説ストーリーっていうのはなく、ひたす

らその自分達のその情報を利用してマップを作って、みた

いなことをやっていたので、失敗したんです。失敗する

IPL でね。ただし今でもその SDB っていうのは、自分達

の土俵で分類をつけるので、他社の特許に先程の伏見さん

が言われたような障害特許が出てくるってことはあるじ

ゃないですか。そういうもののまさに自分たちの事業を守

るっていう意味でのデータベースとしては、今でも継続し

て活用しています。という、お答えになっていますかね。

これは各部署でやっているっていう。市販のツールを使っ

て。 

 

会場質問 A：市販のツールを使う。分かりました。ありが

とうございました。 
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野崎：じゃあその後ろの方に。 

 

会場質問 B：ご講演ありがとうございます。質問 2 点ござ

います。1 つ目は先程特許情報じゃなくてもいいよねって

いうお話があったんですけども、仮に IPL やらなかった

ら今 IPL とかの最先端を行っている会社さんの中でどん

な悪影響があるのかっていうのが教えてほしいところと、

あと 2 点目はまあマネジメントする側としてなかなか未

来のことに向けてやっていきますと言うと成果が出てき

ませんと。部下のモチベーションが、ありがとうとは言わ

れるけど、そこから先、それで終わりみたいなことがやっ

ぱりある時に、どう部下のモチベーションを上げていった

らいいのかなという、すいません。ちょっと今日の本題と

は違いますけど、その 2 点をお伺いできたらなと思いま

す。 

 

中村：前半の質問は私どもですね。IP っていうのは私は

かなり限定された情報だと思っています。どちらかという

と、その各社が技術的な側面でのやっぱり強さとかね。そ

ういうものを見るということで。ですから、例えば何か新

しいことを何かやっていくといった時に、まず世の中がそ

ういうものに対してどうなっているかみたいなものを特

許で調べるじゃないですか。それ以外にも例えば一般情報

でここが最近こういうことを始めたとかプレスリリース

みたいなものはあるわけじゃないですか。そういうものを

幅広く調べなきゃいけないっていうことを言っているん

です。だから特許というのは、やっぱりその中で、あくま

でも自分たちのシーズ思考というんですかね。その辺のと

ころを特許で出していくわけですから、やっぱり世の中の

動きとか、こういうことが今、世の中で求められているみ

たいなものは、一般情報を組み合わせてやっていく必要が

あるということだと思っています。だから、絶対両方やら

ないといけないと思っています。知財だけではあり得ない

と思います。というのが前半の答えです。 

 

野崎：はい。じゃあ、後半の方の部下のモチベーションの

保ち方。 

 

荒木：モチベーションは IPL に限らない大きい御質問だ

と思うんですよね。安全圏がまずあることなのかなと思っ

ています。もう 1 つは、やっぱりそれが投資対効果がちゃ

んとあるんだっけっていうマネジメントの視点。この両方

あると思うんですけど。安全圏というのは、やっぱりこん

なことをやってみたいんだなって、やってみたいっていう

のを否定しないで、やっぱり言えるっていうそういう空気、

風土というのがないとどんな組織でもそうだと思うんで

す。ただ一方、何でもかんでも言やいいの？っていうとそ

うじゃなくて、そうすると、今度マネージャー側の責任だ

と思うんですけれども、それはちゃんと投資対効果とか狙

いとか役に立つんだっけ、大きく言えば社会に貢献するこ

となんだっけ、っていうそこの見識がちゃんとなきゃいけ

ないと思うんで、そのバランス。ある程度の緊張感はいる

と思うんですよね。その一方でちゃんと言っても大丈夫だ

よ、言ってみようっていう気になる安全圏づくり、そうい

う風土。そんなバランスが私としては気をつけているとこ

ろにはなります。 

 

野崎：はい。大丈夫でしょうか。 

 

会場質問 B：ありがとうございます。ちょっと 1 点目の方

は、こう IPL とか言うのをやろうとする時にやっぱり情

報を持っているのが事業部の方が圧倒的に多いよねとい

う中で、知財っていうちょっと特殊なところでいくと、情

報量の差で見たら圧倒的に多い方の人の知見っていう仮

説の方が正しいよなとか思いながら、その時に本当にやる

意味あるのかなって思いながらちょっとやっているもん

で質問させていただいた次第です。ありがとうございまし

た。 

 

野崎：はい、ありがとうございます。そうですね、残り 5

分なんで、じゃあちょっとすみません手短に。前の方です

ね。オンラインの方、たくさんいただいていますけども、

ちょっと時間の都合上、これで最後にさせていただきます。 

 

会場質問 C：私の最近の悩みとしては、出資先の選定とい

うのが非常に悩んでるところがありまして、当然出資なん

でギャンブル的な要素もあるとは思うんですが、そこに出

していく情報っていうとこで、特に中村様にお伺いしたい

んですけども、旭化成さん、特に CVC やられてるところ

もあるとは思うんですが、やっぱりその競合の動きとか、
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自社の弱みっていうのは提示はするんですけども、さっき

ちょっとおっしゃっていましたけど、開発の方で今こうい

う近いテーマをやってますみたいな話を言われることが

あって、よく潰されそうになるんですけど。いやいやそれ

多分もう全然遅いよねっていうのはある時にどういった

仕掛けが一番有効なのかなと。正直、開発も嫌われたくは

ないので難しいところなんですけど。 

 

中村：嫌われるのを恐れてはいけませんよね。何でしょう

ね。今のような話で、投資先の選定というところで、やは

り開発の方が開発の方で自分達のこういうものを推して

来られるわけですよね。でも、やっぱりこれは会社様によ

ると思います。ただ、やっぱり開発の方は、自分達の技術

にプライドを持っておられるので、やっぱり視野が狭くな

りがちなんですよ。だからそこを否定しろとは言わないん

ですけど、できるだけ全体像を見せてですね。本当にこう

いう自分達じゃない、ここのところに勝てるの？というと

ころを問うていくというのは必要だと思います。 

 

会場質問 C：分かりました。ありがとうございます。特に

やっぱり、さっき売れる売れないか、勝てるのかっていう

話があったと思うんですけど。 

 

中村：だって趣味でやっているわけじゃないんですよ。や

はり営利企業ですからね。 

 

会場質問 C：そうですよね。 

 

中村：やっぱり最後、やっぱり事業として成功しなきゃい

けなくて、そこは冷静な話。ただし、いろいろ軋轢はやっ

ぱりあると思いますよ。でも、やはりそこは恐れてはいけ

ない。忖度してはいけないと思います。 

 

会場質問 C：わかりました。ありがとうございます。 

 

野崎：はい、ありがとうございます。という訳で、残りも

数分になってきたので、このセッションの方をまとめの方

に入っていきたいと思います。最後にちょっとパネリスト

の方々からですね、一言ずつちょっといただければと思う

んですが。まず今回は伏見さんの方から、いただけますで

しょうか。 

 

伏見：はい。このような場に参加するのは初めてでしたし、

旭化成様、ブリヂストン様の特許知財の代表される方とい

ろいろお話を伺った中で、勉強まだまだだなと。そこを活

かして今後伸びていきたいと思っています。ありがとうご

ざいます。 

 

野崎：はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて

中村さんお願いします。 

 

中村：ありがとうございます。今日はこのような貴重な機

会をいただきまして、非常に楽しかったです。やはりこの

日本の企業が 10%しか IPランドスケープをできていない

というところをやっぱり重く捉えたいと思っています。や

はり私はやはりこういう情報の活用を信じているもので

すから、やっぱりこの IP ランドスケープということをや

っていくことによって、その必ず事業に貢献できる、新事

業の創出に貢献できると信じていますので、ぜひそこをね、

10%を 50%、70%に上げていく、日本の国力を上げていく

というところをぜひ皆さんで考えていって頂きたいかな

というふうに思っておりますので、今回の関係者の皆様方、

ぜひ今後も議論させてください。今日はありがとうござい

ました。 

 

野崎：ありがとうございます。はい、じゃあ荒木さんよろ

しくお願いします。 

 

荒木：今中村さんもおっしゃったけど、日本産業界の強み

になるものが IPL なんだろうなという期待がすごくあっ

て。これを使わない手はないよなっていう思いはあります。

その一方で、私の反省から言うんですけど、まずいやり方

をしちゃってスポイルしちゃう。さっき中村さんもおっし

ゃっていたけど、踊っているだけじゃダメで、一過性のブ

ームの飛び道具ということではなくて、やっぱ我々の産業

を支える 1 つの重要なコンセプトツールに育っていった

らいいなと思うので、だから失敗を重ねながらもそれで諦

めない。ＰＤＣＡを回していけばいいのかなっていうのが

私自身を慰めていることになります。 
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野崎：はい、ありがとうございました。と言うわけで、成

功する IPL と失敗する IPL ということで、成功失敗とい

うのは、いろいろな見方、捉え方、時系列のタイムスパン

とかあろうかというのと、やはりちょっと感じたのは、恐

らく今の PDCA とおっしゃっていたんですけど、PD で

止まると要はそのままで終わっちゃいまして、最終的に成

功にたどり着かないと。なので、やはり失敗を恐れずにで

すね、こうダメなやり方を何とか発見して、さらにその次

に生かしていくというのが 1 つ重要なポイントと、あとは

中村さんのいただいたキーワードで、やっぱり手段化する

IPL というのは確実に失敗するということで、ちゃんとこ

う事業戦略等の実現が IPL の最終目的であると、そこが

成功する事が目的であると、いうところだけは共通の認識

としてまとめられたんじゃないかなというふうに思いま

す。 
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岩谷：みなさん、こんにちは。工業所有権情報・研修館、

インピット知財活用支援センター長の岩谷と申します。今

回このフォーラムの最後のプログラムとなります。みなさ

んお疲れとは思いますが、最後までお付き合いいただけれ

ばと思います。このパネルでは、特にテック系のスタート

アップベンチャーというところに焦点を当てて、お話を聞

いていこうと思います。今回、向かって皆様の方から左側

からサイフューズ社の三條様。Spiber 社の関山様。マイク

ロ波化学社から吉野様、以上御 3 名の方にご参加いただい

ております。いずれの会社も、日本を代表するテック系ベ

ンチャーで、皆さんも名前は十分承知かと思いますので、

早速発表に移らせていただこうと思います。また、このパ

ネルに関しては、各社とも企業の成長ステージが少しアー

リー気味なところからエクスパンションまで少し違いま

すが、それぞれのお立場から特許の重要性はスタートアッ

プにとって欠かせないテーマになってくると思いますの

で、パートナーとの関係、資金調達、あるいは海外展開に

向けたところをお話しいただこうと思っております。そう

しましたら最初に、三條様から発表をお願いいたします。 

 

三條：はい、承知いたしました。サイフューズ社取締役

CFO の三條でございます。本日は貴重な機会をいただき

ましてありがとうございます。早速ですが、我々サイフュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーズというスタートアップの取り組みと今後について簡

潔にお話をさせていただきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。我々サイフューズという会社は、

2010 年の創業、今年で 13 年目の会社になります。昨年末

12 月の 1 日に東証グロースの方に上場したというところ

で、おかげさまで 13 年上場するところまで来まして、こ

のあと具体的には我々が今ものづくりとして取り組んで

いる、再生医療の分野で世界初の製品を世に出すという次

のミッションに向かって進んでいくという、そういったス

テータスにあります。 

画面に表示しているのは、我々の Our Mission と書いて

あります、コーポレートのビジョンになります。我々は、

材料、細胞、体の中にある、我々全員が持っている体の中

の細胞のみを材料にして、医療や、薬の開発というような

ところに役立てることを目指して、進めてきたスタートア

ップになります。会社としては、東京大学や九州大学とい

ったような大学発のベンチャーという分類になり、大学か

らの支援を受けながら、5 年、10 年というところでシーズ

から大事に育ててきた技術を、製品化に向かって、臨床と

いう実用化の手前の段階で、人に移植をするということを

行っているというステージになる、総名でもまだ 22 名と

いうベンチャー企業になります。 

我々しか持っていない技術と我々しか持っていない装

パネルディスカッション 

「世界に羽ばたくスタートアップ！成長に伴う知財戦略の軌跡」 

岩谷 一臣    独立行政法人工業所有権情報・研修館 

知財活用支援センター長 

 

モデレーター パネリスト 

三條 真弘    株式会社サイフューズ 

取締役 CFO 経営管理部長 

 関山 和秀    Spiber 株式会社 

取締役兼代表執行役 

吉野 巌    マイクロ波化学株式会社 

代表取締役社長 

岩谷 一臣 三條 真弘 関山 和秀   吉野 巌 
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置で、我々しか作れない製品を作って世に出すというミッ

ションにどのように取り組んでいるかというところにな

りますけれども、体の中にある数 100 兆個と言われる細

胞のみを材料に、これを人の手ではなく、ユニークな 3D

プリンター、細胞版の 3D プリンターと呼ばれるものを使

って、機械が立体的な組織や臓器を体の外で作ります。そ

れをまた体の中に移植という医療行為を介してお戻しを

します。 

分野としては、再生医療や創薬といった部分で医療用品

として役立てていただくものを作っている会社になりま

す。どちらかというと先端的な医療の分野になるので、再

生医療という領域や、実際に我々が製品と申し上げたいの

は、再生医療等製品といったものが一体どういうものなの

か、というところをご説明させていただきます。 

材料自体を加工してということですが、その材料となる

ものが人の組織や臓器といったものの元になる細胞です。

これは体の中に液状に存在しています。これを材料として、

これを大量に増やします。増やしたものを 3D のように立

体化させて、実際の体の中の臓器や組織のようなものを作

りますというところですが、液状のものをなかなか固形の

立体化すると、XYA で言うと Z 軸のような形で立体化す

るというのは非常に難しいです。この部分について唯一、

我々がこの後にご説明するようなプラットフォームと呼

ばれるような技術を持って実現化したというところが、

我々の研究開発のスタートになります。 

全体像ですけれども、再生医療等製品は厚生労働省の承

認を取得して、実際に医療機関で主治医の方から患者様に

処方していただくという部類のものになります。これにつ

いては、実際に今まで再生医療という言葉をお聞きになっ

たことがある方はいらっしゃると思いますけれども、実は

まだ国内で厚生労働省の承認を取得して、実際に製品とし

て販売・提供されているものは、実はまだ 17 品目しかな

いという現状がございます。さっき申し上げたような、液

状の細胞を加工したものを注射のようにして、体に投与す

るような薬に近いもの。それから、パッチのようにして細

胞を敷き詰めたようなものというものをパッチのように

して貼付するといったものは、今まで 17 品目ございます

というところです。これに対して先程申し上げたような、

これを立体化させて再生臓器という形で臓器そのものと

して移植するというものは、まだこれからの分野になりま

す。まだ市場にない立体的な組織臓器を、我々は 3D 細胞

製品と呼んでいますけれども、これを厚労省の承認を取っ

て、市場に出すというところを目指しているというところ

になります。 

少しだけ、知財に関係するプラットフォーム技術のご説

明を差し上げます。液状の細胞を、数万個、数十万個とい

うところを採取しまして、それを増やします。1 つ 1 つの

単位としてはスフェロイドと呼ばれるステップ２のとこ

ろに書いてありますけれども、お団子状のように数万個の

細胞が集まってできたスフェロイドを、剣山状のところに

積み上げていきます。レゴのブロックを積み上げていくよ

うなイメージでしょうか。これを 3D プリンターの中でロ

ボットが、こういった臓器、こういった形のものを作ると

いったプログラムに従って自動的に積んでいきます。

（我々は「積層」と呼んでいます。） 

今話していても SF のようなお話ではあるのですが、団

子を作って、自動的に積んでいって、そこが立体化されて、

実際の神経や血管のようなものになります。ただ、健常の

方で、自分の血管や神経を見たことがあるという方はいら

っしゃらないので、これは実物ですと言っても、だいたい

このようなリアクションになるというところが多くござ

います。こういったものを作るという部分については、

我々のみが持っている技術、我々のみが持っている装置に

なりますというところです。今までどうしてこういったこ

とは可能にならなかったのかというところが、我々のプラ

ットフォームの強みになる部分になりますけれども、基本

的には、液状固形にするといったもの、あるいは立体、大

型化するといったところは、何らかの人工材料を混ぜると

いうことを介してやってくることが多かったです。これに

対して我々は、一切人工材料を使わずに、体の中と全く同

じ状態（体の中の組織や臓器や細胞だけでできている）で、

それと同じことをプリンターの中で再現するという技術

になりますというところです。このようにすることによっ

て、技術的には、剣山状のようなところに先程のようなお

団子を積み上げるといった仕組みを用いることによって、

実際に体の中で組織や臓器が、酸素や栄養分を取り入れる

のと同じような状態を作ることができるといったことが、

我々の研究開発で分かったというところになるので、その

技術をプリンターの方に投入しているという仕組みがあ

ります。 
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実際にどんな臓器を作っているのかというところで、

我々の主要な開発品ということで 3 つお示しをしていま

す。指先のような末梢神経と呼ばれるものを断裂してしま

った方向けの再生をするような神経の再生。透析用の患者

様のためにボロボロになってしまった血管は、残念ながら、

今シリコンのチューブを入れ替えるしか手段がなかなか

ない、難しいと言われています。こういったところに実際

の健常な血管を再生させる。あるいは軟骨のように血流が

なく、一般的には再生をしないと言われているようなもの

を再生させるような骨軟骨の再生。こういったものを先ほ

どの細胞だけを材料に作っているといったものになりま

す。実際に実用化に向けてだと、今どのくらいのステータ

スにあるのかというところを矢印にしてお示しをしてお

ります。実際は、先程の申請や承認といったものを厚労省

から獲得して、実際に患者様にご提供というところまでは、

あと 3 年から 4 年のところで目指しているというところ

になります。そこに向かって、重要な開発パートナー、こ

れは当然のことながら医療機関になります。京都大学や九

州大学といった国立大学の医師、医療機関と共にこういっ

た開発行為を行っているということになります。 

今までは再生医療の話を中心にお話をしていましたが、

企業ですので、再生医療以外に、今の技術や今の装置を使

ったアイデアというのを事業として展開をしています。領

域としては、創薬、薬の開発向けの移植臓器ではないです

が、組織あるいは組織片となるようなサイズのものを提供

するといったもの。それから先ほどプリンターやロボット

の話をしましたけれども、実際にそのプリンターやロボッ

ト自体も我々が独自に開発した製品ですので、実際に販売

をしており、そのようなビジネスを行っています。少しだ

け魅力的な世界なので、紹介いたします。先程の移植医療

以外に、研究に用いるような小さいつぶつぶのミニ肝臓と

言われるものです。実際にヒトの肝臓が持っている薬物の

毒性を代謝するような機能を持っているようなものを作

ったり、腸の内側のヒダヒダが持っているもの、腸内フロ

ーラやアレルギーの研究をされているような食品や化粧

品といった業界の方が開発でお使いになるような、腸内の

環境を再現したようなものも、実際に先程のプリンターを

使って作ることができます。 

こういったものを提供するという領域でも展開をして

います。プリンター自体も、研究用のものから、将来的に

は先程の移植臓器を製造するようなものまでとで色々な

ラインナップを揃えているというところです。22 名と申

し上げた我々の小さい会社ですけれども、研究者、それか

らエンジニアと呼ばれる技術者についても、我々の中に内

製化して両方いることが、会社としての強みになるという

ところでございます。 

ただ、その人数ですので、全てを我々自身がやり切るこ

とはなかなか難しいというところで、我々は今メインで持

っているプラットフォーム技術といったコアの部分につ

いてフォーカスをする、と。それ以外のところはパートナ

ーシップ戦略のもとで、技術や研究、装置、設備をお持ち

の会社様とパートナーシップを組んで、最終的に患者様に

お届けをするというビッグゴールを達成するために、最短

の道を狙うということで様々な技術を企業と提携や協業

するという戦略で進めてきております。 

収益の構造として、先程の特許・知財に関連してという

ことですから、我々が先ほどご説明した部分の知財権につ

いては、全てグローバルに独占的に持っております。そう

いった意味でアカデミアのつながりや、それから実際に協

業していくパートナー企業との間での知財権周りのとこ

ろの仕切りというところも、うまく調整をしながらお互い

の技術、シナジーを最大化して製品化、サービス化に役立

てていくということを進めています。そのような我々の取

り組みということになります。 

現在ステップとしてはですね、ちょうど 2 から 3 のと

ころだと思います。大きな目標に向かって、まだない市場、

まだない製品・サービスなので、いろんな企業様、いろん

なアカデミアのパートナーと取り組んでいくところから、

先ほど申し上げたような 3 年 5 年以内の承認といった製

品サービスの上市といったものを目指して、その先には当

然こういった日本独自の取り組みになると思います。日本

発の製品を世界に出していきたい。日本発の製品で、世界

初の製品を作るというところを目指しています。その先に

は、まだない市場を、製品サービスの投入によって牽引を

していきたいと考えているので、こういった成長市場への

挑戦ということを我々は掲げていることになります。以上

が我々の説明になります。 

 

岩谷：はい、ありがとうございました。3D プリンターと

細胞で臓器ができるというお話を聞いているだけでも、今
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後スケールする重要技術だろうなと思わせるものだった

かと思います。スライドの中でパートナーの多様性、多さ。

それからちらっと IPO の話もありました。その辺りのお

話を後ほど、また深堀していきたいと思います。 

そうしましたら、次に Spiber の関山様。オンライン参

加ですが、お願いいたします。 

 

関山：はい、よろしくお願いいたします。Spiber 関山と申

します。今日は貴重な機会をありがとうございます。まず

簡単に、Spiber の会社のご紹介をさせていただきたいと思

います。サイフューズさんが設立から 13 年というお話で

したが、我々は今 15 年経ってしまって、スタートアップ

と言いつつ、設立からかなり時間が経っています。会社の

特徴としては、非常にミッションドリブンな会社です。ち

ょっとどんな歴史かというところ遡らせていただくと、今

わたくし山形県の鶴岡市から今オンラインで参加させて

いただいており、鶴岡サイエンスパークというところに拠

点を構えております。この理由ですけれども、もともと慶

応義塾大学の先端生命科学研究所という研究所が 2001 年

に設立をされまして、私はこの研究室に高校生のときから

本当に入りたくて、この研究所ができた年に大学に進学を

して、そこからもう研究室に入れていただいて、足掛けで

20 年くらいバイオサイエンスの研究に携わっています。 

今 Spiber で行っている研究開発は、私ともう 1 人の創

業者である菅原が、2 人で大学時代（2004 年）に始めた研

究がきっかけとなっています。学部生修士博士と研究を続

けて、学生時代で 3 件の特許出願はしていまして、そうい

ったものをベースに 2007 年の博士に進学して 1 年目に 3

名で会社を作りました。今は 300 名くらいになっていま

す。私達の本社研究棟と言うか、一番大きな拠点が鶴岡に

ございまして、パイロットのプラントといったものも全部

鶴岡にあります。 

2007 年から 2015 年ぐらいは、本当に基礎研究という

感じで、企業様と共同研究費や競争的資金をいただきなが

ら研究を進めてという感じで、とにかく知財を蓄積するみ

たいなことをずっとやってきました。そして 2015 年から

2018 年ぐらいのぐらいのフェーズからようやくパイロッ

トスケールのプラントや、製造試験を始められるようにな

り、2018 年くらいからようやくコマーシャルのプロジェ

クトがスタートし始めました。そして、去年、タイに量産

工場が完成をしまして、商業生産が 7 月ぐらいから開始

し、ようやく生産が始まってきたというところで、さらに

その次のステップとして今タイに作っているプラントの

10 倍ぐらいの規模のプラントを米国に作ろうということ

でプロジェクトを進めているという、そんな感じですね。

営業拠点では、去年パリにも支社を作りましたので、今は

山形県の鶴岡とタイのライオーンとアメリカのアイオワ

とパリに拠点がございます。 

私達がどんな研究開発をしているのかですが、お時間も

限られているので簡単な御説明になってしまうのですけ

れども、タンパク質を素材として使いこなそう、というよ

うな研究開発をずっとやって参りました。この 100 年間

くらいは、使って捨てるみたいなリニアエコノミー、石油

化学の時代だった訳だと思いますが、次の 100 年間はこ

れがサーキュラーエコノミーで、そのコアになってくるも

のは、やはりバイオものづくり、バイオマニュファクチャ

リングだと、私たちは考えております。こういった時代へ

の転換を牽引するような。このバイオものづくりの核とな

るような技術として、タンパク質を使いこなすことは非常

に重要になってくると私達は考えておりまして、その為の

基盤技術だったりとか、インフラの整備だったり、そうい

ったところに自分達が担えたらいいなということで、研究

開発を進めてきています。 

その背景ですけれども、例えば年間で大体 1,000 億トン

ぐらいの素材を今人類が使っていると言われているので

すけれども、そのうちの 90%は循環されていない、要は

廃棄されてしまっています。かつ、アパレル産業ですね。

今私達がちょっと力を入れて取り組んでいるところです

けれども、ここはその中でもさらにリサイクルが難しいと

いうか、循環性が低い産業だと言われていまして、大体

97%の素材がバージン原料から作られています。実際この

クローズドに循環してリサイクルされているような繊維

は全体の 1%未満なのですが、なぜ衣料品というのは非常

にリサイクルが難しいかと申し上げますと、例えば複数の

ナイロンが使われていたり、ポリエステルが使われていた

り、スパンデックスが使われていたり、綿、絹、いろいろ

な接着剤、副資材、プラスチックから金属までですね。い

ろいろな材料が使われて衣服ができているのですけれど

も、これを 1 つ 1 つの物マテリアルに分けられればリサ

イクルは比較的簡単ですが、ゴチャまぜになっている材料
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をリサイクルするのは、かなりコストもかかってしまい、

現実的には難しい。実際、使い終わった衣服は殆どが焼却

処分されてしまったり、埋め立てたりしているというよう

な状況ですが、非常に簡単に申し上げますと、今申し上げ

たようなポリエステル、ナイロン、スパンデックス、なん

とか、なんとか、色々あると思いますが、こういった衣服

に必要不可欠な材料のラインナップを、すべて微生物が食

べられる。つまり、栄養源として再資源化できるような材

料だけでラインナップを作れれば、アパレルメーカーさん

はその素材から材料を選んできて衣服を作れば、その衣服

は使い終わったらそのままの形でシュレッダーにかけて

さまざまな形に分解して、酵素的に分解してもいいですし、

熱で分解してもいいのですけれども、これを微生物に食べ

させて、次のもの作りの栄養源にするということができる

ようになります。1 つの大きなリサイクルのパスをこのバ

イオプロセスを使うことによって、非常にシンプルな循環

のパスを作ることができるようにと考えておりまして、そ

の様々なラインナップの材料を全部微生物が食べられる

ようなものだけで作ろうとした時に非常に重要なツール

というか、材料になってくるのがタンパク質だと考えてお

ります。 

すごいちなみになんですけれども、私達の大きなビジョ

ンを簡単にお話しさせていただくと、ちょっと前の論文で

すけれども、地球の生物や生態系のバイオマスを炭素ベー

スで見た時に、こんな割合です、という話で、植物、微生

物、アニマルで、見ていただくと、大体 82.5%、17％、0.5%

という比率です。つまりボリューム的にセルロースとタン

パク質の量を見ると、大体５：１のバランスになっていま

す。我々のビジョンというのはこのバイオ素材、地球の生

態系はある意味全てが循環を前提にして作られています

から、非常にお手本にするべきものなのですね。セルロー

スを今うまく使いつつ、それでは実現できないようなちょ

っと高度な材料というのをタンパク質ベースの材料で作

っていて、これらうまく組み合わせながら、セルロースは

セルロースで循環させつつ、他の材料と組み合わせて使う

ようなものというのは、1 つのバイオプロセスで循環させ

ながら、そこで作るアウトプットが、非常に付加価値の高

いタンパク質みたいな材料を使っていくことによって、経

済的にもしっかり成立しつつ、大きな 2 つの循環プロセス

を組み合わせることによって、非常に高度に循環させられ

るようなモノづくりが実現できるのではないか。そんなと

ころの基盤技術を開発しています。 

今日は詳しくは御説明できないですけれども、タンパク

質は 20 種のアミノ酸からできていて、プログラムするこ

とによっていろんな材料が設計できますし、これを更に他

のバイオポリマーと組み合わせることによって、その幅を

広げることができます。これを設計する技術だったり、加

工する技術だったり、プロセスする技術をやっております。

さらにこの 100 年間で作り上げられた石油化学産業のイ

ンフラをできるだけ活用できるように、アミノ酸配列を設

計してドロップイン、ポリマーを投入すれば加工できてし

まう、みたいなことを実現しようということで、新しいタ

ンパク質の設計を今進めており、実現しようとしています。 

今、その核になっているのがこのプラットフォームです。

これはハードも必要ですし、ソフトも必要ですし、これを

組み合わせて初めて非常に高度な素材設計だったり、高度

なプロセス設計だったり、高度な微生物の設計ができます。

こういったものが、我々のコアになっているのですが、こ

れはもうまさに、知財の塊みたいなものでして、特許でい

うと大体 400 件ぐらいの特許を出願しており、こういっ

たところが我々の競争力の源泉になっているということ

です。 

私たちはこれからスケールアップしていきますが、もう

これから数 100 トン、数 1000 トン。さらにはそこから数

万トン、数 10 万トン、数 100 万トンです。これを目指し

ているわけですけれども、これを全部自分たちで投資して

いくのはなかなか難しいですし、しかもそういった大規模

なスケールアップは先行投資が必要になりますので、非常

に大きな資金が必要になります。特に最初のパイロットか

ら量産に行くところはお金がかかりますし、そのリスクは

自分たちで取らなきゃいけないということもあって、非常

にお金がかかるのですが、ここで知財をうまく活用して、

事業価値証券化と呼んでいるのですけれども、新しい有形

無形の資産を全部パッケージ化して、それを証券化して資

金を調達するという、デットに近い調達方法ですけれども、

こういったもので、400 億ぐらいの資金をこれまで調達し

てます。 

こういったところでも、まさに知財が活躍していくとい

うところです。あと、こういった標準化も、業界の方々と

連携させていただきながら進めていまして、この標準化と
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知財の組み合わせで非常に高い参入障壁をつくる、競争力

を維持するための戦略みたいなところというのは、これま

でずっとやってきており、そういったところで知財が大活

躍していると思っております。INPIT さん、nite さん、特

許庁、経済産業省に非常にお世話になっているところでご

ざいます。 

これまでに世の中に出せているアイテムは限られてい

るのですけれども、これから本当にさまざまな分野で量産

化が進んでいくかなと思っておりまして、輸送機器、メデ

ィカル、コスメ、フードまでいろいろあります。ちなみに

これは年末、資生堂さんに採用していただいたものですけ

れども、こういった形でアパレル以外もどんどんこれから

実用化が進んでいくと思います。そういったところでです

ね。我々は知財をフル活用しながら事業化していますし、

これからスケールアップしていく際には全ての投資を

我々がすることは当然ないので、ライセンスビジネスにど

ちらかというと移行していく感じになると思っています。

そういったところでもこの知財が非常に重要になってま

いりますので、そういった意味では知財を活用しながら事

業を進めている企業なのかなと思います。ありがとうござ

います。 

 

岩谷：はい、関山様ありがとうございます。いよいよ製品

化・国際展開が現実化するということで非常に楽しみにし

ております。また、御発表いただいた中でのスライドを拝

見して、事業価値証券化や標準化とか非常に面白そうなネ

タが幾つかありましたので、関山様にはまたその辺をお尋

ねさせていただこうかなと思います。よろしくお願いしま

す。 

そうしましたら、マイクロ波化学の吉野様、ご発表をお

願いいたします。 

 

吉野：はい、マイクロ波化学の吉野です。よろしくお願い

します。私達はですね、電子レンジに使われているマイク

ロ波、これを使って化学産業を変えていこうと思っていま

す。今写っている写真は、2014 年に大阪の住之江という

ところで立ち上げた世界で初めてのマイクロを使った化

学プラントになります。私達も結構社歴が長く、2007 年

に会社を立ち上げました。最初、実はバイオ燃料を作ろう

という会社でしたが、そこから色々試行錯誤をしながら技

術を提供する会社に変わり、昨年の 6 月に上場して、ここ

からさらに飛躍をしていこう、という会社であります。 

そもそもマイクロ波って何なんだ、というとこですけれ

ど、マイクロ波とは電波です。レーダーとかですね、ある

いは 5G の基地局ですとか、あるいは電子レンジとか、そ

ういうところに実はずっと昔から使われていました。私は

このマイクロ波を、エネルギーを伝える手段として使って

ものづくりを変えていこうと思っています。具体的にどう

いうことかということですが、皆さん中学の時の、理科の

実験をちょっと思い浮かべてください。フラスコがあって、

下にバーナーを置いて、バーナーに火を点けて、エネルギ

ーを伝えて、化学の実験をしていたと思います。実は化学

メーカーさん、今はバーナーを使っていませんけれど、同

じような形で、外部から間接的に全体にエネルギーを加え

て、化学反応を起こし、物を作っています。マイクロ波を

使うと、全く真逆で、内部から直接ターゲットした物質に

エネルギーを伝えることができます。だからこそ、非連続

イノベーションを起こすことができるのではないかなと

思っています。 

実際このプロセスを使うと、どういういいことがあるの

かということですけれど、全部で 3 つあります。 

1 つは、ターゲットをしたところにだけにエネルギーを

伝えられますので、省エネ、高効率、コンパクトな非常に

環境対応型のプロセスになります。 

もう 1 つは、全く真逆のエネルギーの伝え方をしますの

で、従来の方法では作れなかったような新しい素材、電子

材料なんか多いですけれど、このマイクロ波を使って作っ

ていこうという試みをしています。 

それから 3 つ目ですね、これは最近、非常に我々のお客

様からの引き合いが多いですけど、カーボンニュートラル、

電化ですね。電気を使ってものを作ることで、脱炭素化を

図っていこうというようなことです。ちょっと 3 番目をも

う少し詳しくお話しします。 

まず、マイクロ波というのは、特定の部分にだけエネル

ギーを伝えることが可能ですので、そもそも非常に省エネ

なプロセスになります。大体 4 割～5 割、場合によって 6

割近く、エネルギーの使用量を減らすことができる。これ

は 1 点目。2 点目は、電気でマイクロ波を作っていますの

で、リニューアブル、自然エネルギー由来の電力を使うこ

とで、CO2 を 9 割ぐらい減らすことができるということ
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で、いろいろなお客様から、今カーボンニュートラル待っ

たなしですので、マイクロ波を使ってこういうことができ

ないかということで引き合いをたくさんいただいており

ます。 

ここまでお話するとですね、そんなに良いプロセスで昔

から使われているのだったら、何で今まで実装されていな

いのだ、と言うお話をされます。実はマイクロ波は昔から

使われていました。化学メーカーさんのほとんど、9 割以

上が、実はマイクロ波を使った実験というのをやっていま

す。1980 年代ぐらいから、たくさん面白い実験の結果と

いうのが出ていますが、「マイクロ波ってラボではすごく

面白い結果が出るのだけど、なかなかこうものづくりはで

きないよね、大型化ができないよね。」というのが大体の

化学メーカーさんの常識です。それはなぜかというと、マ

イクロ波は波なので、なかなか深く入っていかなかったり

反射したりですね、制御が非常に難しかったというのがあ

ります。なので、面白いけど、ラボでしかできないってい

うのが化学メーカーさんの常識でしたが、我々は会社を立

ち上げてから大型化にチャレンジし、成功しました。その

ためには 2 つアプローチがあってですね、1 つは反応系の

デザインです。これはどういうことかというと料理でいう

とレシピみたいなものです。マイクロ波は、物によって吸

収のされ方が違います。例えば、電子レンジの陶器のコッ

プの中に水を入れてチンすると水は熱くなるけど、陶器の

コップは触れる、というようなことが起きると思います。

これはマイクロ波の吸収のされ方が水と陶器で違うから

です。 

実はこの吸収のされ方の違いというのが温度と周波数

によって違い、この縦軸にプロットをしているものがそう

です。したがいまして、ここに映したような 3 次元のプロ

ットになるのですけど、私達は独自技術で、マイクロ波吸

収能というのをそれぞれ測って、今大体 5000 ぐらいデー

タがあり、データベース化しています。 

お客さんから「こういうものを作りたいんだ」と言われ

た時に、大体物って色んなものが混ざっていますから、混

ざったもののどの物質にどの周波数、どの温度帯でどれく

らいの時間マイクロ波をあてるのかということをデザイ

ンしています。これが 1 つ目です。 

2 つ目はですね、反応器のデザインです。これは料理で

言えば、調理器具みたいなものなのですが、普通は外部か

ら間接的に全体エネルギーを加えてものを作るわけです

けれど、マイクロ波でものを作るということは、物を作る

反応器の中に電磁波がどういう風に分布されるのか、これ

を見る必要があります。このために我々自身はシミュレー

ションのメーカーさんと組み、電磁場のシミュレーション、

それから流体解析というのを、独自でモノにしながらスー

パーコンピューターを使って反応器のデザインをやって

います。 

この 2 つのデザインの力で、かつトライアルアンドエラ

ーをする中で、化学業界では「マイクロ波ってなかなかモ

ノづくりできないんだよね」と言われたところにチャレン

ジし、冒頭お見せした工場、2014 年に世界初の工場の立

ち上げに成功しました。 

これによって、マイクロ波で本当にモノを作れるよね、

大型ができるよね、ということを示せました。それからも

う 1 つはですね、こういう産業は危険と隣り合わせである

がために規制が非常に厳しいわけです。例えば、消防法と

かあるわけですが、そういう規制にちゃんとミートして、

安定、安全、安心に物を作れるというのを証明することが

できました。 

これによってマイクロ波を使って本当にものづくりが

できるんだということをわかってもらえるようになった

と思います。 

私は最初、さっきお見せした工場でメーカーをやってい

て、新聞用インキの原料を売っていたのですけれど、どう

もそれだと技術って広まっていかないな、と。事業という

のはどんどん大きくならないなと思ってですね。4～５年

ぐらい前から、この過程で培った技術をプラットフォーム

としてお客様に提供していこう、という風に事業を変えま

した。 

それはどういうことかというと、お客様から課題をいた

だいた後に、独自のデータベースからどういう風に何がマ

イクロ波を吸収するのかというのを確認して、色々な要素

技術から選定し、レシピ（反応系のデザイン）、それから

反応器をデザインして、お客様に、こういうふうに物を作

りましょう、というようなソリューションを提供する。そ

ういう事業に変わっています。 

よく技術系の会社ではラボだけやっています、というこ

とが多いと思うんですけれど、我々自身は、モノづくりは

最後までやらなきゃいけないということで、ラボでの研究
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から、実際にヘルメットをかぶってつなぎを着たエンジニ

アリングを行える人材を揃え、ものづくりまでワンストッ

プでマイクロ波の技術を提供するというのが我々の事業

の特徴になります。 

結果として、見えないけどものを作る方法を売っていま

すので、これをどうやってプロテクトするか、あるいはど

うやって攻めに出るかというところで、いろいろ知財戦略

を考えていました。 

基本的には、簡単に言うと目に見えるものは基本的に特

許化していく、外部から認識可能なものは特許化をしてい

く。液体、気体、固体色々なもの作れるわけです。目に見

えないデータやノウハウというものは秘匿して、ノウハウ

化していこう、ということをやっています。 

お客さんも、化学はグローバルな産業ですから、国内だ

けではなく海外も含めてここまで累計 160 報ほど登録を

させていただいております。現在、こういう形で技術のプ

ラットフォームを提供するという事業に変わってから、い

ろんなところから引き合いをいただいて、社員わずか 60

数名ですけれども、今年度で 50 件以上の契約が進行して

おります。 

簡単にどんなことをやっているか、というのをご紹介さ

せていただきますと、例えば太陽化学さんと、ショ糖エス

テルという乳化剤、これは四日市鈴鹿山脈の麓に、これは

実は我々自身も製造に少しコミットしているのですけど、

合弁工場を立ち上げまして、乳化剤を作って出荷をしてお

ります。あるいは薬ですね、大阪の摂津に塩野義製薬さん、

ペプチドリームさん、積水化学さんが作ったペプチスター

というペプチドの製造を行う企業があり、ここにマイクロ

波を使ったプロセスが入っています。あるいはこれは一昨

日ぐらいに化学工業日報にでていましたが、コロナ対策の

パーテーションでよく見かけるようになったアクリル樹

脂。一方通行で使うだけではなくてリサイクルする必要が

あるよねということで、三菱ケミカルさんと組み、先方で

樹脂の分解設備を 2024 年度末には立ち上げを目指すとい

うようなことをやっております。あるいは、昨年の 4 月以

降にリリースしたものの一部をご紹介させていただきま

す。三井化学さんとの炭素繊維ですとか、住友化学さんと

の水素、あるいは昭和電工（現：レゾナック ）さん、あ

るいはセブンイレブンジャパンさんとのケミカルリサイ

クル。あるいはアサヒグループ食品さんとの凍結乾燥等々

ですね。とにかく幅広く、エネルギーが必要なところに、

マイクロ波を使った効率のいいカーボンニュートラルに

貢献するプロセスというのを提供していっているという

ようなことであります。はい、以上です。 

 

岩谷：はい、吉野さんありがとうございました。これはも

う、ディープテックと呼んでよろしいですかね。これが現

実に既に導入されているということで、私は本当にゲーム

チェンジャーになり得るだろうなと思いました。スライド

の御発表の中でも、いわゆるオープンクローズ戦略を考え

てらっしゃるということや、あるいは特許 100 件ほどを

お持ちということですが、その考え方もあると思いますの

で、その辺りまた後ほどお話伺えればと思っております。

そうしましたら先程の、サイフューズの三條様から、資金

面の方からお伺いしようかと思います。IPO を最近され

たということで、そこに知財がどう関係したかや、知財が

あって良かった、逆に知財戦略を作ってなかったから、こ

れ失敗だったというのはございますか？ 

 

三條：「準備が全て」というところを IPO の話になるとい

つも申し上げています。資金調達が、さあやるぞ、始まる

ぞと。実際にやっていますという状態。IPO もそうですね、

目指しますと言って IPO のパーティーが揃ってきて動き

始めますと。当然そういうものが動き始めるというのは事

業の方も動いているという状態で、決め事として知財戦略

はあります。 

我々は知財の方はしっかりやれています、見ていますと

いうことを当然言っていくし、実際にやれている部分もあ

るし、やれていない部分もありながら走らなきゃいけない

という状態になる、というところをどんなスタートアップ

も必ずどこかのタイミングでも迎えることになる、と。た

だ、往々にして我々もそうでしたけれども、調達のタイミ

ングで、実際にベンチャーキャピタル、あるいは投資会社

からの DD が入ったタイミングで、さあどうしたものか

というような状態があります。その時、常に思っていたの

は、準備をどこかで 1 回立ち止まってでも、コストを割い

てって意味ですね。調達に入る前に時間と外部の専門家を

使ってやった方がいいだろう、と。先ほどの IPO でいう

と、IPO の準備に入る X-3 や 4。我々でいうと、2017 年

とか 18 年ぐらいに、とことん事業の棚卸し、というより

99



は、知財の棚卸しを 1 回やりました。 

結果的にその間は多少資金調達や、IPO の準備が、場合

によってはスピードがちょっと鈍化したかもしれないで

すけれども、後々になってみると、結果としてはそれが 1

番良かったかなと思っています。 

 

岩谷：なるほど。ありがとうございます。やっぱりベン

チャー企業にとって、どうしても資金が足りないこともあ

って、特許は後回しになりがちですけど、もうそれじゃ話

にならないということですかね。 

 

三條：そうですね。なかなか苦しいところです。お金は

やっぱり調達のタイミングで、と思いながらも、結果的に

そこのところをないがしろというか、そこで穴があった状

態でそのまま進んでいくと、後回しにした仕事っていうの

が後になるとものすごく大きくなるのと同じで、知財の部

分について、悩みは大きいですね。なかなかそこって事業

をどばっとやっていきたい時に立ち止まってというわけ

にいかないですけれども、そこはぐっとやった方がいいと

思っています。 

 

岩谷：なるほど。そうするとやっぱり知財戦略として、

知財をきちんと確保する、事業プランにどう組み込んでい

くみたいなところは、きちんとお金をかけてでもやらなき

ゃいけないし、それは早ければ早いほどいいという理解で

よろしいでしょうか。 

 

三條：そうですね。そこの部分は恐らく早ければ早いほ

どですね。もういざやんなきゃなっていうのは、必要性を

強く感じた時はもう遅い。 

 

岩谷：なるほど。非常にウンチクに飛んだというか、「う

ちの企業そうなっている」みたいな方もいらっしゃるかと

思います。そうしましたら資金調達つながりで、Spiber の

関山様に先程の事業価値評価による資金調達の話があっ

たと思いますので、もしよろしければスライドを投影しな

がら、知財の役割とかを少し補足的にいただけないでしょ

うか。 

 

関山：はい。私どもはですね、ずっと研究開発フェーズ

で走り続けてきているような会社でございまして、資金調

達も、ラウンドを重ねすぎて、今幾つのラウンドなのかと

いうのが自分たちもわからなくなるくらい、たくさんのラ

ウンドやっています。エクイティーで今まで 600 億近く

の資金を調達してきております。当然ですけれども、エク

イティーの投資家の方々っていうのはダイレクションを

気にされますので、これから量産フェーズみたいなタイミ

ングで可能なのであれば、エクイティーでの調達ではなく

て、別途で調達して欲しいというような当然プレッシャー

もあります。前回の資金調達のタイミングでエクイティー

での調達と並行して、デットファイナンスで調達するとい

うことも進めてまいりました。 

スタートアップで結構課題になるのは、確かに特許がた

くさんあることを、例えば担保にお金を借りるということ

は意外と難しいことです。結局特許単体で、この特許はい

くらの価値があるのかを評価することって極めて難しい

です。じゃあどのように我々を評価していただいたかと言

うと、そもそも我々がこういう事業でこういうビジネスを

設計して、こういうキャッシュフローを生み出していきた

いと思っています、と。そのために、こういう知財が必要

になって、そのポートフォリオを我々が持っていて、こう

いった事業を実現するために、実質的に例えば標準化と、

例えば知財のポートフォリオがあると、相当この事業の実

現性や参入障壁を高められますよねというような言い方

をしています。 

これだけのパッケージがあれば、この事業計画からする

と、事業として、これぐらいの価値を生み出せるのです、

というような御説明の仕方をします。 

それを実現するために、裏付けになっている有形無形い

ろんな資産があるわけですけれども、それを全部パッケー

ジ化して、事業の価値を証券化して、それで資金調達をす

るというようなやり方で調達をしました。これは当然知財

だけではないですけれども、当然ですけれども、事業の競

争力も、自分たちの競争力を確固たるものにするための、

本当に必要不可欠なピースとして、この知財があるみたい

な説明することによって、しっかりそれを担保として設定

できるようにするというスキームで調達をさせていただ

いたということですね。 

 

岩谷：ありがとうございます。これも当たり前の話です

100



けれど、知財／特許は持っているだけでは意味がなくて、

なぜその特許を持っている必要があるのか、事業戦略の中

で、どういうプランがあって、そのプランを実現するため

のどういう知財ポートフォリオが必要になってくるか。そ

ういうあたりをきちんと分析されたということでしょう

か。 

 

関山：まさに、誰がどう使うかみたいなところがしっかり

あった上で、これだけの価値を生み出せるんですというこ

とがロジカルに説明できたので、そういった調達につなが

ったというふうには考えています。 

 

岩谷：なるほど。先程の三條様の話とも通じるところがあ

るなと思って聞いておりました。やっぱりきちんと経営者

の方が事業を考えた上で、知財をポートフォリオとして組

んでいく必要があって、ということでしょうかね。 

 

 

関山：そうだと思います。 

 

三條：そうですね。そのとおりだと思います。はい。 

 

岩谷：これ実は先程のパネルの IPL でも同じような議論

があったかなと思いました。IPL は IPL のためにやるの

ではなくて、事業戦略をきちんと考える、入り口でそれが

ないとうまくいかないという話があって、ああそうだなと

思いました。ここでも同じ話が出てくるということは、お

そらく知財戦略の普遍的なポイントかなと思いました。そ

うしましたら、次にマイクロ波化学の吉野様から、先ほど

のスライドでオープンクローズのスライドの部分を補足

でお話しいただけないでしょうか。 

 

吉野：そうですね。私達はやはりものを作る方法、目に見

えないものを売っていますので、それをどういうふうに売

っていくかということが非常に重要になってきます。その

1 つは権利行使しやすい特許を取っていく、と。そういう

中でやはり外部からなるべくディテクトしやすいような

ものはどんどん特許をとっていきましょう、と。もう 1 つ

は、そうはいってもそれをリバースエンジニアリングされ

ちゃうと簡単にコピーされちゃいます、というとこれもま

た困るわけです。先程のデータもそうですけれど、ノウハ

ウ的なところは、やはり秘匿して、我々独自のものとして

やっていこうという、そこをかなり明確に分けてやってお

りますね。 

 

岩谷：なるほど、それはやっぱりデータの内容や、技術 1

つ 1 つを見ながら決めていった。そういう感じでしょう

か。 

 

吉野：そうですね。基本的には本当に単純に言うと、外か

ら見えるものは特許を取る。見えないものはノウハウ化す

るという、そんな感じですね。 

 

岩谷：なるほど。オープンクローズ戦略は、知財戦略とし

てもうバズワードというか、やって当たり前みたいな感じ

になっていますけど、言うのは簡単ですけど、それで実際

に事業戦略、事業上の稼ぐ力に結びつけるまでにはかなり

難しいかなと思いますが、そのあたりいかがでしたか？ 

 

吉野：そうですね。我々も試行錯誤しながらやってきてい

た部分はあって、冒頭申し上げましたけれど我々メーカー

を指向していたので、化学メーカーさんはあんまり特許を

取らないのですね。やはり工場を建てて、モノを作れれば

それで事業になりますので、あまり特許は出さない。我々

も当初特許を出していなかったですけど、そこから先どう

も物を作る方法、技術プラットフォームを提供していこう

という中で、じゃあ、どういうふうに取っていけばいいの

か。 

さらに我々自身は、最終的にお客様が技術を使った時に

ライセンスフィーをいただくというのをベースにしてい

ますので、そういう特許が取りやすい、特許をどういうふ

うに取るかというのはありますし、我々自身にその知が残

るような契約を結ぶというところから考えてやっていま

した。 

 

岩谷：なるほど、ありがとうございます。やはりそこはビ

ジネス判断というか、契約も含めてと。 

 

吉野：そうですね。もう完全にビジネス判断ですね。 
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岩谷：やはりそうすると、経営者もきちんと議論に参加

してということですか。 

 

吉野：そうですね。 

 

岩谷：なるほど。ありがとうございます。今ちょっと知財

戦略の話が出ましたので、2 問目にいきます。Spiber の関

山様、先程標準化されているというお話がありました。オ

ープンクローズ戦略の一部の手段ではありますが、これは

どういう分野というか、技術のエリアを、なぜ標準化しよ

うとお考えになったのか、少しお話しいただけないでしょ

うか。 

 

関山：はい。私たちが今取り組んでいるこのタンパク質の

繊維ですけれども、たんぱく質繊維というカテゴリーがそ

もそも既にあったのですよね。ただ、これはすごく昔に作

られたカテゴリーで、今実際に上市されているような製品

というのがもうないです。これをうまく活用して、要はタ

ンパク質繊維としてうまく新しい基準に変更できれば、私

たちの素材をうまくそのカテゴリーの新素材としてしっ

かりと位置づけられる、ということができるというふうに

まず考えました。新しいカテゴリーを作るよりも、今ある

ものの基準を変える方が、スピード感もそうですけども、

非常に楽なので。 

これは我々が 3 年くらいで実現できた 1 つの背景でも

ありますが、そこで結構我々の素材の都合がいいようにと

いうか、いろんな基準を変えたのですね。かなり今回は結

構厳しい基準で、例えばタンパク質の純度みたいなところ

で閾値(しきいち）をですね、元々あったものから引き上

げて。それを実現するためには、こういう技術が製造ブロ

ックプロセスとして必要で、こういう技術がないと迂回は

できるけれども、実際に工業的に利用しようと思ったら、

当然低コストに作れないといけなくて、それを低コストで

作るためにはこういう特許がないとほぼ実現できないと

いうようなことがあれば、実質的に、我々の押さえている

知財のポートフォリオを使わないと、これぐらいのコスト

でこういったものの基準をクリアするような材料が作れ

ないということになります。まさにそれを作り上げようと

して今回は基準の設定ですとか、逆にいうとそこでそれを

実現するために必要な要素技術というのをしっかりと知

財で押さえ、ということを並行してやってきたわけです。

それが今回すごくうまくいったかなと思います。なので、

自分たちで競争力を高められると申し上げたのは、まさに

そういう視点ですね。 

 

岩谷：ありがとうございます。標準と特許も組み合わせな

がら、もちろんノウハウの部分もあると思いますけれども、

それでうまく稼ぐ力に結びつけていったという、そういう

理解でよろしいですかね。 

 

関山：はい。 

 

岩谷：もしこの会場に古典的な標準部落の方がいらっしゃ

ると怒られていますが、私の立場からすると、ここの標準

をいかに企業の稼ぐ力に結びつけていくかというのは重

要かなと思います。今話の中にありました、標準を使うた

めには、Spiber さんがお持ちの特許ポートフォリオを使わ

なきゃいけないということなので、これはまさに標準技術、

SEP と言われている考え方になってくるかなと思います。

よく通信分野は 4G、5G やっておりますけれども、SEP と

いう考え方は電気通信だけではなくて、こういう他の分野

でも活用できるという非常に好事例かなと思って聞いて

おりました。ありがとうございます。 

ちなみに標準技術を作る時、標準化する時ってすごい労

力とお金がかかると思いますが、そこはどういうふうにク

リアされたのですか？ 

 

関山：本当にですね、INPIT さんとかには本当にお世話に

なりまして、いろんな試験方法の開発とかもやらなければ

いけないので、その分析技術の開発だったりとか、NITE

さんにもよくご協力いただいたり、特許庁の方々にもご協

力いただいたり、当然アカデミアの先生だったり、業界の

様々ないろんな試験センターの方々ですとか、そういった

方々と連携させていただきながら基準だったりを創り上

げようとしてきました。たまたま繊維をやろうとしていた

層の部会が、ちょうど日本が繊維に関しての幹事国だった

ので、すごくやりやすかったというのもございます。 

 

岩谷：なるほど、INPIT も含めて各支援機関をご利用いた

だいたということでありがとうございます。別に言わせた
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わけではございません。ちなみに INPIT では標準の具体

化のところまでの支援はまだなかなか難しい体制でして、

今後精進して今のご意見をいただいてしっかり来年度か

らやっていこうかなと思います。ありがとうございます。 

そうしましたら話をかえまして、三條様に、医療分野と

いうことでパネルの中にもいろんなパートナーがいらっ

しゃったと思いますが、パートナーとの関係で知財戦略上

困難だったこととかございますか？ 

 

三條：困難だった事…？ 

 

岩谷：例えば、知財契約とか、うちはオープンにしたいけ

ど、相手は駄目だというとか。 

 

三條：どちらかというと、我々の業界固有かもしれないで

すけど、これからの業界は物を作って出していかなきゃい

けないといったときに、そういった形での相手の捉え方と

いう意味では、先ほどパートナーシップと呼びましたけれ

ども、そこと権利 1 つのことでギリギリやるというよりは

言い方ですけど、両方が一緒にパートナーシップを形成し

て参入障壁であるとか、事業価値を最大化するというゴー

ル設定を先にします。そこに向けてお互いが、言い方悪い

ですけど、知財場も含めてどういう役割分担ができるだろ

うかという、どちらとそういう形で協議をするという方向

でパートナーシップや協業とか提携とかをする場合にも

基本的に考えるやり方で我々はやってきました。 

 

岩谷：なるほど。 

 

三條：そういう形で、パートナー企業に恵まれているかも

しれないです。 

 

岩谷：ありがとうございます。そうすると 1 件 1 件の特許

ではなくて、パートナー皆でゴールなりビジョンを共有し

て Win-Win になるような形にすることが重要と、そうい

う理解でよろしいですかね。 

 

三條：そうですね。特に我々のようなサイズであるわけで

すし、先程のパートナー企業であったり、先程の外部の専

門団体であったり、こういったところの力を借りるという

点でいくと、やはりそういった大きくゴールを設定した方

が結果的に知財を使用して、その知財の価値を最大化する

という意味でもいいんじゃないかなと思っています。 

 

岩谷：なるほど。そういう辺り、やっぱり経営者としての

ビジネスを見通した上でということになるわけですかね。 

 

三條：先ほどから出ているところですね。ただ難しいのは、

こういった発明だとか特許という話になると技術もそう

ですけれども、どちらかと言えば現場の人たちのベースに

なるところは理解になる。経営者の方では私のサイドとか

完全にそうですけれども、どちらかというと、その現場の

理屈というところから遠い人たちが、そういった計画とか

事業とかをやるわけなので、基本的にうちのサイズだから

できたかもしれないですけれども、一緒になってそれをや

るというのが 1 つもっと明確にそういうふうにしていま

した。 

 

岩谷：ありがとうございます。これも 1 つ前のパネルのま

さに IPL と同じ考え方ですね。経営者と一緒になってや

んなきゃダメという。 

 

三條：現場の人に戦略を意識してといっても、事業とか理

解してないのに戦略理解できないし、かといって目の前に

やらなきゃいけないような研究技術の話というところが

あるので、それはあくまで我々のスケールだからできたと

いうところはあるかもしれません。そういう形で一緒に知

財を学んでいきました。 

 

岩谷：ありがとうございます。あと、吉野さんにお伺いし

たいのですけど、先ほどのスライドの 12 のデータをちょ

っと見せていただいていて、出願が急にグロースしていく

タイミングがあったかと思いますが、これは何か知財戦略

の変更とかがあったのですか？ 

 

吉野：そうですね。これは先程申し上げた我々の事業モデ

ルが、当初は製造販売事業を指向していたので、あまり特

許を積極的に出していくというようなことは考えていな

かったんですけど、2016～17 年ぐらいから、技術のプラ

ットフォームを提供する会社になっていこうというとこ
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ろで、より積極的に出し始めたというところで増えていっ

たと思います。 

 

岩谷：なるほど。ではビジネス戦略の変化に応じてという

形でよろしいですか？ 

 

吉野：そうですね。おっしゃる通りですね。 

 

岩谷：ありがとうございます。ここまで三者三様ですけど

も、根底にあるのはやはり経営者がきちんとタッチしてい

るということが重要なのかなと思っております。そうしま

したら残り 10 分ほどですので、ここで質問をお受けした

いと思います。まず会場の方で何かご質問ある方、挙手い

ただければ。 

 

会場質問 A：はい、ありがとうございます。三條様と関山

様に 1 つずつお聞きしたいことがあります。まず三條様の

方に、知財の棚卸しをなさった時期に研究開発などで、抑

えるというようなお話がありました。具体的にその間とい

うのは、研究開発を進めたい、進めていきたいという研究

者側、会社としてのモチベーションがあったのだけれども、

それを止めて、知財の調達とか、そういうところに集中を

されたということなのでしょうか。ちょっとそこの確認を

したかったので、お聞きしたいです。 

 

三條：ありがとうございます。さすがに研究を止めてとい

うことではないです。我々でいうと、ちょうど知的財産権

に関する管理の中に担当を置くとかですね。研究開発をや

りながら、現場の人たちがやるのが強いと分かりながらも、

彼らの本業がある中で、彼らに業務として、やっていくか

とかですね。あるいは外部の専門家をしっかり使うという

形で、内製化まではしないとかという方針を決めようにも、

自分たちで自分たち自身の知財であるとか価値だとかと

いうところをまだわかっていないのではないかな、と思っ

たというのがシンプルな理由です。 

なので、その時にやったことの棚卸しというのは、実際

に中のところで、当時の現場が考えている知財だとか、あ

るいは我々の知財戦略というのは何かというのを外部の

専門家に出してもらいました。弁理士、弁護士さんになり

ますけど、そういった方々にガッツリレビューをしてもら

ったと。その期間、ここで数カ月かけてやっていただいた

と。その結果は今のような実際の採用方針とか組織をどう

やっていくかとか、研究開発の方での特許は数を出してい

くのか、それとも基盤特許を抑えているから、基本的に大

事なところを押さえているのであれば、もう今後はそうい

う形でいっぱい出していく必要はないのではないかとい

うような形の議論というところに、ある程度方向性をそこ

で決めてしまって、という形ですね。それで事業の方、IPO

であれば、資金調達であればそっちに走っていくというよ

うなために数カ月それをやりました。 

 

会場質問 A：ありがとうございます。戦略がそれではっき

りしたということがよくわかりました。ありがとうござい

ました。 

関山様に質問ですけれども、標準化を取り組まれたとい

うお話がありました。標準化で既にあった標準を改めてい

く、アップデートしていくというようなお話だったと思う

のですけれども、そうだとすると既存の業界の人たち、プ

レーヤーの人たちに抵抗があったのではないかと思うの

ですが、そのやり方というのは、例えば新しい上位グレー

ドの標準を作るクラスを作るのか、それとも全体を上げて

しまうようなやり方をしたのか、その辺り差し支えなけれ

ば教えていただければと思います。 

 

関山：はい、ありがとうございます。我々の件に関しては

多分ちょっと特殊で、昔作られて実際産業化されていた素

材がもう既に需要がなくなってしまって、誰も事業化して

ないようなものになってしまっていました。なので、実際

に例えばどういうものかというと、ミルクカゼインとかを

牛乳からできたタンパク質を使った繊維みたいなのが昔

実用化されていたことがあったりしました。 

これ今はもうそういう繊維ってほとんど市場に出回っ

ていないので日本でもやられている企業さんはもういら

っしゃらないです。そして、これがそもそもミルクのタン

パク質だけじゃなかったんですね。なので、色んな例えば

ケミカルとか、ほかのものがかなりたくさん入ってきても、

要は実際のタンパク質の割合がものすごく低くても、タン

パク質繊維と言えてしまうみたいな感じになっていまし

た。すごく簡単にいうとこれをもうほぼタンパク質じゃな

いとタンパク質繊維と言えないように変えた、みたいな感
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じなんですね。うまくいった理由は、そもそもその素材を

使って事業をされている方がもう世界にほとんどいらっ

しゃらなかったような感じになっていたので、変えやすか

ったということがあります。抵抗する方がほとんどいらっ

しゃらなかったということです。なので、ちょっと例外的

な話なのかもしれないですけれども、そういうものだと僕

は変えやすいと思います。当たり前ですけど。なので、ち

ょっとラッキーでした、ということかもしれないです。 

 

会場質問 A：ありがとうございます。舞台裏というか、標

準化って魅力的ですけれども、なかなか入りにくいなと思

っていたので、そういうところをうまくリサーチすれば入

っていけるのかなと、1 つのヒントになったような気がし

ます。ありがとうございました。 

 

関山：はい、ありがとうございます。 

 

岩谷：ありがとうございました。今のディスカッションは

私もすごく興味深くて。やっぱり標準って、言うは安し実

施するは難しの典型例で、仲間をどう作るかみたいなとこ

ろはあるかと思います。今みたいなパターンもあるという

のがすごく勉強になりました。ありがとうございます。 

そうしましたら、まだ少し時間が残っていますので、共

通で 3 名の方にちょっとオープンクエスチョン的にさせ

ていただこうかなと思っております。起業からここまで、

各社いろんなことがあったと思いますけど、知財がらみで、

これは良かったな、これは失敗したな、これはハードシン

グスだったな、みたいなことがあれば、少し教えていただ

けないでしょうか。順番で三條様からお願いしてもよろし

いでしょうか。これはうまくいったとか、こうやっといて

良かったとか、振り返ればあの時これをしておくべきだっ

たとか。 

 

三條：そうですね。ご質問いただいた内容で結構出尽くし

てはいるところがありますけど、やっぱりそれぞれの会社

の現場、技術とか研究ですね。やっぱり現場の人たちが大

事にしていること。それを要は権利化するも、ノウハウと

して秘匿するも、それは事業に必要だからとか事業価値を

最大化するからだと、上は言いますし会社はまあそう考え

るでしょうというところはあります。先程申し上げたとお

り、やっぱり現場と知財をきっかけに対話をして、自分た

ちの技術の価値だとか、本当に知財の価値もそうですけど

も。それを自分たち自身が一番わかっていると自負はして

皆さん事業に取り組んでいます。我々はそうでした。 

そこが意外とわかっていなかったということが、それで

正直わかった。自分自身がそうです。やっぱりそういった

ところで、自分自身もちょうどサイフューズにジョインし

たタイミングでそういうことをやったんですね。この技術

とか研究とか、これはいいなと。私は転職するので、とて

も素晴らしいなと。なんとか最大化したいなと思って入る

のですけれどもインプットの時間がなかなかそういった

意味では取ることができない。 

リソースが限られていれば、現場での作業、それから経

営者の人も目の前の資金調達、あるいは目の前の人の採用

ということをやらなきゃいけないといった中で、なかなか

こういった知財の部分はどちらかというと、後回しになり

がちな部分があったかと思います。 

けれども、そこをみんなでやろうという形で 1 回立ち止

まってそれをやれたというのは、個人的にもインプットの

時間ももらえてですね。研究だとか技術のことに詳しくな

って、結果的にはこういうふうにお呼ばれした時に、自分

の会社の説明もできるようになりました。彼らのおかげで

すね。知財についてここで戦略と聞かれて、当時は戦略と

いきなり言われても自分たちの技術や研究を理解しない

まま、とにかく事業がどんどん拡大して成長していくステ

ージになっていきます。なので、そういったところで知財

というものを 1 つ軸に、どういった研究や技術の会社であ

っても、重要性が高いということは間違いないので、そう

いった意味ではハードでした。 

 

岩谷：なるほど。 

 

三條：そういう意味のハードでしたけれども、やって良か

ったなという風に、今ではそういう感想を持っています。 

 

岩谷：ありがとうございます。そうしましたら、次に関山

様もお願いできますでしょか。知財関係で。 

 

関山：そうですね。事業価値証券化は大変だったのですけ

れども、新しいスキームを開拓できて、これはすごく良か
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った、やって良かったと思っていますし、ディープテック

の会社の、どちらかというとレイターのフェーズの会社だ

と思うのですけども、の新しい調達スキームが作れたのか

なというのは 1 つあります。 

初期の頃の話で申し上げますと、私が例えば大学時代に

出願していた特許っていうのは、基本的には慶応義塾大学

に帰属になっていたものです。それを会社で使うためには

やはりライセンスしていただく必要があるみたいな感じ

になっていたのですけれども、なかなか特許を買い取るみ

たいなことは、スタートアップであんまりお金がなくてで

きなかった。ただ実際特許が自分たちのものになってない

と、資金調達をする時に、「でもこれ特許を持っているの

慶応ですよね？」みたいな感じになっちゃって、なかなか

調達がやりづらいとかですね。 

そういった時に我々が取った手法っていうのは、ストッ

クオプションで特許を買い取るみたいなことをやりまし

た。慶応にストックオプションを出して、我々の特許を買

い取るみたいなことをやりました。 

恐らくなんですけれども、私が知る限り、そういうこと

を日本でやったのは我々が最初ではないかなと思ってい

ます。当時 2008 年とか 9 年ぐらいだったと思うのですけ

れども、そういう形でリソースはないですけれども、スト

ックオプションをお出しして特許を買い取って、自分たち

のものにして、それをまたレバレッジにして資金調達する

みたいなことっていうのをやりました。それも結構交渉が

大変でしたが、自分たちとしてはすごくいいスキームだっ

たなとは思っていますし、スタートアップの方々は結構そ

ういうやり方っていうのを今後使えるのではないかなと

思います。 

 

岩谷：ありがとうございます。ストックオプション、今で

は当たり前になってきていますけれど、2008 年っていう

とあまり聞いたことないなと思います。ありがとうござい

ました。そうしましたら、最後吉野様にお願いします。 

 

吉野：そうですね。私達のハードシングスって言うか大変

だったのは今も大変ですけど、知財の帰属の交渉ですかね。

私達は途中からプラットフォームを提供すると方針を変

換して、実際問題いきなりプラットフォームができる訳で

はなくて、お客様との共同開発を通して少しずつ知が積み

上がっていく。我々単独でできることというのはそれなり

にあるのですけど、やっぱり医薬品から燃料まで幅広い分

野で使っていこうと思うと、どうしてもお客様との共同開

発が必要になってくる。そういう中で我々の事業モデルと

いうのは、共同開発を通してまずフィーをいただきます、

と。フィーをいただいた上に、実は我々プラットフォーマ

ーになりたいので、装置とかプロセスの知は当社に帰属す

るんです、というのをお願いします。これはなかなか受け

入れられなくてですね。 

お客さんからすると、普通は、今もそうかもしれないで

すが、お金を出したら全部うちのものみたいな考えのお客

さんが多くてですね。そこに対して、お金は出していただ

きます。フィーはいただきます。装置プロセスの知は我々

のものです、というと大体最初は、半分以上のお客さんは

その段階で断られました。我々自身も売上も上げたかった

というのもある中で、そこをぐっと歯を食いしばって少し

ずつバックグラウンド IP といいますか、知が積み上がっ

ていく中で、逆に言うと、お客さんは別に知が欲しいわけ

じゃなくて、知を使って自分たちの事業ができて、しかも

それをプロテクトされればいいので、そういうアレンジメ

ントをする、かつ我々自身のバックグラウンド IP が積み

重なってきている。これをどうしても使わざるを得ないの

だ、という形になってきて、だいぶ今は受け入れていただ

けるようになったというような状況ですね。ここにスター

トアップの方がいらっしゃるかどうかわからないですけ

ど、やっぱりどうしても最初共同開発とかやると、資金も

欲しいし、知財を手放しがちなのですけど、自分たちが特

にその知をベースにした事業をするのであれば、やはりそ

こは何とか踏みとどまって、自分たちに残るというのをや

ることが非常に重要だし、そういう中で初めてものづくり

のプラットフォームみたいなものができてくるのではな

いかなというふうに思っています。 

 

岩谷：ありがとうございました。他にも恐らく言えないよ

うなハードシングスいっぱいお持ちだと思います。 

最後にラップアップということで、今日のディスカッシ

ョンで三者三様の企業成長ステージですけれども、いずれ

も経営者がきちんと知財を扱う方々と一緒になってやる

と。2000 年頃でしたかね、特許庁で言っていた知財創造

サイクルというのがありました。で、2005,6 年頃に三位一
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体、事業部と経営と知財の共同というのがありました。三

位一体という言葉は、それぞれのセクションは別ですとい

う前提になっていますから、まだやや距離感があったので

はないかなと思います。今 IPL をやり始めたこの時代は、

経営者と知財・事業戦略が一緒になってセクショナリズム

というのではなくて、お互いがお互い理解しながら進んで

いく、というまた新たなフェーズに入っているのかなと思

いました。御清聴ありがとうございました。ちょうど時間

ぴったりになりましたので、このパネルはここで終了させ

ていただきたいと思います。ありがとうございました。 

107



108



109



110



111



112



113



114



115



 

116





 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ア ン ケ ー ト 集 計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　各講演内容についてお伺いします。

１）講演1「企業における社会課題解決と知財戦略」について

人数 割合

506人 69.7%

220人 30.3%

726人 100.0%

1-1）講演テーマ

人数 割合

365人 72.1%

131人 25.9%

10人 2.0%

506人 100.0%

1-2）講演内容

人数 割合

280人 55.3%

214人 42.3%

12人 2.4%

506人 100.0%

1-3）講演時間

人数 割合

464人 91.7%

20人 4.0%

22人 4.3%

506人 100.0%

合計

聴講した

聴講しなかった

興味深いテーマと思い聴講した

合計

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

合計

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

合計

妥当

長すぎた

短すぎた

69.7%

30.3%

講演1

聴講した

聴講しなかった

72.1%

25.9%

2.0%

講演1：テーマ

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

55.3%

42.3%

2.4%

講演1：内容

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

91.7%

4.0%

4.3%

講演1：時間

妥当

長すぎた

短すぎた
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2）講演2「社会課題解決による企業価値向上への知財の役割について」について

人数 割合

473人 65.2%

253人 34.8%

726人 100.0%

2-1）講演テーマ

人数 割合

224人 47.4%

232人 49.0%

17人 3.6%

473人 100.0%

２-2）講演内容

人数 割合

224人 47.4%

232人 49.0%

17人 3.6%

473人 100.0%

2-3）講演時間

人数 割合

422人 89.2%

37人 7.8%

14人 3.0%

473人 100.0%

聴講した

聴講しなかった

合計

合計

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

合計

妥当

長すぎた

短すぎた

合計

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

65.2%

34.8%

講演2

聴講した

聴講しなかった

47.4%

49.0%

3.6%
講演2：テーマ

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

47.4%

49.0%

3.6%

講演2：内容

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

89.2%

7.8%
3.0% 講演2：時間

妥当

長すぎた

短すぎた
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3）パネルディスカッション1「社会課題解決に向けた知財の役割- I-OPENプロジェクトでの事例を交えて-」について

人数 割合

354人 48.8%

372人 51.2%

726人 100.0%

3-1）講演テーマ

人数 割合

173人 48.9%

144人 40.7%

37人 10.5%

354人 100.0%

3-2）講演内容

人数 割合

129人 36.4%

190人 53.7%

35人 9.9%

354人 100.0%

3-3）講演時間

人数 割合

321人 90.7%

20人 5.6%

13人 3.7%

354人 100.0%

聴講した

聴講しなかった

合計

妥当

長すぎた

短すぎた

合計

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

合計

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

合計

48.9%

40.7%

10.5%

PD1:テーマ

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

36.4%

53.7%

9.9%

PD1:内容

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

90.7%

5.6%
3.7% PD1:時間

妥当

長すぎた

短すぎた

48.8%
51.2%

PD1

聴講した

聴講しなかった
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4）パネルディスカッション2「成功するIPLと失敗するIPL」について

人数 割合

575人 79.2%

151人 20.8%

726人 100.0%

4-1）講演テーマ

人数 割合

519人 90.3%

50人 8.7%

6人 1.0%

575人 100.0%

4-2）講演内容

人数 割合

431人 75.0%

126人 21.9%

18人 3.1%

575人 100.0%

4-3）講演時間

人数 割合

463人 80.5%

18人 3.1%

94人 16.3%

575人 100.0%

聴講した

長すぎた

短すぎた

合計

聴講しなかった

合計

興味深いテーマと思い聴講した

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

合計

妥当

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

合計

有意義な考え方や情報が多く得られた

90.3%

8.7%

1.0%

PD2:テーマ

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

75.0%

21.9%

3.1%
PD2:内容

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

80.5%

3.1%

16.3%

PD2:時間

妥当

長すぎた

短すぎた

79.2%

20.8%

PD2

聴講した

聴講しなかった
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5）パネルディスカッション3「世界に羽ばたくスタートアップ！成長に伴う知財戦略の軌跡」について

人数 割合

350人 48.2%

376人 51.8%

726人 100.0%

5-1）講演テーマ

人数 割合

226人 64.6%

110人 31.4%

14人 4.0%

350人 100.0%

5-2）講演内容

人数 割合

194人 55.4%

144人 41.1%

12人 3.4%

350人 100.0%

5-3）講演時間

人数 割合

310人 88.6%

22人 6.3%

18人 5.1%

350人 100.0%

聴講しなかった

合計

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

短すぎた

合計

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

合計

妥当

長すぎた

関心はないテーマだった

合計

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

聴講した

64.6%

31.4%

4.0%

PD3:テーマ

興味深いテーマと思い聴講した

強い興味はなかったが聞いてみようと思った

関心はないテーマだった

55.4%

41.1%

3.4%

PD3:内容

有意義な考え方や情報が多く得られた

有意義な考え方や情報がある程度はあった

既に知っている内容でそれほど役に立たなかった

88.6%

6.3%
5.1%

PD3:時間

妥当

長すぎた

短すぎた

48.2%51.8%

PD3

聴講した

聴講しなかった
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Ⅱ　フォーラム全般についてお伺いします。

1）今回は、対面、オンラインのハイブリッド開催としましたが、開催方法について、どちらが良いかお答えください。

人数 割合

109人 15.0%

26人 3.6%

564人 77.7%

27人 3.7%

726人 100.0%

2）「グローバル知財戦略フォーラム2023」で、あなたにとって有益だったセッションを教えてください。（複数チェックも可能です）

人数 割合

290人 20.9%

230人 16.6%

141人 10.2%

41人 3.0%

491人 35.4%

194人 14.0%

1387人 100.0%

3）「グローバル知財戦略フォーラム2023」の情報をどこでお知りになりましたか。（複数チェックも可能です）

人数 割合

ダイレクトメール 329人 37.6%

54人 6.2%

107人 12.2%

141人 16.1%

8人 0.9%

3人 0.3%

8人 0.9%

8人 0.9%

39人 4.5%

148人 16.9%

13人 1.5%

17人 1.9%

0人 0.0%

875人 100.0%

オンライン開催が良い

合計

特許庁ホームページ

フォーラム公式サイト

対面開催が良い

ハイブリッド開催が良い

どちらでも良い

合計

講演１

講演２

パネルディスカッション１

ランチセッション

パネルディスカッション２

（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）ホームページ

Facebook

Twitter

パネルディスカッション３

合計

Yahoo!検索広告

google検索広告

その他のウェブサイト

職場・知人等の紹介

SNS

その他

メールマガジン

15.0%

3.6%

77.7%

3.7%

開催方法
オンライン開催が良い

対面開催が良い

ハイブリッド開催が良い

どちらでも良い

329人

54人

107人

141人

8人

3人

8人

8人

39人

148人

13人

17人

0人

ダイレクトメール

フォーラム公式サイト

（独）工業所有権情報・研修館…

特許庁ホームページ

Facebook

Twitter

Yahoo!検索広告

google検索広告

その他のウェブサイト

メールマガジン

職場・知人等の紹介

SNS

その他

0人 100人 200人 300人 400人

きっかけ

290人

230人

141人

41人

491人

194人

講演１

講演２

パネルディスカッション１

ランチセッション

パネルディスカッション２

パネルディスカッション３

0人 100人 200人 300人 400人 500人 600人

有益だったセッション

4）フォーラム開催時期について

人数 割合

575人 79.2%

10人 1.4%

141人 19.4%

726人 100.0%

適切

不適切

どちらともいえない

合計 79.2%

1.4%

19.4%

開催時期

適切

不適切

どちらともいえない
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Ⅲ　回答者ご自身についてお伺いします。

年齢

人数 割合

0人 0.0%

16人 2.2%

63人 8.7%

145人 20.0%

50代 285人 39.3%

60代以上 217人 29.9%

726人 100.0%

所属

人数 割合

402人 55.4%

115人 15.8%

9人 1.2%

1人 0.1%

シンクタンク 5人 0.7%

知財取引業 7人 1.0%

大学・教育機関 23人 3.2%

54人 7.4%

16人 2.2%

21人 2.9%

26人 3.6%

その他 47人 6.5%

726人 100.0%

一般企業（大企業）

一般企業（中小企業）

一般企業（スタートアップ）

金融機関

合計

官公庁

公的試験研究機関

法律・特許事務所

個人

10代

合計

40代

20代

30代

2.2%
8.7%

20.0%

39.3%

29.9%

年齢
10代

20代

30代

40代

50代

60代以上

55.4%

15.8%

1.2%

0.1%

0.7%
1.0%

3.2%

7.4%

2.2%

2.9%

3.6%
6.5%

所属

一般企業（大企業）

一般企業（中小企業）

一般企業（スタートアップ）

金融機関

シンクタンク

知財取引業

大学・教育機関

官公庁

公的試験研究機関

法律・特許事務所

個人

その他

職種

人数 割合

29人 4.0%

159人 21.9%

57人 7.9%

43人 5.9%

知的財産等管理部門 350人 48.2%

研究・教育職 18人 2.5%

弁護士・弁理士 27人 3.7%

1人 0.1%

42人 5.8%

726人 100.0%

経営職

管理職

技術職

事務職

学生・院生

その他

合計

4.0%

21.9%

7.9%

5.9%

48.2%

2.5%

3.7%
0.1%

5.8%

職種
経営職

管理職

技術職

事務職

知的財産等管理部門

研究・教育職

弁護士・弁理士

学生・院生

その他

地域(どちらにお住まいですか)

人数 割合

435人 59.9%

3人 0.4%

24人 3.3%

96人 13.2%

近畿地方 114人 15.7%

中国地方 20人 2.8%

四国 15人 2.1%

九州 17人 2.3%

沖縄 1人 0.1%

海外 1人 0.1%

726人 100.0%

知財に興味を持ってから

人数 割合

31人 4.3%

52人 7.2%

64人 8.8%

89人 12.3%

10～15年 103人 14.2%

15～20年 102人 14.0%

20年以上 285人 39.3%

726人 100.0%

1年未満

1～3年

3～5年

5～10年

合計

東北地方

中部地方

合計

関東地方

北海道

59.9%

0.4%
3.3%

13.2%

15.7%

2.8%
2.1%

2.3%
0.1% 0.1%

地域

関東地方

北海道

東北地方

中部地方

近畿地方

中国地方

四国

九州

沖縄

海外

4.3%

7.2%

8.8%

12.3%

14.2%

14.0%

39.3%

興味を持って

1年未満

1～3年

3～5年

5～10年

10～15年

15～20年

20年以上
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